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は じ め に 

令和５年２月１日現在の佐用町の高齢化率（65歳以

上人口）は44.1％と、県の29.3％を大きく上回って

います（令和5年2月1日兵庫県高齢者保健福祉関係資

料）。また、ひとり暮らし高齢者数は1,010人となっ

ており、65歳以上高齢者人口6,611人の15.3％とな

っています（令和２年国勢調査）。更に65歳以上高齢

者人口6,611人の内1,581人が要介護・要支援認定を

受けています（令和5年9月末佐用町介護保険事業状況

報告）。 

ひとり暮らし高齢者や要介護認定者の増加、医療や

介護に要する財政負担の増大、要介護者等の支援を行

う者の高齢化、加えて生産年齢人口の減少による「介護人材」の不足など、高齢者を取り

巻く社会情勢が厳しくなる中、令和６年度から８年度までの佐用町の高齢者福祉の取り組

みを明らかにする「町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」を策定しました。 

この度の計画につきましても、これまでの計画の基本的な考えは継承し、医療、介護、

介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をつくり、地域

で支えあう地域共生社会の実現を目指していきます。 

佐用町は、人口が減っても安心して幸せに暮らせるようなしくみを作っていく「縮充の

まちづくり」を目指しています。計画では、「ささえ合う 絆がはぐくむ 温かなまち」

を基本理念と定め、「自助」「互助」「共助」「公助」の視点のもと、今後も進む人口減

少などの「縮」に対して賢く縮み、介護保険事業をはじめとする高齢者福祉について、私

たちのまちの高齢者福祉に必要な「充」を目指していきます。 

目指す方向性としては、佐用町の高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生きがいや役割

を持ち、自立した日常生活を送ることができるよう、地域住民が主体となった「通いの場

づくり」など、健康づくり事業を充実させていきます。また、青壮年期から継続した健康

づくりの支援のために、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に取り組んでいきたいと考

えております。この計画の推進にあたりましては、高齢者の皆様をはじめ、すべての町民

の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、計画策定にあたりご尽力賜りました介護保険運営協議会委員の皆

様をはじめ、ご協力いただきました多くのかたに深く感謝申し上げます。           

 

 

 

令和 6年 3月吉日          

          佐用町長 庵逧 典章    

 

  



 

【 目  次 】 

第１編 計画の概要 

第１章 計画策定の概要 ········································································································· 1 

１ 計画策定の背景 ············································································································ 1 

２ 計画の位置づけ及び法的根拠 ·························································································· 2 

３ 計画の期間 ·················································································································· 3 

第２章 計画の策定体制 ········································································································· 4 

第３章 計画の推進にあたって ································································································ 7 

１ 計画の推進機関と役割 ··································································································· 7 

２ 住民などの役割 ············································································································ 7 

３ 計画の推進体制 ············································································································ 8 

４ 策定後の見直しと評価 ··································································································· 8 

第２編 佐用町の現状 

第１章 佐用町の人口推移と将来推計························································································ 9 

１ 総人口の推移 ··············································································································· 9 

２ 高齢者人口の推移 ······································································································· 10 

３ 総人口及び高齢者人口の推計 ·························································································11 

４ 前期高齢者と後期高齢者の推計 ····················································································· 12 

第３編 基本構想 

第１章 佐用町のめざす将来像 ······························································································ 13 

１ 佐用町の将来像 ·········································································································· 13 

第２章 計画の基本的な考え方 ······························································································ 14 

１ 計画の基本理念 ·········································································································· 14 

２ 計画の基本目標 ·········································································································· 14 

３ 計画の基本方針 ·········································································································· 14 

４ 施策の体系 ················································································································ 16 

第４編 施策の展開 

第１章 いきいきと元気に暮らす【自助の推進】 ······································································· 17 

１ 自らの健康管理（セルフケア） ····················································································· 17 

２ 生活環境の整備 ·········································································································· 18 

３ 元気な高齢者の活動支援と社会参加の促進 ······································································ 20 

４ 一般介護予防事業への参加 ··························································································· 23 

第２章 共に支えあう地域づくり【互助の推進】 ······································································· 24 

１ 向こう三軒両隣の精神の推進 ························································································ 24 

２ 自治会活動などの推進 ································································································· 24 

３ 地域づくり協議会の充実 ······························································································ 24 

４ 高齢者への支援体制の強化 ··························································································· 24 

５ 防災・減災のまちづくりの推進 ····················································································· 25 

６ 新型インフルエンザなどの感染症対策の推進 ··································································· 28 



 

第３章 住み慣れた地域で暮らす【共助の推進】 ······································································· 31 

１ 社会保障制度における介護保険サービスの推進 ································································ 31 

２ 医療保険制度（厚生労働省ホームページより抜粋） ·························································· 31 

３ 年金制度（日本年金機構ホームページより抜粋） ····························································· 31 

４ 生活保護制度（厚生労働省ホームページより抜粋） ·························································· 32 

５ 障害者福祉 ················································································································ 32 

６ 地域支援事業の推進 ···································································································· 32 

７ 地域包括ケアシステムの深化・推進 ··············································································· 47 

８  認知症高齢者などの支援の推進 ····················································································· 54 

９ 成年後見制度の利用促進 ······························································································ 56 

第４章 高齢者支援サービスの充実【公助の推進】 ···································································· 59 

１ 地域福祉活動の推進 ···································································································· 59 

２ 高齢者への支援体制の強化 ··························································································· 60 

３ 生活支援サービスの充実 ······························································································ 61 

４ 福祉のまちづくりの推進 ······························································································ 63 

５ 健康づくりの推進 ······································································································· 65 

６ 防災・減災のまちづくりの推進（再掲） ········································································· 67 

７ 新型インフルエンザなどの感染症対策の推進（再掲） ······················································· 67 

第５編 介護サービスなどの基盤整備と確保【共助の推進】 

第１章 第９期介護保険事業計画の重点事項 ············································································· 68 

１ 令和 22 年以降を見据えて ···························································································· 68 

２ 地域包括ケアシステムの深化・推進と共生社会の実現（再掲） ··········································· 68 

３ 在宅医療・介護連携の推進（再掲） ··············································································· 68 

４ 認知症高齢者などの支援の推進（再掲） ········································································· 69 

５ 地域支援事業の推進（再掲） ························································································ 69 

第２章 介護保険サービス利用者などの状況 ············································································· 71 

１ 被保険者数の推計 ······································································································· 71 

２ 要介護認定者数及び要介護認定率の推移 ········································································· 72 

３ 要介護認定者数の推計 ································································································· 73 

４ 介護サービスの支給額の状況 ························································································ 74 

５ 施設・居住系サービス利用者の推移及び推計 ··································································· 75 

６ 県下における本町の状況 ······························································································ 76 

第３章 日常生活圏域の設定 ································································································· 78 

第４章 日常生活圏域と施設などの整備状況 ············································································· 79 

第５章 介護保険サービスにおける現状と今後の方向 ································································· 81 

１ 居宅サービス ············································································································· 81 

２ 地域密着型サービス ···································································································· 90 

３ 施設サービス ············································································································· 95 

４ その他の給付 ············································································································· 97 

第６章 介護保険料の算出 ··································································································· 100 

１ 第９期介護保険料設定の基本的な考え方 ············································································ 100 



 

２ 介護保険料の設定 ········································································································· 101 

３ 介護給付費及び介護予防給付費の見込額 ············································································ 103 

４ 第 1号被保険者保険料額 ································································································ 109 

第７章 制度運営の適正化 ··································································································· 110 

１ 事業運営の適正化の推進 ····························································································· 110 

２ 介護給付の適正化の推進 ····························································································· 112 

３ 介護認定審査会の適正化の推進 ···················································································· 113 

第６編 資 料 編 

１ 佐用町介護保険運営協議会設置要綱 ·············································································· 115 

２ 佐用町介護保険運営協議会委員名簿 ·············································································· 118 

３ 佐用町内介護サービス・介護予防サービス事業者一覧（令和 5 年 4 月 1 日現在） ·················· 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 計画の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

1 

 

第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の背景 

 現在、わが国の 65 歳以上の人口比率は、令和２年国勢調査において、26.6％から 28.8%に

上昇となっています。また、「団塊の世代」（昭和 22 年から昭和 24 年に生まれた者）が、75

歳以上となる令和 7 年には 30.3%の 3,657 万人に達すると見込まれ、さらには、「団塊のジュ

ニア世代」（昭和 46年から昭和 49年に生まれた者）が 65歳以上となる令和 22年には 35.8%

の 3,867 万人に達すると見込まれています。国内人口が減少する中でも、高齢者人口は増加を

続け、令和 24（2042）年頃には 3,878 万人とピークを迎えると予測されています。また、75

歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、令和 37（2055）年には、25％を超える

見込みです。 

 本町の高齢化率は、43.5％（令和 5 年 9 月 30 日現在）で県平均 29.3%（令和 5 年 2 月 1

日現在）を大きく上回っています。また、令和 7 年の人口推計では、人口が 14,313 人、65 歳

以上は 6,676 人で、高齢化率は 46.6％と推計しています。令和 22（2040）年には人口 9,984

人、65 歳以上が 5,493 人で、高齢化率は 55.0％と見込んでいます。 

 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画は、3 年に 1 度、高齢者を支える各種施策の取り組みを

見直してきました。平成 12 年 4 月に施行された介護保険制度は、25 年目を迎え、高齢者を社

会で支える仕組みとして着実に浸透・定着してきましたが、今後より一層高齢化が進行し、寝た

きりや認知症高齢者の増加などにより、介護給付費の増大による制度の持続可能性が注視されて

います。 

そこで、第 9 期計画では、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、第 8 期計画の基本

的な考えを継承しつつ、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年を迎え、さらにその先を展望す

ると、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22 年以降を見据え、高齢者が、可能な限り住

み慣れた地域で、生きがいや役割を持ち、自立した日常生活を人生の最期まで続けることができ

るよう、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの確保のみ

に留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される

体制を医療関係職種や介護関係職種と連携を図り、地域で支えあう「地域共生社会」の実現を目

指して、令和 6 年度から令和 8 年度を事業計画期間とする「佐用町高齢者福祉計画及び第 9 期

介護保険事業計画」を策定することとします。 
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２ 計画の位置づけ及び法的根拠 

  「高齢者福祉計画」は、老人福祉法第 20 条の 8 に基づき、すべての高齢者を視野に入れた高

齢者のための施策全般にわたる計画です。一方、「介護保険事業計画」は、介護保険法 117 条の

規定に基づき、介護保険給付の対象サービスについての提供体制の整備・確保や地域支援事業の

実施などに関する事項を定める計画であり、高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体のものと

して作成します。本町が策定する「高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画」は、すべての

高齢者を対象に、高齢者の生きがいづくり、高齢者を地域で支える仕組みづくり、ユニバーサル

社会づくり、高齢者の住環境の整備、介護保険給付の対象サービス、介護予防・日常生活支援総

合事業、包括的支援事業、任意事業、介護保険給付の対象外となる高齢者福祉サービスやその他

の関連施策を計画の対象としています。 

 

 

 

 

        ◇ 65 歳以上を対象とする高齢者福祉に関する計画 

 

        ◇ 介護保険認定者を対象とする介護保険サービスに関する計画 

 

        ◇ 持続可能な介護保険制度の実現のための計画 

 

◇ 判断能力が不十分な高齢者などを保護し支援するための計画 

 

         

◇ 住民の健康増進の推進に関する施策についての計画 

 

        ◇ 生涯にわたって健康な心身と人間性を育むための計画 

 

        ◇ 障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画 

 

◇ 子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する計画 

 

 

 

佐 用 町 総 合 計 画 

高 齢 者 福 祉 計 画 

第 9 期介護保険事業計画 

介 護 保 険 適 正 化 計 画 

 

 

佐 用 町 健 康 増 進 計 画 

佐 用 町 食 育 推 進 計 画 

 

佐用町障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画 

佐用町地域防災計画  など 

地  域  福  祉  計  画 

成年後見制度利用促進計画 

佐用町子ども・子育て支援事業計画 
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2015 

団塊の世代が 65 歳

に 

2025 

団塊の世代が 75 歳

に 

高齢化が一段と進む令和 7（2025）年を迎え地域包括ケアシステムの深化・推進への取組 

2015 2025 

団塊 Jｒ世代が 65 歳に 

2040 

本町における行政運営の総合的な方向性を示した最上位計画である「佐用町総合計画」をもと

に、福祉分野の上位計画である「佐用町地域福祉計画」をはじめとする各種計画などと整合性を

図り、地域の特性を考慮しながら計画します。また、高度急性期から在宅医療・介護まで一連の

サービス提供体制の一体的な確保を図るため兵庫県が作成する医療計画との整合性を図ります。 

 ３ 計画の期間 

  本計画は、令和 8 年度を目標年度とし、令和 6 年度から令和 8 年度までを高齢者福祉

計画及び第 9 期介護保険事業計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 令和 7（2025）年を迎え、地域包括ケアシステムの深化、推進を図るとともに令和 22

（2040）年を見据えたサービス基盤を計画的に整備する。 

○ 複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な支援体制の構築などの社会福祉基盤の整

備とあわせて、地域包括ケアシステムのさらなる推進や地域づくりなどに一体的に取り組

むことで地域共生社会を実現する。 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業をまちづくりの手段ととらえ、現役世代人口の減少によ

る専門人材不足を視野に、住民主体をはじめとした多様なサービスの導入、充実を図る。 

○ 通いの場など住民の主体的な取組を中心として、医療・介護・福祉の専門職などと連携を

進め、地域全体での介護予防・生活支援体制を構築する。  

○ 多職種連携による在宅医療・介護連携の取組の充実、高齢者の保健事業と介護予防の一体

的実施の計画的な取組を図る。 

○ 認知症施策推進大綱、認知症基本法を踏まえ、「予防」と「共生」の観点から、方向性・

目標と現状及び課題を明確にし、具体的な取組を推進する。 

○ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保及び介護現場の生産性向上を推進する 

○ 災害や感染症対策に係る体制整備を行う。 

第 8 期計画 

2021～2023 

第 9 期計画 

2024～2026 

 
第 10 期計画 

2027～2029 

第 11 期計画 

2030～2032 

 

＜令和 22（2040）年以降の見通し＞ 
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第２章 計画の策定体制 

  計画の策定にあたっては、保健・医療・福祉の関係者、各種関係団体の長、被保険者代表、介

護サービス事業者代表及び行政関係者などで構成する「介護保険運営協議会」を開催し、現状や

課題の把握、今後の方向性、サービス利用者などの意見や住民などの意見募集などから協議・検

討し、その幅広い意見を反映させ計画を策定しています。 

開催日など 内        容 

各種調査実施 

（令和４年 11 月～令和５年８月） 

◇介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

◇介護保険サービス事業参入意向調査 

◇在宅介護実態調査 

第 1 回 介護保険運営協議会 

（令和５年６月 26 日） 

◇ 高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画の策定 

  ・介護保険運営協議会などの目的及び主な業務 

  ・令和 4 年度介護保険事業報告 

  ・地域包括支援センター運営状況報告 

  ・地域密着型サービスの状況報告 

  ・地域ケア会議（地域包括ケアシステム推進会議など） 

  ・生活支援サービス（まごころサービス）状況報告 

  ・認知症施策について 

  ・在宅医療・介護連携推進事業について 

 ・高齢者虐待について 

 ・高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画の概要 

・計画策定スケジュール 

・今後の介護保険運営協議会協議の事項など 

県説明会（動画配信） 

（令和５年８月） 

◇ 第 9 期介護保険事業計画説明会 

  ・市町介護保険事業計画策定に係る県基本指針（案） 

第 2 回 介護保険運営協議会 

（令和５年 10 月 2 日） 

◇ 高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画の策定 

 （前回会議の協議事項に係る意見集約） 

  ・高齢者福祉及び介護保険事業など一覧 

  ・地域包括ケアシステムの深化・推進について 

  ・佐用町を取り巻く現状と将来推計 

  ・介護保険サービスにおける現状と今後の見込み 

  ・地域支援事業について 

  ・計画の諮問について 

・市町介護保険事業計画策定に係る県基本指針(案)など 
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開催日など 内        容 

計画（素案）の作成 

（令和５年 7 月～11 月） 

◇ 第 1 回介護保険運営協議会及び第 2 回介護保険運営協

議会の意見、県ヒアリング、介護予防・日常生活圏域ニ

ーズ調査、介護保険サービスなど事業参入意向調査、在

宅介護実態調査より、高齢者福祉計画（素案）及び第 9

期介護保険事業計画（素案）を作成 

計画（素案）の意見調書 

（令和５年 11 月） 

◇ 介護保険運営協議会委員より、高齢者福祉計画（素案）

及び第 9 期介護保険事業計画（素案）の意見調書 

第 3 回 介護保険運営協議会 

（令和５年 11 月 27 日） 

◇ 高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画の策定 

  ・高齢者福祉計画（素案）及び第 9 期介護保険事業計画 

（素案）の見直し 

  ・介護サービス事業量、介護保険料の見込み 

  ・介護保険料の段階設定について など 

住民などの意見募集 

（令和５年 12 月～令和 6 年 1 月） 

◇ 高齢者福祉計画（素案）及び第 9 期介護保険事業計画

（素案）の住民などの意見募集 

計画（案）の作成 

（令和５年 12 月～令和６年 1 月） 

◇ 第 3 回運営協議会の意見、住民などの意見募集などに

より、計画（素案）を修正し、計画（案）を作成 

第 4 回 介護保険運営協議会 

（令和 6 年１月 25 日） 

◇ 高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画の策定 

・介護保険料額の決定について 

・計画の答申について 

・計画（案）の最終修正協議 

・高齢者福祉計画（案）及び第 9 期介護保険事業計画（案）の承認  

   第 1 編 計画の概要 

   第 2 編 佐用町の現状 

   第 3 編 基本構想 

   第 4 編 施策の展開 

第 5 編 介護サービスなどの基盤整備と確保【共助の推進】 

   第 6 編 資料編 

計画の改訂 

（令和６年 3 月） 

◇ 高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画の印刷 

◇ 町ホームページに高齢者福祉計画及び第９期介護保険

事業計画を掲載 
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高齢者福祉計画 

第 9 期介護保険事業計画 

事務局（高年介護課）の策定作業 

 

 

 

 

・現状把握 

・人口、被保険者、要介護（支援）認定者数の

推計 

・高齢者福祉計画及び第 8 期介護保険事業計

画の検証 

・国及び県基本指針(案)により検討 

・高齢者福祉施策の検討 

・地域支援事業の検討 

・地域包括ケアシステムの検討 

・認知症高齢者など支援策の検討 

・介護保険サービス事業所整備計画の検討 

・サービス見込み量の設定 

・介護保険料の設定 など 

■ 介護サービスなど事業参入意向調査 

■ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

■ 在宅介護実態調査 

■ 住民の意見募集 など 

 

意見の反映 

内容の検討 

答   申 

介護保険運営協議会 

策 定 
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第３章 計画の推進にあたって 

１ 計画の推進機関と役割 

  (1) 町の役割 

    本町は、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の事業を通じて、高齢者の保健・医療・介

護・福祉などの施策の総合的な推進を図るとともに、サービス基盤の整備・充実、人材の質的

向上などに取り組みます。 

    また、保健・福祉や介護保険制度に関する相談体制、情報提供の整備、地域ボランティア活

動の促進などにも取り組んでいきます。 

  (2) 地域・団体の役割 

    高齢者が地域で自立した生活をしていくためには、地域づくり協議会、自治会、自主防災組

織、消防団、高年クラブなどをはじめとする地域の連帯による助けあいが必要となっていま

す。一人暮らし高齢者、高齢者世帯などへの地域による見守りを促進するなど、地域社会の支

えあいの仕組みづくりを進めることが大切になります。 

    このため、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の身近な相談窓口や

民生委員児童委員による高齢者の相談・支援の充実、地域ボランティアの活用など、社会福祉

の向上に向けた連携のもと、地域・団体としての役割を担うことが必要となります。 

  (3) 事業者の役割 

    保健・医療・介護・福祉などに関わる事業者は、高齢者のニーズに応じた適切なサービスを

提供する必要があり、事業者の活動が地域の高齢者や社会に貢献するという認識に立って事

業を展開することが大切となります。各地域との連携や事業者相互の連携を進め、サービス

提供にかかわる問題・課題の解決とサービスの質的向上を目指していきます。 

 ２ 住民などの役割 

   住民は、自ら要介護状態等となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自

覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態等となった場合においても、進んで

リハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することによ

り、その有する能力の維持向上に努める必要があります。 

   個々の自助と自立を社会全体で支えるため、社会保険制度が構築されています。介護保険は

社会保険の一つであり、介護の負担を社会全体でわかちあう仕組みです。住民には、社会を構

成する一員として、共に制度を支える相互扶助の精神が求められます。 

   また、超高齢社会における「公助」と「共助」による大幅なサービスの拡充などは困難なた

め、住民は自らの健康は自分で守る「自助」と地域で高齢者を支える「互助」の取り組みを推

進する必要があります。 
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 ３ 計画の推進体制 

  (1) 庁内の連携 

    高齢者福祉計画及び介護保険事業計画にかかる事業は、高齢者福祉サービス、介護

保険サービス、介護予防などの福祉介護関連分野だけでなく、就労、生涯学習、まち

づくりなど多岐にわたる内容が盛り込まれています。このため、高年介護課を中心に

関係部署が連携した取組みを進め、計画の円滑な推進を図ります。 

 (2) 関係団体、地域、事業者との連携 

   計画を推進し、高齢者の福祉の向上を図るためには、行政だけでなく、関係機関や関

係団体、地域、事業所などの密接な連携が必要です。このため、町地域包括支援センタ

ー、郡医師会、郡歯科医師会、薬剤師連絡会、町社会福祉協議会、民生委員児童委員、

介護サービス事業者、ボランティアグループ、自治会、地域づくり協議会、自主防災組

織、消防団などとの相互連携を深め、計画が円滑かつ効果的に推進できるよう体制の

整備に努めます。 

 ４ 策定後の見直しと評価 

  (1) 介護保険運営協議会 

    介護保険制度は各市町村が設定する保険料やサービス供給量、施設整備目標などが、

住民に直接的にかかわる制度であるため、計画見直し後においても計画の進行・評価・

点検における住民参加や情報公開といった、住民が定期的に計画運営に参加できるこ

とが重要です。 

    そのため、本町では住民参加による介護保険運営協議会や住民などの意見募集、サ

ービス利用者の意見などを通じて、今後も情報の公開や住民の意向を広く反映すると

ともに、保険運営や各施策実施における点検・評価を行っていきます。 

    また、計画に定める高齢者福祉施策や介護保険サービスの推進状況などを定期的に

把握し、計画達成のために必要な進行管理を行っていきます。 

    さらに、介護保険運営協議会は、地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型

サービス運営委員会、地域包括ケアシステム推進会議、認知症初期集中支援チーム検

討委員会、在宅医療・介護連携推進会議を兼ねていますので、地域包括ケアシステム

の深化・推進を目指して、新たな施策の展開や現行施策の方向性を検討していきます。 

  (2) 評価の時期 

    高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しは、計画期間中の最終年度に行われ

ることになります。介護保険運営協議会に住民代表、被保険者、関係機関、各種団体

から参画していただいて、認定者数やサービス量の推移や推計、高齢者福祉全般の住

民アンケート、サービス利用者の意見、サービス事業者の意見、住民の意見募集など

から、計画の達成状況を評価し、その結果を踏まえ計画の方向性を修正します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 佐用町の現状 
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第１章 佐用町の人口推移と将来推計 

 １ 総人口の推移 

  令和 5 年 9 月（住民基本台帳）における本町の人口は、15,223 人、世帯数は 6,825

世帯となっています。本町の総人口及び世帯数は、年々減少傾向にあります。人口構造

をみると、70～74 歳の人口が最も多いことが特徴的です。 

  ■ 総人口の推移  

   

  ■ 人口構造 （単位：人） 

 

       

   ※ 住民基本台帳 令和 5 年 9 月末 

19,788 
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女性

    ※住民基本台帳 3 月末分（令和 5 年は 9 月末） 

 

総人口 15,223 人 （男性 7,347 人・女性 7,886 人） 
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 ２ 高齢者人口の推移 

  本町の高齢者人口は、平成 23 年度以降、増加していましたが令和 2 年度以降は減少

傾向にあります。高齢化率は平成 20 年度以降 30％を超え、令和 5 年度には 43.5％と

なっています。 

  高齢者人口を前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）に分けると、平

成 23 年度から令和 2 年度まで前期高齢者人口は増加し、その後減少していますが、後

期高齢者人口は一貫して減少していることがわかります。 

 ■ 高齢者人口の推移  

 

 区   分 平成 23 年度 平成 26 年度 平成 29 年度 令和 2 年度 令和 5 年度 

 総 人 口（人） 19,788 18,574 17,417 16,341 15,223 

 65 歳以上人口（人） 6,327 6,534 6,663 6,722 6,617 

  

 前期高齢者（65～74 歳）人口 2,462 2,717 2,875 3,029 2,943 

 比 率 12.4% 14.6% 16.5% 18.5% 19.3% 

 後期高齢者（75 歳以上）人口 3,865 3,817 3,788 3,693 3,674 

 比 率 19.5% 20.6% 21.7% 22.6% 24.1% 

 高 齢 化 率 32.0% 35.2% 38.3% 41.1% 43.5% 

    ※住民基本台帳  
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総人口（人） 65歳以上人口（人） 高齢化率（単位：人） 
（単位：％） 
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 ３ 総人口及び高齢者人口の推計 

   総人口及び高齢者人口の推計をみると、総人口は令和 6 年度以降も減少し続けるこ

とが予測されます。高齢者人口は令和 8 年度までほぼ横ばいでその後減少すると予測

されます。高齢化率は、年少人口や生産年齢人口の減少が見込まれるため、増加が予測

され、令和 6 年度以降 45％を超え、令和 22 年度には 55.0％まで達すると予想され

ます。 

 

  ■ 総人口と高齢者人口の推計 

 

 区   分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

 総 人 口（人） 14,623 14,313 14,014 12,817 9,984 

 65 歳以上人口（人） 6,705 6,676 6,616 6,371 5,493 

 高 齢 化 率 45.9% 46.6% 47.2% 49.7% 55.0% 
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【推計の方法】 

  総人口及び高齢者人口は、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムにより算出し

ています。（参考資料：国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」資料） 

（単位：人） （単位：％） 
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 ４ 前期高齢者と後期高齢者の推計 

  前期高齢者と後期高齢者の推計をみると、前期高齢者人口は令和 6 年度以降減少する

と予測されます。一方、後期高齢者人口は令和 6 年度以降増加するものの令和 22 年度

には減少すると予測されます。後期高齢者人口の増加は、団塊の世代の 75 歳到達によ

る影響と考えられます。 

  前期高齢者比率については、令和 8 年度までほぼ横ばいとなっていますが、令和 22

年度には 17.2％と若干減少し、後期高齢者比率については、令和 22 年度まで増加し続

ける見込みです。 

 ■ 前期高齢者と後期高齢者の推計  

区   分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

 65 歳以上人口（人） 6,705 6,676 6,616 6,371 5,493 

  

 前期高齢者（65～74 歳）人口 2,765 2,695 2,605 2,244 1,718 

 総人口に対する比率 18.9% 18.8% 18.6% 17.5% 17.2% 

 後期高齢者（75 歳以上）人口 3,940 3,981 4,011 4,127 3,775 

 総人口に対する比率 26.9% 27.8% 28.6% 32.2% 37.8% 
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【推計の方法】 

  被保険者数の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」

資料と佐用町の被保険者割合を加味し求めています。 

（単位：人） 
（単位：％） 
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第１章 佐用町のめざす将来像 

 １ 佐用町の将来像 

   住民の 2 人に 1 人が高齢者という超高齢社会においては、これまでのように高齢者

をいわゆる「社会的弱者」として位置づけるだけでは地域社会の活力は生まれません。

こうした高齢者に対する見方を変える必要があります。 

高齢者のキーワードのひとつが「知恵」です。「知能」は今現在の問題を解決する能

力ですが、「知恵」は、その人の人生経験や蓄積された知識によって将来を見通してい

く力とも言えます。高齢者が自ら培ってきた知恵を発信し、世代を超えて共有すること

は、未来の社会のあり方だけではなく、自分たちがどう生きていくかを考えるヒントも

与えてくれます。 

そうした高齢者が人生の中で築いてきた技や知恵、経験を地域の財産として積極的

に活かしていくことが何より大切です。若者たちが高齢者の生き方や人としての尊厳

を学び、協働してまちづくりに取り組んでいくことによって自らの人生の指針をつか

み、まちの担い手として成長していくような社会こそ、「長寿社会」と呼ぶにふさわし

い社会です。 

平成 21 年 8 月 9 日に発生した歴史に残る大水害によって、本町は大きな痛手を受

けました。その日以降は、水害で浮き彫りとなった様々な諸課題の解決と創造的復興に

向け、様々な取り組みを実施してきました。さらには平成 23 年 3 月 11 日に東日本

大震災が発生し、その後も全国各地で自然災害が頻発しています。災害を経験した本町

はその惨状に心を痛めると同時に、人が人として生きていくためには、温かい「絆」が

何よりも大切であることをあらためて認識しました。この中でも近所づきあいなどの

人と人との「絆」を大切にすることによって、これまで以上に地域コミュニティを充実

させ、「地域の活力向上」を目標に高齢者がいつまでも元気で健やかな毎日を過ごすこ

とができるよう、健康増進と生きがいづくりといった「健康のまちづくり」を推進して

います。 

   本町では、このような考え方と「佐用町総合計画」、「佐用町地域福祉計画」を踏ま

え、「ささえ合う 絆がはぐくむ 温かなまち」を基本理念とし、これまでにも増して

地域の視点を大切にし「佐用の健康と福祉を創造する」という将来像を掲げ、「自助」

及び「互助」の取り組みを重点事項とした諸施策を推進していきます。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

 １ 計画の基本理念 

   本町は、総人口が減少しているにもかかわらず高齢者人口は横ばい状態で、高齢化

率は既に 43.5％（令和 5 年 9 月末現在）に達しています。後期高齢化率は県平均の

15.7％を遥かに超える 23.5％になります。 

   今後もさらに高齢化が進む中、誰もが地域とのつながりを大切にしながら、いきい

きと元気で暮らせる社会の構築が求められています。 

   活力ある社会をつくるためには、高齢者自身が生きがいを持ち健康であり続けるこ

とはもとより、住民が自ら主体的かつ積極的に地域の活動や町づくりに参加できる仕

組みや環境整備が肝要となります。 

   社会情勢の変化によって地域のつながりが変わってくる中でも、誰もが安心して暮

らせるまちであるよう「ささえ合う 絆がはぐくむ 温かなまち」を基本理念に、「佐

用の健康と福祉を創造する」ことに努めます。 

 ２ 計画の基本目標 

   高齢者や子どもをはじめ、住民が安心して健やかに暮らすことのできる福祉と健康

のまちであることは、同じ地域で暮らす住民の共通した願いです。そのため、ノーマ

ライゼーションやユニバーサルデザインといった理念、考え方に基づく福祉のまちづ

くりを進めるとともに、子育て家庭や高齢者、障がい者など様々な住民が必要なとき

に適切なサービスを受けられるよう、住民活動や事業者の参画と連携のもとに、質・

量ともに充実した地域福祉社会を築き、介護生活支援対策を充実させていきます。 

   健康の保持・増進のため、住民のだれもが良質かつ適切な保健・医療・介護サービ

スを機能的に受けられることを基本として、福祉・医療・介護分野などの連携といっ

た既存の概念にとらわれることなく、地域づくり協議会や自治会、消防団、自主防災

組織、商工会などの連携により、「地域コミュニティの充実」を目指すとともに、住民

の生活様式に合わせた地域における健康づくりの確立に努め、住民・関係機関・行政

が一体となりながら、高齢者が安心して暮らせる環境づくりを推進するため、介護保

険事業・介護予防事業の円滑な推進や、地域包括ケアシステムの深化・推進、地域密

着型サービス施設の整備、日常生活の支援などに取り組んでいきます。 

 ３ 計画の基本方針 

   これまでの計画を踏襲しつつ、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指す国の

考えや本町の高齢者を取巻く社会動向などに鑑み、安心・安全に暮らせるまちづくり

に向け、「自助」「互助」「共助」「公助」の視点のもと、高齢者一人ひとりのニーズを

大切にし、住み慣れた地域で支えあい、いきいきと暮らすため、高齢者を支える体制

づくり、社会資源の有効活用や関係機関との情報共有などの連携強化を図っていくこ

とを本計画の基本方針とします。 

   特に少子高齢化に伴う公の財政状況から｢公助｣と｢共助｣による大幅な拡充を期待す
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ることは困難なため、｢自助｣と｢互助｣の果たす役割が大きくなり、その取り組みを重

点事項とします。 

  (1) いきいきと元気に暮らす 【自助の視点】 

    自助とは、高齢者が、生きがいに満ちていきいきと元気に過ごすことができるよう

自ら健康であり続け「自分の健康は自分で守る」ため、自らの健康管理に努めること

です。 

    高齢者は、自らの積極的な就労や社会活動へ参加するとともに、生涯を通じた学習

やスポーツ・レクリエーションの振興を図ります。また、健やかに安心して過ごすた

め、要介護状態等とならないよう介護予防や日々の生活での自主的な健康づくりに努

める必要があります。 

  (2) ともに支えあう地域づくり 【互助の視点】 

    互助（防災でいうところの共助）とは、共助と共通点はありますが、費用負担が社

会制度的に裏付けられていない自発的なサービスの提供を意味しており、インフォー

マルな相互扶助のことです。 

    地域で一人暮らし高齢者の見守り、近所づきあいなどの人と人との「絆」を大切に

することにより、これまで以上に地域コミュニティを強化し、支えあう体制づくりを

進めるため、ちょっとした困りごとを一般に募集した協力員（有償ボランティア）と

一緒に行う「まごころサービス」や緊急時に近隣に住む協力員などが駆けつける「緊

急通報システム」を整備しています。特に、自治会や地域づくり協議会などを中心と

した地域で支えあう環境づくりを地域とともに推進していく必要があります。 

  (3) 住み慣れた地域で暮らす 【共助の視点】 

    共助とは、介護保険などのリスクを共有する被保険者の負担による社会保険制度及

びサービスといったフォーマルなサービス事業のことです。 

    高齢者が安心して介護・福祉サービスなどを利用できるなど、住み慣れた地域でい

きいきと暮らせる体制づくりを目指していくのが地域包括ケアシステムの姿です。 

介護保険制度などの円滑な運営に努めるとともに、高齢者のニーズを大切にし、社会

資源の有効活用や関係機関との情報共有などの連携強化を図っていきます。 

   ※ 地域包括ケアシステムには、「自助＋互助」のインフォーマルなサービスと「公助＋共助」のフ

ォーマルなサービスが存在します。 

  (4) 高齢者支援サービスの充実 【公助の視点】 

    公助とは、自助・互助・共助では対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活

水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う社会福祉など、税

による公的負担のことです。介護などが必要な状態になっても、住み慣れた地域で安

心して暮らせるように、利用者が身近な場所で自立のための公的な支援が受けられる

体制づくりを可能な限り図ります。 

    介護保険制度などを補完して高齢者の自立を支えるサービスを可能な限り充実さ

せ、高齢者の生活の質の向上を目指します。  
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【基本方針】 【施策の方向性】 【具体的取り組み(※成果指標）】 

◆「自助」、「互助」、「共助」、「公助」は互いに重複しあいます。 

 ４ 施策の体系 

 【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 用 の 健 康 と 福 祉 を 創 造 す る 
「ささえ合 う  絆 がはぐくむ  温 かなまち」 
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６ ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、生涯学習の充実 

７ 高齢者の就業支援 

８ 介護予防教室への参加 など 

共
に
支
え
あ
う
地
域
づ
く
り
（
互
助
） 

１ 敬老会事業などへの参加 

２ 自治会活動などへの参加 

３ 地域づくり協議会事業への参加 

４ 地域見守りネットワークの構築（※） 

５ ご近所福祉ネットワーク活動支援事業 

６ 災害に備えて気づきマップなどの作成 

７ 災害時避難行動要支援者名簿などの作成 

８ 避難誘導体制の整備 

９ 感染症など対策の基本方針 など 

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
公
助
） 

１ 民生委員児童委員の活動支援 

２ 人材の育成・確保 

３ 福祉教育の推進 

４ 老人保護措置制度 

５ 敬老会、長寿祝い金など 

６ サービス付き高齢者向け住宅 

７ 災害時情報伝達の整備 など 

８  こころの健康づくり、歯の健康 など 

 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
（
共
助
） 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進（※） 

２ 包括的支援事業・任意事業（※） 

３ 地域包括支援センターの機能強化に向けた取組 

４ 総合相談支援業務・権利擁護業務 

５ 権利擁護・虐待防止 

６ 地域共生社会の推進に向けた取組 

７ 認知症高齢者の支援の推進 

８ 地域で支える仕組みづくり（※）  

９ 成年後見制度利用支援事業 など 

など 

１ 地域福祉活動の推進 

２ 高齢者への支援体制の強化 

３ 生活支援サービスの充実 

４ 福祉のまちづくりの推進 

５ 健康づくりの推進 

６ 防災・減災のまちづくりの推進（再掲） 

７ 新型インフルエンザなどの感染症対策

の推進(再掲) 

 

１ 自らの健康管理（セルフケア） 

２ 生活環境の整備 

３ 元気な高齢者の活動支援と社会参加の促進 

４ 介護予防事業への参加 

５ 各種事業への参加 

１ 向こう三軒両隣の精神の推進 

２ 自治会活動などの推進 

３ 地域づくり協議会の充実 

４ 高齢者への支援体制の強化 

５ 防災・減災のまちづくりの推進 

６ 新型インフルエンザなどの感染症対策

の推進 

１ 介護保険などの社会保障制度及びサービスの推進 

２ 地域支援事業の推進 

３ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

４ 認知症高齢者支援の推進 

５ 情報提供のあり方 
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第１章 いきいきと元気に暮らす【自助の推進】 

 １ 自らの健康管理（セルフケア） 

住民一人ひとりが健康管理に関する知識や対応などを身につけることが基本です。 

   バランスのとれた食事と適度な運動を心掛け、規則正しい生活をすることや、ストレス 

に対処する知識・方法を身につける必要があります。 

 

   高齢者の健康づくり 

  (1) 特定健康診査及びがん検診  

    体の不調に早く気づき早期に対処するために、町や医療機関などの健康診査、がん

検診を定期的に受診することが大切です。 

  (2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

    75 歳で後期高齢者医療となってからも、生活習慣病の重症化予防の継続、生活習

慣病の合併症の減少を目標として保健事業と介護予防事業を実施します。 

 (3) フレイルの予防 

    年齢とともに体力や気力が弱まり、筋力や認知機能などが低下して、要介護状態等

になるリスクが高い状態を「フレイル」といいます。フレイルを予防するための栄養

指導や口腔ケアの相談を行います。また、高年クラブ栄養教室を開催します。食の自

立支援事業として独居高齢者や高齢者夫婦には配食サービスも実施しています。 

  (4) 通いの場 

   年齢に関係なく週 2 回程度、無理のない運動を続けることで運動能力が向上する

ことがわかっています。いきいき百歳体操を通いの場としても住民同士が気軽に集い

地域の介護予防の拠点として推進しています。半年ごとに体力測定と理学療法士によ

る体操指導を行っています。また必要に応じて栄養指導や口腔ケアの指導をします。 

    いきいき百歳体操以外にも民間団体等が開いている通いの場も多くあり、高齢者で

あれば誰でも参加することができて、無理なく楽しみながら通うことができます。あ

らゆる通いの場で介護予防の取組が展開されるように、取組の支援や広報を行ってい

きます。 

  (5) 認知症対策 

    認知症は様々な原因で脳の細胞が死んでしまったり働きが悪くなったりして起こ

る脳の病気です。早期発見し適切な対応をすることで、病気の進行を遅らせ、地域の

中での生活を継続できます。認知症専門医による「もの忘れ相談」を実施して、早期

発見や医療機関受診への支援を行います。また、認知症の予防を目的とした教室を開

催しています。認知症になっても尊厳を保持しつつ希望を持って地域のよい環境で 

自分らしく暮らせるよう、認知症の人やその家族の視点を重視しながら支援するとと

もに、高齢者の権利擁護の取組を推進します。  
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  ２ 生活環境の整備 

   本格的な高齢化社会を迎え、高齢者が可能な限り住み慣れた地域社会で生活し、社会

とのかかわりを持ち続けていくためには、その基盤となる住宅及び生活環境を高齢者

の暮らしやすいものとすることが重要であり、住宅を高齢者の身体機能の低下や高齢

期の多様な居住形態に対応した構造、設備とするとともに、住み慣れた地域において、

安心して不自由なく外出、買物などができる環境の整備が必要です。 

   このような観点から、本町では、住宅改修や外出支援などを実施しています。また、

高齢者も住宅改修、外出支援、買い物支援の活用や減災対策など、生活環境の改善に

努めています。 

 (1) 人生いきいき住宅助成事業（高齢者等住宅改造費助成事業） 

    高齢者などが、在宅で安心して生活できるよう、身体機能の低下に応じた手すりの

取り付けや段差解消など、住宅改造が必要と認められる世帯に対して、トイレ、浴室、

廊下、台所、居室などのバリアフリー化にかかる費用の一部を助成しています。（所

得制限あり） 

   ■ 人生いきいき住宅助成事業（高齢者等住宅改造費助成事業）の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

助成件数（件） 11 15 22 

  (2) 外出支援サービス事業 

    高齢者などが、住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、外出支援サービス事

業を行い、その生活を支援しています。 

    一般交通機関の利用が困難な高齢者に対しては、タクシー運賃助成事業や市町村

運営有償運送事業を実施しています。また、町社会福祉協議会が実施する交通空白地

有償運送事業（さよさよサービス、江川ふれあい号）に補助金の支援や要介護者等の

自宅と医療機関などの間を移送する移送サービス事業を町社会福祉協議会へ委託し

て実施し、外出などを支援しています。 

① 交通空白地有償運送事業（さよさよサービス、江川ふれあい号） 

     さよさよサービスは、江川地域以外の在宅の高齢者などで、一般公共交通を利

用することが困難な人を対象に、利用者の居宅と医療機関や公共施設などとの間

を送迎しています。また、江川ふれあい号は、江川地域の在宅の高齢者などで、

一般公共交通を利用することが困難な人を対象に、利用者の居宅と医療機関や公

共施設などとの間を送迎しています。 

■ 交通空白地有償運送事業（さよさよサービス） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用延べ人数（人） 8,874 9,730 9,658 

■ 交通空白地有償運送事業（江川ふれあい号） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用延べ人数（人） 1,515 1,768 2,046 
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② 移送サービス事業 

  自力で外出が困難な人を病院などへ移送するサービス。 

■ 移送サービス事業 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用延べ人数（人） 182 157 135 

③ タクシー運賃助成事業 

     在宅の高齢者などで、一般公共交通を利用することが困難な人を対象に、タク 

シー運賃の助成を行っており、引き続き実施します。 

    ■ タクシー運賃助成事業 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用延べ人数（人） 12,043 12,291 13,109 

  (3) 買い物支援 

    本町は、「買い物弱者」の問題に取り組むため、平成 22 年 10 月に山間地域と商

店（街）を結び、「買い物弱者」支援と商店（街）の活性化を目指す「さようまち・む

ら両立プロジェクト協議会」を発足。視察研修や買い物環境に関するアンケート、研

修会などを通じて「買い物弱者」と「商店（街）」の両者が共栄する仕組みを模索し

た結果、商工会が町の補助を受け、移動販売車購入の半額を助成する事業を実施し、

平成 24 年より商工会が指定した地域で移動販売が始まりました。令和 5 年には、

商店の廃業などでさらに買物不便地域が増加していることを受け、移動販売車購入の

補助率を 2/3 に引き上げるとともに、燃料費や修繕費など運行にかかる経費につい

ても補助対象としました。 

    「買い物弱者」の問題は、私たちの暮らしに直結する課題です。この課題を解決し

ていくためには、こうした移動販売や買物不便地域へ商品を販売する事業者、商店（街）

と地域がお互いに支えあい、共栄していくことが必要です。そして、それは私たちの

暮らしを支え、豊かにすることに繋がっています。 

 

  (4) 減災対策 

    平成 21 年の台風第 9 号災害や平成 23 年の東日本大震災の教訓を踏まえ、近年

の予測が困難な災害には「自らの命は自ら守る（自助）」「自分たちの地域は自分たち

で守る（共助）」ことを基本とし、転倒防止、物資の備蓄や災害時避難行動要支援者

避難支援プランの個別計画に基づいた避難など事前に備えることで被害を最小限に

抑える減災対策に取り組んでいます。 
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 ３ 元気な高齢者の活動支援と社会参加の促進 

   豊富な経験を持つ高齢者の社会参加は、地域社会を支えるうえで重要であり、高齢者

自身の生きがいづくりや介護予防につながります。生きがいのある生涯が送れるよう

就労機会の創出、ボランティア活動のきっかけづくり、社会参加や生涯学習などを通

じた高齢者同士や世代間交流の促進を図るとともに、高齢者がこれまで培ってきた豊

かな経験や知識、技能を活かし、自分のライフスタイルにあった生きがいを見つける

「元気な高齢者」づくりを推進し、意欲ある高齢者が社会で役割をもって活躍できる

環境を整備できるよう積極的に支援を行っていきます。 

(1) 高年クラブ活動の支援 

    高年クラブ活動は、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織として、仲間づくりや

生きがいと健康づくりなど、生活を豊かにする楽しい活動を行うとともに、個々の知

識や経験を活かして、地域諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組んで

います。 

本町の高年クラブでは、健康づくり活動、在宅福祉を支える友愛活動、奉仕活動な

ど、高齢者の生きがいと健康づくりの向上に努め、明るい長寿社会づくりを目指し活

動しています。 

クラブ数については、新規加入者が少なく会員数の減少が進んだことで、活動意義

の薄れや役員の成り手不足により解散があり減少しています。クラブ数減少の対策と

して、高齢者の参加意欲が増す魅力ある活動づくりや、役員の負担軽減となる体制づ

くりを積極的に支援し、新規会員の加入促進を図ります。また、明るい長寿社会につ

ながる魅力ある活動を、会員自らが積極的に企画運営することに対して、引き続き支

援します。 

   ■ 単位高年クラブ数と会員数 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

クラブ数（クラブ） 46 37 35 

会員数（人） 2,504 1,966    1,797 

   ■ 活動内容 

活 動 名 活 動 内 容 

健康づくり活動 高齢者の生きがい健康づくり推進事業、健康体

操、ウォーキング など 

在宅福祉を支える友愛活動 見守り活動、在宅・施設の友愛活動、地域のボラ

ンティア活動、敬老の日の行事 など 

研修活動 リーダー研修の開催、交通安全講習会、各種学習

講座の開催 など 

奉仕活動 公共施設などの清掃、社会奉仕の日の活動、公園

などの美化活動 など 

伝承活動・世代交流 地域の文化の伝承活動、子どもや青少年などとの

交流活動 など 
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(2) 交流機会の拡充 

   ① 世代間交流の促進 

     現在行われている子どもと高年クラブや養護老人ホームの高齢者、地域の高齢者

などとの年間行事を通じた交流活動、各地域づくり協議会が実施している世代間交

流事業を促進するとともに、子どもと高齢者の交流で生まれるふれあいや喜び、生

きがいを感じる生活を送ることができるよう、さまざまな交流事業を推進していま

す。また、高齢者の社会参加のきっかけとなるように、多くの住民が参加する祭り

やイベントへの参加呼びかけなど、若者との交流機会の拡充を図ります。 

   ② 小地域福祉活動の推進 

     町社会福祉協議会では、小地域を日常生活の場として、住民自身が福祉活動に参

加し福祉問題に気づく場として、また住民自らが福祉コミュニティを形成する場と

して位置づけ、「住民主体」の理念を具体化した活動として小地域福祉活動を展開

しています。 

     小地域の範囲を各集落単位とし、住民全員参加の体制のもと高齢者を地域で温か

く見守る基盤づくりに努めています。 

     今後も介護保険サービスや健康福祉サービスを補う地域福祉活動を展開するう

えで、町社会福祉協議会及び自治会が連携し、ご近所福祉ネットワーク活動支援事

業などを通じて、介護予防や閉じこもり予防、高齢者相互の交流による生きがいと

健康づくりを図り、小地域福祉活動を積極的に推進します。 

   ■ ご近所福祉ネットワーク活動支援事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

ご近所福祉ネットワーク活動支援 

事業 実施集落数 
55 79 76 

うち ふれあい・いきいきサロン事業 

実施集落数 
39 69 67 

※ 小集落については、何集落かが集まり実施しているところもあります。 

③ ボランティア活動などへの参加促進 

     ボランティア活動や地域活動への参加意識が高まるように、啓発活動を推進する

とともに、高年クラブによる地域福祉活動を支援します。また、町社会福祉協議会

が運営するボランティアセンターを通じて、高齢者のボランティア活動への参加促

進を図ります。 

④ 伝統行事・地域イベントへの参加促進 

     伝統文化・芸能の伝承や地域行事での後継者育成において、高齢者がその中心的

役割を担うことにより、伝統行事や地域のイベントなどにおいて積極的な役割を持

つ機会をつくり、高齢者の社会参加を促進します。 
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⑤ 地域活動の促進 

地域での通いの場として、いきいき百歳体操への参加により、住民同士の交流

の場となります。高齢者の生活を支えるとともに、高齢者自身の生きがいや仲間

づくり、住民との交流を促進するため、高年クラブのほか、地域づくり協議会、自

治会やいずみ会、各種サークルなど地域における活動に対し、高齢者の参加促進

を積極的に支援します。 

⑥ 敬老会 

    本町では、長年にわたり社会貢献されてきた高齢者に敬意と感謝の意を表する

ため、2 年ごとに町主催の「敬老会」を開催しています。また、町主催の敬老会

が開催されない年は、地域の絆を育むため、各自治会に助成金を支給し、地域の

皆さんの手によって敬老事業に取り組んでもらっています。敬老会に参加するこ

とにより、地域の人とコミュニケーションを図り、絆を深めています。 

(3) 生涯学習の充実 

    高齢者の幅広い学習の場を提供することにより、教養を高め、自ら生きがいのある 

充実した生活を築きあげるとともに、人と人とのふれあいを深め、積極的な社会参加

を通して豊かな地域づくりの指導的役割を果たすことを目的として、高年大学を開設

しています。一般教養講座（健康講座、教養講座、人権講座など）の多彩な講座によ  

り学ぶ喜びを感じ、また専門講座、クラブ活動では、交流を通じて仲間づくりの場と

なっており、今後も高齢者の学習意欲を促進するための幅広い支援を行っていきます。 

高年大学の他にも、まちづくりセミナーなど各種講座の開催、身体的理由などで図 

書館への来館が困難な方を対象とした「本の宅配サービス」の実施、文字が読みやす

い大活字本や聞いて楽しめる朗読 CD の充実を図るなど学びの場を支援します。 

■ 高年大学在籍者数 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

在籍者数（人） 419 359 305 

(4) スポーツ・レクリエーションの充実 

    高齢者のスポーツとしてゲートボール、グラウンドゴルフなどが普及しています。 

このような生涯スポーツやレクリエーションスポーツなどを通じて、自治会や高年ク 

ラブ、地域づくり協議会などとの連携を深め、生きがいづくりや健康づくりとしてよ

り多くの高齢者がスポーツに親しみ、心身ともに豊かな生活がおくれるよう努めます。 

また、ふれあい町民プールにおいても高齢者も参加しやすい水中ウォーキングのコ 

ースを設けるなど、健康寿命を延ばす取り組みを行っています。 

(5) 高齢者の就業支援 

    高齢者の中には、健康で働く意欲のある人も増えています。働くことは、収入を得

るだけでなく、生きがいづくりとしても大切なことです。そのため、高齢者の豊かな

知識や経験を生かすことができるよう就業の機会の確保に努める必要があります。 

高齢者がこれまで培ってきた知識や経験をいかし、地域や社会で役割を持って活躍
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できるよう、就労や社会貢献・参加活動の場や機会を一層充実させるとともに、情報

提供、相談・支援体制の強化を図る必要があります。前向きかつ意欲的に生活してい

くための選択肢として、就労や社会貢献・参加活動が選択できる仕組みを構築してい

く必要があります。 

シルバー人材センターでは、高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業、又は

その他の軽易な業務に係る就業などの確保と提供により、高齢者の生きがいの充実、

社会参加の促進を図っています。 

シルバー人材センターが行う会員募集などの PR 活動、就業機会の確保と提供など、

その就業を援助する事業を通じて、高齢者が地域の中で「福祉の受け手から社会の担

い手へ」の実現に向け関係機関と連携し、今後とも活動を支援していきます。 

■ シルバー人材センター登録者数の状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

登録者数（人） 224 200 200 

60～69 歳（人） 68 57 55 

70 歳以上（人） 156 143 145 

 

 ４ 一般介護予防事業への参加 

   一般介護予防事業は 65 歳以上の高齢者が要介護状態等となることの予防または要

介護状態等の軽減若しくは悪化の予防を目的とします。年齢や心身の状況でわけ隔て

ることなく、通いの場への参加により、要介護状態等になっても生きがい・役割をも

って地域で生活できるよう介護予防を推進します。 
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第２章 共に支えあう地域づくり【互助の推進】 

 １ 向こう三軒両隣の精神の推進 
 

   阪神・淡路大震災のとき、建物の下敷きになるなどした人の内約 8 割は家族、近隣

住民によって助け出され、「近所の精神」の重要性が指摘されました。高齢者に関する

様々な問題の解決も、防災と同じく地域で支えあうまちづくり、その根底にあるのが

「向こう三軒両隣」の精神に基づき、お互いに支えあい「絆」を復活させることが重要

であると考えています。 

   本町では、家族や親族、友人、自治会、地域などの助け合いによる「災害時避難行

動要支援者個別計画」の作成や「地域版防災マップ（気づきマップ）づくり」などを

通し、「向こう三軒両隣」の精神に基づいた高齢者の見守りや助けあいを推進していま

す。 

 ２ 自治会活動などの推進 
 

    各自治会では、親睦を深めるための夏祭り・スポーツ大会・世代間交流や福祉施設と

地域の合同夏まつり、また集落を守るための清掃作業・防災訓練・災害時の避難訓練

など、それぞれの特性を生かした行事を行い、自治会活動を推進しています。地域の

住民が、自治会の様々な行事に参加することで、住民同士のふれあいや交流を促進し、

身近な支え合い・助け合いのできるコミュニティを形成しています。 

 ３ 地域づくり協議会の充実 
 

   本町では、地域と行政がともに協力し合い、持続可能なまちづくりを推進するため、

おおむね旧小学校区単位に「地域づくり協議会」を設置し、「協働のまちづくり」を進

めており、維持が困難になってくる集落の補完機能のほか、広域的に実施するほうが

よい事業や地域課題への取り組み等を行っています。 

   「地域づくり協議会」では、ふれあい・交流事業の実施により地域の絆を深め、日

ごろからの支えあいはもちろん、いざという時に助け合える関係づくりを目指してい

ます。また、人口減少や少子・高齢化が進む中、地域活動の担い手不足は大きな課題

です。多様化・複雑化する地域課題に対して、地域全体で取り組むことが重要になっ

ています。生活支援や地域デイサービス、公共交通サービス、世代間交流、サードプ

レイスづくりなど、誰もが生まれ育った地域で幸せに暮らし続けることができるため

の取り組みが進められています。 

   特に、高齢者にとっては、これらの取り組みに可能な形で参加し、一定の役割を担

うことが生きがいにつながるとともに、孤立や孤独の防止・健康増進にも効果がある

ことから、地域づくり協議会事業への参加を推進していきます。 

 ４ 高齢者への支援体制の強化 

   要介護者や認知症高齢者、一人暮らし高齢者や孤立しがちな高齢者など、支援を必

要とする高齢者を把握し、各種サービスの利用など適切な支援につなぎ、災害時の対
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応や孤立死の防止も視野に入れた継続的な見守りを実施し、ネットワークシステムの

構築を推進します。 

  (1) 地域見守りネットワークの構築 

    今後、見守りが必要な高齢者はますます増加することが見込まれます。こうした一

人暮らしなどの高齢者や認知症高齢者などに対して、町地域包括支援センターを軸に

民生委員児童委員や郡医師会、商工会などの協力団体や郵便局や新聞販売店などの協

力事業者などと連携を図りながら、日常生活や業務の中で声かけや見守りを行い、地

域住民で支えあうしくみ（地域見守りネットワーク）を構築していきます。地域包括

ケアシステムの総合相談支援業務や認知症施策など支援策の一つとして、関係機関と

介護サービス事業者連絡会や個別ケア会議、地域ケア会議などの情報を活用した地域

見守りネットワークを構築していきます。 

地域のネットワークを担う多様な主体の参画が必要です。地域での暮らしを支えて

いくためには、本人と地域との関係性を途切れさせない支援や、重度化防止のための

支援が必要です。町地域包括支援センターと地域のネットワークとの円滑な連携に取

り組みます。 

     ■協力事業所・協力団体の登録数 

 令和２年度 令和３年度 令和 4 年度 

協力機関（団体・事業所） 98 97 93 

  (2) 高齢者のための福祉事業の充実 

    食の自立支援事業（配食サービス）、緊急通報システム事業など、既存の見守り事

業のさらなる充実を図ります。また、小地域福祉活動「ご近所福祉ネットワーク活動

支援事業」など、住民主体により高齢者を地域で温かく見守る仕組みづくりを活動の

主体となる町社会福祉協議会及び自治会は積極的に推進していきます。 

    食の自立支援事業（配食サービス）の詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住

み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」6「地域支援事業の推進」(4)「任意事業」③

「その他の事業」エ）「食の自立支援事業」のとおりです。 

緊急通報システム事業の詳細は、第 4 編「施策の展開」第 4 章「高齢者支援サー

ビスの充実（公助の推進）」3「生活支援サービスの充実」(6)「緊急通報システム事

業」のとおりです。 

    ご近所福祉ネットワーク活動支援事業の詳細は、第 4 編「施策の展開」第 1 章「い

きいきと元気に暮らす（自助の推進）」3「元気な高齢者の活動支援と社会参加の促進」

(2)「交流機会の拡充」②「小地域福祉活動の推進」のとおりです。 

 ５ 防災・減災のまちづくりの推進 

  本町は自然環境が豊かですが、災害発生の危険性が高いともいえます。日ごろから過

去の経験を生かした備えを十分にしておくことが大切です。また、災害に強いまちとは、

被害を最小限にする「減災」の対応力のあるまちといえます。平成 21 年 8 月 9 日の台

風第 9 号災害から得た教訓を生かし、あらゆる災害への対応を想定し、災害時避難行動
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要支援者避難支援プランなどに基づいた一人ひとりの避難に係る個別計画などの整備及

び訓練などが必要です。そして地域防災力を向上させ、高齢者など要配慮者の安全・安

心を確保する必要があります。 

(1) 災害に備えて気づきマップなどの作成 

   災害の発生と拡大を防止するためには、自ら住んでいる地域などが災害に備えて 

どのような危険性や弱点があるのかを事前に把握しておくことが重要です。 

①  町の役割 

        町は、地域住民にその重要性を十分に説明し、住民が自らの足で地域を歩き、 

危険個所の確認や避難行動時のルートなどの再確認を行うことを支援します。 

②  住民の役割 

     住民は、災害に備えて薬や食料、飲料水、生活必需品を確認するとともに集落 

や隣保単位で子どもや高齢者などを含めたみんなが参加し、自分たちの地域を実際

に調べて、災害の発生を想定し災害時に安全な避難ができるよう備えておきます。 

③  住民によるマップの作成 

     実際に歩いて把握した避難場所や避難ルート、危険個所などを記載した地域版 

防災マップ（気づきマップ）を住民の手づくりで作成することによって、地域で災

害に備えることを話し合う機会が生まれるなど、コミュニティの強化に繋がり、地

域における防災力をさらに向上させることができます。 

④  社会福祉施設などの役割 

避難場所や避難誘導体制を定めた避難確保計画を作成し、利用者の生命を守るた 

め、避難訓練を実施します。そのうえで災害に備えて、防災啓発活動、社会福祉施

設などにおける薬や食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状

況の確認を行います。 

(2) 災害時避難行動要支援者名簿などの作成 

   災害時避難行動要支援者避難支援プランに基づき、要配慮者の把握に努めます。ま 

た、町は民生委員児童委員、自治会、町社会福祉協議会、自主防災組織、消防団な

どの協力を得て、平常時から地域において高齢者や障がい者、子どもなどとの交流

を図ることによって、要配慮者の情報把握などの事前準備と体制づくりを推進し、

災害時における避難誘導や安否確認、情報提供などが迅速かつ的確に行われるよう

支援します。 

①  災害時避難行動要支援者名簿の作成 

      町は、災害時避難行動要支援者避難支援プランに基づき、真に支援が必要で家

族などの支援が受けられない可能性がある在宅の人、または第三者の支援がなけ

れば避難できない在宅の人を災害時避難行動要支援者（以下、「災害時要支援者」

という）とし、「災害時避難行動要支援者名簿」を作成します。 

②  個別避難計画の作成 

自治会、自主防災組織及び民生委員児童委員等の協力を仰ぎ、災害時要支援者
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個々に対する支援方法、支援に関する必要事項などを示した「個別避難計画」を

作成し、災害時の円滑な避難が行えるように備えます。特に、計画未作成の災害

時要支援者について計画作成を進めます。 

(3) 迅速・的確な情報伝達のための整備 

   町は佐用町地域防災計画及び佐用町避難指示等の判断・伝達マニュアルに基づき、 

災害時における避難指示などの情報を防災行政無線やさよう安全安心ネット・佐用チ 

ャンネルなどにより、迅速・的確に伝達します。自主防災組織、消防団などは避難誘導 

や救助などに努めます。また町は自治会、自主防災組織、消防団、西はりま消防組合佐 

用消防署などと連携し地域が一体となった防災体制の推進に努めています。 

町ではデジタル機器への不安を解消するために、高齢者など向けのスマホ教室を開

催しています。最近スマホを購入した人や、使い方がわからない人など、「スマホ初心

者」向けの基礎的な講座で、実際に普段お使いのスマホを使用しながら、使い方を説明

しています。 
 

①  情報伝達及び速やかな避難 

要配慮者を支援する地域支援者、消防団、自主防災組織及び施設管理者などは、

町が発令する「警戒レベル３高齢者等避難」を入手したときは要配慮者本人または

家族へ連絡を試み、災害の状況を説明して避難準備を進め要配慮者の速やかな避難

を促しています。 
 

②  情報伝達手段 

     警戒レベル３高齢者等避難などの情報伝達手段は、防災行政無線、さよう安全安

心ネット、佐用チャンネル（データ放送、L 字放送含む）、町ホームページ、エリア

メールなどがあります。 
 

③  社会福祉施設への情報伝達 

     社会施設施設と連絡網などの整備を行い、災害時などには社会福祉施設へ電話や

ＦＡＸなどにより、警戒レベル３高齢者等避難、避難所の開設、通行止めなどの情

報、警戒レベル４避難指示など重要な情報を伝達しています。 
 

④  聴覚障がい者への情報伝達 

     聴覚障がい者に対し、さよう安全安心ネットのメール、ＦＡＸ、防災行政無線（放

送内容を文字で配信）、佐用チャンネル（データ放送、L 字放送）により、視覚によ

る防災情報を発信しています。 

⑤  災害時要支援者への情報伝達 

災害時要支援者の支援者は、個別避難計画に基づき自分が得た情報を災害時要支

援者に伝える仕組みとしています。 

 

(4) 避難誘導体制の整備 

 ①  避難誘導体制 
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     町は高齢者等避難など避難情報の発令状況や避難所の開設状況を把握し、自治会、 

民生委員児童委員、地域支援者及び関係団体などからの問い合わせに迅速に対応す

るほか、避難所との連絡、支援を要請する関係機関との連絡を密にしています。避

難誘導を行う地域支援者は、町が提供する高齢者等避難など避難情報や災害関連情

報を入手した場合、予め定めた手順で要配慮者の避難を支援します。 特に災害時

要支援者については、個別避難計画に基づき状況に応じた付き添いまたは補助を行

い、最寄りの指定避難所や一時避難所など安全な場所へ誘導を行うことにしていま

す。 
 

②  避難誘導における留意事項 

     平常時は、自治会、民生委員児童委員等の地域支援者及びなどは、災害時要支援 

者自身は、災害時要支援者の避難・搬送形態を考慮した避難経路を選定するなど安

全な避難経路の確保に努めます。万が一、避難誘導を考える時、風雨が強い場合や

浸水が始まっているなど地域支援者自身の安全が確保できない状況においては屋

外への移動は控え、自治会、消防団及び西はりま消防組合佐用消防署などに状況を

連絡して応援を要請しています。 

 

 ６ 新型インフルエンザなどの感染症対策の推進 

 新型インフルエンザなどは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスと

ウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現する可能性があります。ほと

んどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行（パ

ンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらします。 

これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。新型

インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。）

は、病原性が高い感染症などや同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民

の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにするこ

とを目的に、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者などの責務、感染症などの発

生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措置などの特別の措置を定め

たものであり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10

年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）などと相まって、国全体としての万全

の態勢を整備し、感染症などの対策の強化を図るものです。 

本町においては、感染症発生時も含めた県健康福祉事務所、郡医師会及び所属の医療

機関などと連携した支援体制の整備に努めます。 

(1) 感染症対策の基本方針 

感染症対策は、発生前の準備、発生後の予防とまん延防止、適切な医療の提供と社会

機能維持に大別されます。社会全体の危機管理として取り組む必要があります。 

・感染拡大を抑えて流行のピークを遅らせ、医療体制の整備やワクチン製造のための

時間を確保します。 
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・流行のピーク時の患者数を少なくして、医療体制への負荷を軽減するとともに、患

者数などが医療機関の受入能力を超えないようにします。 

・県内の医療体制や町内の医療体制の情報提供を行うことにより、適切な医療を受け

られるようにし、重症者数や死亡者数を減らします。 

① 社会全体での取り組み 

行政、医療機関、企業、学校、住民など社会の構成員それぞれが連携・協力し、

不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限などの要請、各事業者における業務縮

小などによる接触機会の抑制などの感染症対策に社会全体で取り組みます。 

② 自らの健康は自ら守る意識の醸成 

感染症対策には、住民が自らの健康を守る意識を持ち、正しい知識に基づいて適

切に行動することが不可欠です。町は、住民に対して、バランスのとれた食事、適

度な運動、規則正しい生活に留意すること、基礎疾患の治療に努めること、肺炎球

菌や季節性インフルエンザなど各種ワクチンの接種など、平素から健康管理につい

ての啓発を行うとともに、感染症などが発生した際には、適切な感染対策について

の積極的な啓発を実施します。 

 ・事業者や住民一人ひとりが、感染予防や感染拡大防止のための適切な準備を行

う必要があります。 

・日頃からのマスク着用、咳エチケット、手洗い、うがいなど、季節性インフルエ 

ンザに対する対策が基本です。 

③ 医学的ハイリスク者への対応の充実 

感染症などにり患することで重症化するリスクが高いと考えられる妊婦や小児、

透析患者、呼吸器疾患・心臓血管系疾患など基礎疾患を有する者など、いわゆる「医

学的ハイリスク者」への対応を重点的に行います。 

 (2) 対策推進のための役割分担 

① 町の役割 

感染症などが発生したときは、町内に係る対策を的確かつ迅速に実施し、町内に 

おいて関係機関が実施する対策を総合的に推進します。 

町は、地域住民に対するワクチンの接種や、住民の生活支援、感染症などなど発生 

時の要援護者への支援に関し、国の基本的対処方針及び県の要請などに基づき、県や 

近隣の市町、郡医師会などと緊密な連携を図りつつ、的確に対策を実施します。 

② 医療機関の役割 

医療機関は、県及び町と情報連携するとともに、感染症などに係る地域医療を提

供し、住民の健康被害を最小限にとどめるために不可欠の存在であります。このた

め、感染症などの発生前から、患者を診療するための院内感染対策や国・県・町か

らの援助を得て医療資器材の確保、患者の診療体制などについて診療継続計画を作

成するとともに、地域における医療連携体制の整備に参画します。感染症のフェー
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ズ（段階）に応じて、患者の診療に当たるとともに播磨姫路医療圏域の感染症指定

医療機関と連携して、必要な医療を提供します。 

③ 社会福祉施設などの役割 

社会福祉施設などは、感染症対策マニュアルの整備、施設職員・利用者に対する 

予防対策の周知啓発、感染症に対する理解や知見を得るための研修の実施、対策訓練

の実施などを行うとともに、施設内での感染者の発生・感染拡大の防止を図り、感染

症発生時の代替サービスの確保に向けた継続体制の構築など、町や町内の社会福祉施

設などとの連携を密にし、感染症発生時にサービスを継続するための体制づくりに努

めます。 

 

④ 住民の役割 

感染症などの発生前から、感染症などに関する情報や発生時にとるべき行動など 

その対策に関する知識を得るとともに、季節性インフルエンザの時と同様、マスク着

用、咳エチケット、手洗い、うがいなどの個人の感染対策を実践します。感染症など

の発生時には、発生の状況や予防接種など実施されている対策などの情報を得て、感

染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努めます。 
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第３章 住み慣れた地域で暮らす【共助の推進】 

 １ 社会保障制度における介護保険サービスの推進 

   個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して、相互に連帯して支えあい、

必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。社会保障制度は、具体的には社

会保険料を主な財源とする「社会保険」と、税金を財源とする「社会福祉」や「公的扶

助」「公衆衛生」などに大別できます。 

   現在、日本の社会保険には、病気・けがに備える「医療保険」、年をとったときや障

がいを負ったときなどに年金を支給する「年金保険」、失業するリスクに対する「雇用

保険」、仕事上の病気・ケガに備える「労災保険」、加齢に伴い介護が必要になったと

きの「介護保険」があります。税金を財源とする制度には、公的扶助としての生活保

護のほか、児童福祉、障がい者福祉といった社会福祉制度があります。 

   本町では、医療保険、年金、生活保護などの円滑な運営に努めるとともに、住民の

ニーズを大切にした介護保険サービスや障がい者福祉を推進していきます。 

 ２ 医療保険制度（厚生労働省ホームページより抜粋） 

   医療保険制度は、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられる医療制度

を実現し、世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を達成しています。 

   医療保険制度には、国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の 4 種類

があります。町には、国民健康保険、後期高齢者医療制度に関する窓口があります。 

   高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担の明確化な

どを図る観点から、75 歳以上の高齢者などを対象とした後期高齢者医療制度を平成

20 年 4 月から施行しています。併せて、65 歳から 74 歳の高齢者の偏在による保

険者間の負担の不均衡を調整するため、保険者間の財政調整の仕組みが導入されてい

ます。 

 ３ 年金制度（日本年金機構ホームページより抜粋） 

  (1) 年金の種類 

    公的年金には、国民年金・厚生年金・共済年金（平成 27 年 10 月より厚生年金に

統一）の 3 種類があり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられて

います。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。町には国民年金

に関する窓口があります。 

  (2) 公的年金が果たす役割 

    誰でも年をとれば、個人差はあっても若い頃のように働けなくなり、収入を得る能

力が低下するリスクなどを背負っています。また、長寿化による国民の老後期間の伸

張のほか、産業構造の変化（工業化など）、都市化、家族（世帯）の在り方の変化（核

家族化）、国民意識の変化などに伴い、子どもからの仕送りなどの私的扶養のみに頼

って老後生活をおくることが困難になっています。 

    こうした中、どれだけ長生きしても、また子供の同居や経済状況など私的な家族の
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状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、公

的年金は大きな役割を担っています。 

    公的年金は、高齢者世帯の所得の約 7 割を占めるとともに、高齢者世帯の公的年

金などの総所得に占める割合が 100％の世帯が 6 割強と高く、また、国民の 4 人に

1 人が年金を受給するなど、今や老後生活の柱として定着し、国民生活に不可欠な役

割を果たしています。 

  (3) 公的年金の基本的考え方 

    公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す（積

立方式）のではなく、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給

付を賄うという、「世代と世代の支えあい」、すなわち世代間扶養の仕組み（賦課方式）

によって成り立っています。 

 ４ 生活保護制度（厚生労働省ホームページより抜粋） 

   生活保護制度は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、

困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、そ

の自立を助長する制度です。（支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なり

ます。） 

   生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を

行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目

的としています。 

 ５ 障害者福祉 

   障がいのある人も普通に暮らし、地域の一員としてともに生きる社会づくりを目指

して、障害者福祉サービスをはじめとする障害保健福祉施策を推進しています。 

   本町では、「佐用町障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画」を策定し、障害

福祉の推進に取り組んでいます。 

   同計画は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるよう、障がい者などの自立と社会参加を基本とする障害者基

本法の理念を踏まえつつ、障がいのある人の支援を、地域全体の理解と協力のもとで

受けることができるよう、「すべての人が安心し、尊重し合いながら暮らせるまち」を

基本理念としています。 

   同計画の推進にあたっては、① 障がいのある人への理解の促進 ② 地域での生活支

援 ③ 障がいのある児童・生徒への支援 ④ 生きがいをもって生活できる社会づくり 

⑤ 安全・安心な環境づくりを基本方針としています。 

 ６ 地域支援事業の推進 

   地域支援事業は、被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防し、社会

に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援すること
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を目的とし、地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常

生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築な

どを一体的に推進するものです。 

   地域支援事業の構成は、①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業、

③任意事業に大別されます。地域支援事業の内容については、地域の実情に応じたサ

ービスを提供し、サービス状況や国の動向などに応じて見直します。 

   【財源構成】 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

    保険料：第 1 号被保険者 23%、第 2 号被保険者 27% 

    公 費：国 25%、県 12.5%、町 12.5% 

② 包括的支援事業、③ 任意事業 

    保険料：第 1 号被保険者 23%、公 費：国 38.5%、県 19.25%、町 19.25% 

   ア）基本事業分「包括的支援事業（うち総合相談支援、権利擁護、包括的継続的ケ

アマネジメント支援）・任意事業」 

   イ）社会保障充実分「包括的支援事業（うち在宅医療・介護連携推進、認知症総合

支援、地域ケア会議推進（包括的継続的ケアマネジメント支援の充実）、生活支援

体制整備）」  

 (1) 地域支援事業費の見込み 

 第 8 期計画では、介護予防・日常生活支援総合事業、地域包括支援事業、任意事業な

ど、地域支援事業の充実に努めてきました。 

第 9 期計画では、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業につ

いてそれぞれの事業内容や事業の種類ごとの量の見込みを定め、地域のニーズや資源な

どの地域の実情を踏まえたうえで必要量を見込んでいきます。 

 

■ 第 8 期計画の実績額 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

地域支援事業費 99,245,980 97,997,197 110,101,000 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 52,952,206 55,089,848 63,443,000 

包括的支援事業費 32,704,423 32,787,846 34,072,000 

任意事業費 13,589,351 10,119,503 12,586,000 

                               ※ 令和 5 年度は実績見込み 

■ 第 9 期計画の見込み額 

 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

地域支援事業費 109,282,500  110,182,500  111,182,500  

 介護予防・日常生活支援総合事業費 58,840,000  59,740,000  60,740,000  

包括的支援事業費 38,442,500 38,442,500 38,442,500 

任意事業費 12,000,000  12,000,000  12,000,000  
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 (2) 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

単身高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者の増加が予測される中、高齢者が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けられるようにするため、高齢者の多様な生活支援の

ニーズを地域全体で支えることを目的としています。介護保険法第 115 条 45 第 1

項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業には、「介護予防・生活支援サービス事

業」と「一般介護予防事業」があります。これは高齢者が要介護状態等となることの

予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常

生活を支援するための施策を総合的かつ一体的に行うものです。 

① 一般介護予防事業 

高齢者の要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは

悪化の防止のために必要な事業です。高齢者を年齢や心身の状況等によって分

け隔てることなく、住民主体の通いの場の充実、人と人とのつながりを通じた

参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりの推進、地域にお

いてリハビリテーションに関する知見を有する者を活用した自立支援に資する

取り組みを推進し、要介護状態等になっても生きがい・役割をもって生活でき

る地域の構築により、介護予防を推進するものです。 

■ 医療専門職の活動支援事業の実施状況（成果指標） 

 令和３年度 令和４年度 令和 8 年度（目標） 

リハビリ専門職の地域活動（回） 55 76 100 

保健師の地域活動（回） ４５ ４５ ６０ 

管理栄養士の地域活動（回） 2 2 １０ 

歯科衛生士の地域活動（回） 2 2 １０ 

    ア）介護予防把握事業 

       地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

支援を要する者を把握し、介護予防へつなげる事業です。地域包括支援センタ

ーは町内事業所とブランチ契約を締結し、連携を図り対象者を把握しています。 

    イ）介護予防普及啓発事業 

        講演会・相談会等の開催や介護予防教室の開催など、介護予防活動の普及・

啓発を行う事業です。本町では認知症予防のため 65 歳以上の人を対象に、認知

症予防教室を開催しています。 

     ■ 介護予防普及啓発事業の実施状況（成果指標） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 8 年度（目標） 

認知症予防教室 
開催回数（回） 32 31 30 

参加延べ人数（人） 775 756 750 

    ウ）地域介護予防活動支援事業 

       地域における住民主体の介護予防活動の人材育成や地域活動組織の育成・支

援を行う事業です。 

       町地域包括支援センター及び町社会福祉協議会では、介護予防に関するボラ
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ンティア等の人材養成の研修等を行うとともに、介護予防に関するボランティ

ア、地域活動組織の育成や支援に努めています。 

高齢者が年齢や心身の状況などによって分け隔てなく、参加することができ

る通いの場として「いきいき百歳体操」を実施し、保健師や管理栄養士、歯科衛

生士、リハビリテーション専門職などと人と人とのつながりが充実していくよ

うな地域づくりの推進に努めます。 

■ 地域介護予防活動支援事業の実施状況（成果指標） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 8 年度（目標） 

ボランティアと地

域活動組織の育成 

実施回数（回） 8 10 １２ 

参加延べ人数（人） 218 225 250 

いきいき百歳体操 
教室数（教室） 39 40 42 

参加人数(人) 816 532 600 

エ）一般介護予防事業評価事業 

      本計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め地

域づくりの観点から総合事業全体を評価し、事業全体の改善を目指します。厚

生労働省が定めた事業シートに従い実施に努めていきます。 

    オ）地域リハビリテーション活動支援事業 

       住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言、地域ケア会議やサービ

ス担当者会議におけるケアマネジメント支援等、町が地域における介護予防の

取り組みを機能強化する効果があると判断した内容を実施します。 

■地域リハビリテーション活動支援事業の実施状況（成果指標） 

 令和３年度 令和４年度 令和 8 年度（目標） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職の地域活動回数（回） 56 76 100 

② 介護予防・生活支援サービス事業 

     要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止

と地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生き

がいや自己実現のための取り組みを支援し活動的で生きがいのある生活や人生を

送ることができるように支援する事業です。要支援者等の多様な生活支援のニーズ

に対応するため、住民主体の支援等も含め、多様なサービスが充実することにより、

要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とし地域の支え合いの体制づ

くりを推進することを目的とします。 

     第 9 期計画においては、町地域包括支援センターを中心とした介護予防・生活

支援サービスをさらに総合的に提供する組織づくりに重点を置きます。 

     この事業は、次のとおり 4 事業で構成されています。 
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■ 介護予防・生活支援サービス事業（法第 115 条の 45 第 1 項第 1 号） 

事 業 内 容 

訪問型サービス 

（第 1 号訪問事業） 

要支援者などに対し、掃除、洗濯などの日常生

活上の支援を提供 

通所型サービス 

（第 1 号通所事業） 

要支援者などに対し、機能訓練や集いの場など

日常生活上の支援を提供 

その他の生活支援サービス 

（第 1 号生活支援事業） 

要支援者などに対し、栄養改善を目的とした配

食や一人暮らし高齢者などへの見守りを提供 

介護予防ケアマネジメント 

（第 1 号介護予防支援事業） 

要支援者などに対し、総合事業によるサービスなど

が適切に提供できるようケアマネジメント 

    ア）訪問型サービス 

      要介護状態にならないことを目的として、要支援者などに対し、掃除、洗濯

などの日常生活上の支援の提供を行うサービスです。 

      ■ 第 8 期計画の達成状況等 

       訪問型サービスの実績をみると、実績値は計画値を上回り、年々増加傾向

にあります。これは、要支援者及び事業対象者の増加に伴い、訪問介護サー

ビスの利用希望が増加したと考えられます。 

 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

訪問型サービス計画値 12,889,000 13,018,000 13,148,000 

訪問型サービス実績値 16,719,639 17,282,558 17,846,477 

計画比（％） 129.7 132.8 135.7 

                      ※ 令和５年度は実績見込み 

       ■ 第 9 期計画の見込み量 

       訪問型サービスの見込み量は、実績見込み値を踏まえ、要支援者及び事業

対象者の増加に伴い、サービス利用の増加が見込まれますので、年々増加傾

向にあると推計しています。 

        
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

訪 問 型 サ ー ビ ス 19,000,000  19,500,000  20,000,000  

    イ）通所型サービス 

       介護予防を目的として、要支援者などに対し、機能訓練や集いの場など日常

生活上の支援の提供を行うサービスです。 

 ■ 第 8 期計画の達成状況 

       通所型サービスの実績をみると、実績値は計画値を上回り、年々増加傾向

にあります。これは、要支援者及び事業対象者の増加に伴い、通所介護サー

ビスの利用希望が増加したと考えられます。 
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令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

通所型サービス計画値 28,647,000 29,430,000 30,235,000 

通所型サービス実績値 29,737,370 30,351,609 30,987,848 

計画比（％） 103.8 103.1 102.5 

                    ※ 令和 5 年度は実績見込み                            

■ 第 9 期計画の見込み量 

       通所型サービスの見込み量は、実績見込み値を踏まえ、要支援者及び事業

対象者の増加に伴い、サービス利用の増加が見込まれますので、年々増加傾

向にあると推計しています。 

        
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

通 所 型 サ ー ビ ス 31,000,000  31,500,000  32,000,000  

     ウ）その他の生活支援サービス 

要支援者等の地域における自立した日常生活支援の事業で、訪問・通所型サ

ービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるサービスです。 

要支援認定者及び事業対象者の自立した生活を支援するため、「ちょっとし

た困りごと（草取り、障子の張り替え、窓ふきなど）」を一般に募集した協力

員（有償ボランティア）と一緒に行う「まごころサービス」を実施しています。 

      ■ まごころサービス事業実績（成果指標） 

項 目 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 8 年度（目標） 

利 用 者 会 員 数(人) 9 10 15 

協 力 員 会 員 数（人） 11 10 15 

延 べ 利 用 回 数（回） 21 20 30 

          エ）介護予防ケアマネジメント 

個々の要支援者の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、要 

支援者等の選択に基づき適切な事業を包括的かつ効率的に実施します。 

■ 第 8 期計画の達成状況など 

       介護予防ケアマネジメントの実績をみると、実績値は計画値を下回ってい

ますが、年々増加傾向にあります。これは要支援者の増加に伴い、サービス

利用希望が増加したと考えられます。 

 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

介護予防ケアマネジメント計画値 3,823,000 3,823,000 3,823,000 

介護予防ケアマネジメント実績値 3,256,100 3,435,873 3,643,267 

計画比（％） 85.2 89.9 95.3 

             ※ 令和５年度は実績見込み 
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■ 第 9 期計画の見込み量   

       介護予防ケアマネジメントの見込み量は、実績見込み値を踏まえ、全体的

に横ばいの傾向にあると推計しています。             

 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

給付費(円) 給付費(円) 給付費(円) 

介護予防ケアマネジメント 3,500,000  3,500,000  3,500,000  

  (3) 包括的支援事業 

    高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合

においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支

援するために実施します。地域において一体的に実施する中核機関として、地域包括

支援センターを設置しています。 

①  地域包括支援センターの運営 

    ア）総合相談支援業務 

      高齢者の心身の状況、居宅における生活の実態などの実情の把握、保健、福

祉等の施策に関する総合的な情報提供、関係機関との連絡・調整など、保健医

療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行うものです。 

    イ）権利擁護業務 

      成年後見制度の活用促進等高齢者の権利擁護のために必要な支援や、高齢者

虐待の防止や早期発見への対応などを行います。 

■ 総合相談支援業務・権利擁護業務の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

介護保険その他の保健福祉サービスに関すること（件） 3,344 4,512 3,885 

権利擁護(成年後見制度等)に関すること（件） 235 261 250 

高齢者虐待に関すること（件） 10 9 11 

     ※ 地域包括ブランチ実態把握数を含む 

地域包括支援センターの業務 
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  ウ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

       高齢者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう、介護支援専門員、医療機

関、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など他職種の連携により、個々の高齢

者の状況に応じ包括的かつ継続的に支援するため、地域における連携・協働の体制づく

りや個々の介護支援専門員への支援等を行います。 

■ケアマネジャーの資質向上のための研修会・連絡会・勉強会・支援会議 実施状況 

 令和２年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

ケアマネ研修会（回） 1 2 3 

ケアマネ連絡会（回） 2 6 5 

主任ケアマネ連絡会（回） 1 5 5 

ケアマネ支援会議（事例検討）（回） 4 3 4 

気づきの事例検討会（回） 1 6 8 

②  社会保障充実分 

ア）在宅医療・介護連携の推進 

      医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を

人生の最後まで続けられるよう、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築

するため、関係者の連携を推進します。 

      町地域包括支援センターが中心となり、医療と介護の連携強化を図るため、「在

宅医療・介護連絡会」を開催するとともに、各部門による分科会を随時開催して

います。また、医療機関等との連携のもとに、病院から在宅等への介護サービス

等の引継ぎが円滑に進むように退院支援のためのルールづくりを推進していま

す。推進に当たっては、ACP（アドバンスケアプログラム）の普及・支援や看取

りに取り組みます。さらに、感染症や災害時等においても、継続的なサービスの

提供を維持するため、地域における医療介護等の連携体制や対応についての業務

継続計画（BCP）の作成を推進します。 

      在宅医療・介護連携支援センターは、原則、次の全ての事業項目を実施するた

め、国及び県の支援や郡医師会及び関係機関等との連携のもと、在宅医療・介護

連携を推進しています。 

a）地域の医療・介護の資源の把握 

・町内の医療機関、歯科医院、薬局、介護保険事業者等一覧表の作成、各機関

へ配布し活用。 

・各地域の資源マップ付き「さよう生活便利帳」の更新と活用。 

・地域人材の把握、確保。 

      b）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

・各種会議（地域ケア会議、ケアマネ支援会議、主任ケアマネ連絡会、ケアマ 

ネ連絡会、施設サービス事業所連絡会、介護サービス事業者連絡会、薬剤師

連絡会、訪問介護事業者連絡会、小規模多機能型居宅介護支援事業所連絡会、



 

40 

デイサービス事業所連絡会、訪問看護連絡会）やアンケート、日常の総合相

談などから課題を集め、在宅医療・介護連絡会代表者会において対応策を検

討。 

・在宅医療・介護連携推進会議（介護保険運営協議会）へ報告。 

      c）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

・各種関係機関との会議、情報交換。 

・委託ブランチの相談窓口の設置。 

・「医療と介護の連携シート」の活用。 

・入退院の介護連携アンケート調査報告での意識づけと結果のまとめ。 

・保健師、管理栄養士、歯科衛生士などとの同伴訪問。 

d）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

・地域包括支援センターに相談窓口として「在宅医療・介護連携支援センター」

を設置。 

・各関係機関へ必要なサービスに「つなぐ」支援。 

e）地域住民への普及啓発 

・広報、パンフレット、チラシ、ホームページ、高年大学、高年クラブ、佐用

チャンネルなどを活用し、普及啓発を行う。 

f）医療・介護関係者の情報共有の支援 

・情報共有シートとして「医療と介護の連携シート」の活用。 

・多職種連携共有システム（バイタルリンク）の活用。 

・多職種間でリアルタイムに情報を共有できる ICT ツールの導入。 

g）医療・介護関係者の研修 

・多職種連携勉強会 

・在宅医療介護連携推進研修会 

・地域の医療・介護関係者がグループワークなどを通じ多職種連携に従事する

人材育成効果だけではなく、「顔の見える関係」となる機会を持つ。 

■多職種連携による会議の開催状況 ※地域包括関係分のみ 

 令和 2 年度 令和３年度 令和４年度 

在宅医療・介護連絡会代表者会 1 ２ ２ 

在宅医療・介護連絡会専門職会議 5 15 20 

在宅医療・介護連絡会研修会  0 ３ ３ 
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イ） 認知症総合支援事業 

認知症施策推進大綱と 2023 年に成立した「共生社会の実現を推進するための

認知症基本法」に基づき、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせるよ

う、認知症施策を総合的かつ計画的に推進します。認知症施策推進大綱では、認知

症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指

し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とし

て施策を推進するものでした。「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

では「予防」は目的ではなく施策の一つとしての位置づけとなっています。 

   認知症施策推進大綱と認知症基本法に基づいた施策 

a）認知症の人に関する理解の増進等 

     ・共生社会の実現の推進のために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症

の人に関する正しい理解を深められるようにする施策 

     b）認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進 

     ・認知症の人が自立して、かつ、安心して他の人々と共に暮らすことのできる

安全な地域作りの推進のための施策 

     ・認知症の人が自立した日常生活・社会生活を営むための施策 

     c）認知症の人の社会参加の機会の確保等 

     ・認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすための施策 

     ・若年性認知症の人（65 歳未満で認知症となった者）その他の認知症の人の意

欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等に資する施策 

     d）認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護 

     ・認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保護を図るための施策 

     e）保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

     ・認知症の人がその居住する地域にかかわらず等しくその状況に応じた適切な

医療を受けるための施策 

      ・認知症の人に対し良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスを適時

にかつ切れ目なく提供するための施策 

     ・個々の認知症の状況に応じた良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが提供されるための施策 

     f）相談体制の整備等 

     ・認知症の人または家族等からの各種の相談に対し、個々の認知症の人の状 

況または家族等の状況にそれぞれ配慮しつつ総合的に応じる体制の整備 

     ・認知症の人または家族等が孤立することがないようにするための施策 

     g）研究等の推進等 

     ・認知症の本態解明、予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護

方法等の基本研究及び臨床研究、成果の普及等 

・認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方、

他の人々と支え合いながら共生できる社会環境の整備等の調査研修、成果の
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活用 等 

    h）認知症の予防等 

     ・希望する人が科学的知見に基づく予防に取り組むための施策 

     ・早期発見、早期診断及び早期対応の推進のための施策 

 

◆ 認知症高齢者などの早期発見・相談、予防の推進 

 認知症を早期発見し、適切に治療や対応をすることで、できるだけ進行を遅らせ 

たり、認知症になっても日常生活が続けられる環境づくりを推進します。 

・認知症初期集中支援チームの運営・活動の推進 

認知症初期集中支援チームは、医療系職員や福祉系職員、専門医など複数の 

専門職が、認知症の人やその家族、認知症が疑われる人を訪問し、アセスメント

や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行

っていきます。 

本町では、認知症初期集中支援チームを設置し、地域ケア会議や個別ケア会議

を活用した組織の仕組みづくりに取り組んでいます。 

    ・認知症地域支援推進員の活動の推進 

認知症地域支援推進員は、保健師や看護師などが、認知症の人ができる限り住 

み慣れた環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、

介護サービス事業所や地域の支援機関を繋ぐ連携支援や、認知症の人やその家族

を支援する相談業務などを行っていきます。 

本町においては、認知症地域支援推進員を配置し、関係機関と連携しながら、

認知症の人やその家族を支援する相談業務などに取り組んでいます。 

    ・認知症相談窓口の推進 

もの忘れ健康相談を実施し、高齢者及び家族から「もの忘れ」等について専門

医に相談にし、必要に応じて主治医と連携して専門医療機関受診を支援します。 

また特定健診の場等を活用した認知症予防の体制整備や、兵庫県版認知症チェ

ックシート等を活用し、早期発見に向けた取組を行っています。また、住民に対

して認知症の症状や予防の必要性、かかりつけ医を持つことの意義、早期受信・

早期対応の重要性等について普及啓発します。その他、研修会や講習会を通じて

認知症の予防や早期発見、早期対応の必要性の普及啓発を行います。 

     ■ もの忘れ健康相談事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実施回数（回） 9 9 9 

延べ人数（人） 59 71 80 

    ・認知症ケア向上の推進 

      認知症高齢者の世帯等を対象に家庭訪問や本人及び家族への指導・支援、介

護にかかわる家族や住民に対し認知症介護の方法を学ぶ機会となる認知症介

護教室の開催、任意事業の家族介護者交流事業、認知症高齢者の世帯を対象に
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家庭訪問や本人及び家族への指導・支援、介護教室の開催、認知症サポーター

養成講座の開催や認知症カフェなどの活動を積極的に支援していきます。 

        また、包括的支援事業において、認知症高齢者等の世帯を対象に、保健師等

による家庭への訪問、主治医や関係機関との連携のもと、本人や家族に対して

適切な指導や支援を行っていきます。 

     ■認知症カフェの開設状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 

開催箇所（所） １ ２ 2 

実施回数（回） ３ 3 5 

 

  ■認知症家族の会の実施状況 

 

 

 

 

    ・チームオレンジの推進 

      認知症サポーターが正しい理解を得たことを契機に活動をさらに一歩前進さ

せ、地域で暮らす認知症の人や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポータ

ーを結びつけるための取り組みです。認知症の人とその家族、地域住民のサポ

ーターによるチームで、認知症の人や家族への生活面の早期からの支援等を行

います。チームメンバーはステップアップ研修を受講し、支援をします。オレ

ンジカフェ等での活動もします。 

     ■チームオレンジの活動状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和４年度 

開催箇所（所） ― － 1 

実施回数（回） ― － １ 

 

    ・見守り・SOS ネットワークの構築 

       本町では、行方不明者（高齢者及び若年性認知症者の徘徊を含む）に対する早

期発見・保護につなげるため、町、町消防団、西はりま消防組合佐用消防署、た

つの警察署、地域住民等の関係機関の連携による捜索などの仕組みが構築され

ています。 

      家族やたつの警察署などの捜索依頼を受け、防災行政無線や防災メール等を

活用して情報を発信するとともに、地域住民、町消防団、西はりま消防組合佐用

消防署やたつの警察署等が連携して、捜索を行い早期発見・保護に努めています。

見守りが必要な高齢者等が増加するため、研修会等を強化するとともに地域住

民で支えあう仕組みの構築を目指します。 

 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実施回数（回） 10 9 11 

延べ人数（人） 95 60 59 
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   ウ） 生活支援体制整備事業 

     高齢者の地域における自立した日常生活の支援や、要介護状態等となることの予

防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のための体制整備等を促進する

事業です。 

本町においては、地域における課題や資源を把握したうえで、地域における生活

支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・

介護予防の担い手の養成・発掘など、地域資源の開発や地域のニーズと地域支援の

マッチングなどを行うため、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し

ています。また、この介護予防・生活支援の推進を図るため協議の場として協議体

を設置しています。第 1 層の協議体を、介護保険運営協議会と兼ねて設置し、第 2

層の協議体は、既存の組織を活用して設置し、地域との連携を図りながら取り組ん

でいます。 

   エ）地域ケア会議推進事業 

     地域ケア会議には、地域包括ケアシステムの構築の推進のための機能がありま

す。個別課題解決機能、地域包括支援ネットワークの構築、地域課題発見機能、

地域づくり・資源開発機能、政策機能があり、個別ケースの課題解決を出発点に、

地域の社会基盤の整備を図ります。 

     本町では、地域包括支援センターを中心とし、個別ケア会議を随時開催し、医

療・介護・自治会等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図ることによ

り、地域のネットワーク構築に繋がっています。介護支援専門員の自立支援に資

すケアマネジメントの実践力を高めることや、個別ケースの課題分析等を積み重

ねることにより、地域に共通した課題を明確にしています。 

     また、自立支援型個別ケア会議を開催し専門他職種の助言を踏まえ、高齢者一

人一人の支援方法を検討します。高齢者の自立支援・重症化防止の観点を踏まえ

た支援等の検討を行うことはもとより、支援内容の検討過程において自立支援に

資するケアマネジメントの普及と関係者等の共通認識を図ることや地域課題の発

見等につなげます。 

  (4) 任意事業 

    地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこと

ができるように介護保険事業の運営の安定化を図るとともに地域の実情に応じた必

要な支援を実施していくものです。 

   ① 介護給付等費用適正化事業 

     介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サ

ービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供

できる環境の整備を図るとともに、介護給付費等の適正化を図るために実施します。

認定調査状況チェック、ケアプラン等の点検、医療情報等との突合、給付実績の分

析・検証、介護サービス事業者等への適正化支援事業等を行っています。 
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   ② 家族介護支援事業 

     要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得することを

内容とした教室の開催や介護用品の支給等、家族への介護の負担を軽減するための

支援を行っています。 

    ア）家族介護者交流事業 

      要介護者の介護者を、介護から一時的に解放し、宿泊や日帰り旅行、施設見

学、その他趣味活動を行うとともに、介護者相互の交流を図り、心身のリフレ

ッシュを図ることを目的としています。 

     ■ 家族介護者交流事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実施回数(回) 5 5 6 

参加者延べ人数(人) 29 44 36 

    イ）家族介護教室事業 

      高齢者等を介護している家族や近隣の援助者等に対し、各種情報や技術等を

提供し、要介護高齢者等の在宅生活の継続や向上を図ることを目的としていま

す。 

     ■ 家族介護教室事業の実施状況                       

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実施回数(回) 4 3 4 

参加者延べ人数(人) 51 26 35 

      ※今後は家族介護者交流事業と家族介護教室事業を組み合わせて、より効果

的な施策とすることを検討します。 

ウ）家族介護慰労金支給事業 

      在宅の要介護者を介護している世帯の家族に対し、家族介護慰労金を支給す

ることにより、当該要介護者及びその家族を支援し、在宅福祉の向上を図るこ

とを目的としています。 

    エ）家族介護用品支給事業 

       介護保険法による介護認定を受けた在宅要介護者を介護している世帯に対し 

て、家族介護用品の支給を行い、当該要介護者及びその家族の在宅生活を支援

することを目的としています。 

     ■ 家族介護用品支給事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実利用者(人) 358（63） 360（58） 293（55） 

延べ利用回数(回) 431 430 352 
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③  その他の事業 

    ア）成年後見制度利用支援事業 

      成年後見制度利用支援事業とは、判断能力が低下した認知症高齢者、知的障 

害者、精神障害者などが安心して日常生活を送れるよう、適切な援助者を選び、

本人を保護し支援する制度です。 

      福祉サービスの利用手続きにおける契約等の法律行為や財産管理にともなう 

権利擁護の観点から、重度の認知症等で、かつ身寄りのない高齢者について、町

地域包括支援センターを中心とした関係機関との連携により、成年後見制度の

利用促進に向けた支援を行っています。 

    イ）福祉用具・住宅改修支援事業 

      福祉用具・住宅改修の効果的な活用のため、福祉用具・住宅改修に関する相 

談、情報提供及び住宅改修に関する助言を行っています。 

    ウ）認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成事業 

      令和３年度から認知症対応型共同生活介護事業所において、要介護者及び要 

支援２の認定を受けたものを受け入れ、家賃の費用負担が困難な低所得者に対

し、利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成しています。 

     ■ 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃助成事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

延利用者(人) － 111 147 

支給金額(円) － 964,114 1,206,751 

    エ）食の自立支援事業 

      食の自立支援事業は、見守りが必要な高齢者に定期的に配食サービスを提供

し、栄養改善及び安否確認を目的とした「食」の自立支援を行います。 

     ■ 食の自立支援事業（配食サービス）の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

実利用者(人) 156 199 164 

総配食数(食) 12,678 13,429 12,682 

    オ）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

      75 歳以上の高齢者に対する保健事業を介護保険の地域支援事業と一体的に

実施することによって心身の多様な課題に対応しきめ細かな支援を実施します。

健診データ、医療情報、介護情報をもとに一人一人の健康状態を把握し、多様

な課題を抱える高齢者を適切な医療サービスにつなげることによって疾病予防、

重症化予防を促進します。事業の取り組みに当たっては介護・医療・健診情報

等の活用を含め、関係課と連携して取り組みます。 
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 ７ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

   地域包括ケアシステムは、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」という 5 つ

の要素で構成されています。これをより詳しく表現すると、「介護・リハビリテーショ

ン」「医療・看護」「保健・福祉」「介護予防・生活支援」「住まいと住まい方」となりま

す。これらの構成要素は、実際には、ばらばらに提供されるのではなく、それぞれの役

割に基づいて互いに関係・連携しながら在宅の生活を支えています。「住まいと住まい

方」を地域での生活の基盤をなす「植木鉢」に例

えると、それぞれの「住まい」で生活を構築する

ための「介護予防・生活支援」 は植木鉢に満た

される養分を含んだ「土」と考えることができ

ます。「生活（介護予防・生活支援）」という「土」

がないところに、専門職の提供する「医療・看護」

や「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」

を植えても、それらは十分な力を発揮すること

なく枯れてしまいます。従来は並列関係で 5 要

素が理解されてきましたが、このように捉え直

すことにより、地域包括ケアシステムにおいては、「医療・看護」や「介護・リハビリ

テーション」「保健・福祉」という専門的なサービスの前提として「住まい」と「介護

予防・生活支援」の整備があるといえます。 

本町では、この考え方を基本として、「地域包括ケアシステムの構築」を推進してい

ます。さらに、地域包括ケアシステムを深化・推進するために、団塊の世代が 75 歳以

上となる令和7年を迎え、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年に向けて、

高齢者ができる限り希望に沿った日常生活・社会生活を送ることができるよう、限りあ

る社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら介護サービスの確保のみに留まらず、

医療、介護、予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制に向

けて取り組んでいきます。 

(1) 地域包括支援センターの機能強化に向けた取組 

 地域の社会資源を総合的に活用し、介護予防も含めたさまざまな生活課題を抱える 

高齢者を包括的・継続的に支援する地域包括ケアシステムの中核機関として、「佐用町 

地域包括支援センター」を設置しています。 

① 町地域包括支援センターの目的 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために 

必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ

とを目的とします。高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活が続けられるよう、住民

一人ひとりに対する個別的サービスの調整、地域におけるネットワークの構築・再生

など、地域の様々なニーズに応えることのできる「ワンストップサービスの拠点」と

なることを目指します。 
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ア）総合相談支援業務 

実態把握、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援業務、個別ケア会議など 

イ）権利擁護業務 

被保険者に対する早期発見と虐待の防止への取り組み、消費者被害の防止、高

齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催、西播磨成年後見支援センターと

の連携など 

ウ）介護予防ケアマネジメント業務 

予防給付、委託先居宅介護支援事業所の予防プランの確認事務、毎月の給付管理 

及び介護報酬請求事務、地域支援事業など 

エ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

支援困難な事例への対応など、ケアマネジャーへの支援業務、資質向上のための

研修会・連絡会・勉強会・支援会議の開催 

オ）認知症施策の推進 

もの忘れ健康相談、認知症初期集中支援チーム、認知症カフェ（オレンジカフ

ェ）の支援、頭と体の健康教室の開催、認知症サポーター養成講座の開催、認知

症高齢者などの見守り・SOS ネットワーク事業、介護目印名札配付事業、認知

症家族会など 

② 町地域包括支援センターの位置づけ 

     佐用町の日常生活圏域は 4 圏域ですが、地域包括支援センターは、「2～3 万人

の規模に対して 1 か所設置」という国の方針を本町の人口規模にあわせ、1 か所

設置しています。 

    住民の利便性を考慮し、夜間や土日・祝日など町地域包括支援センターの休業日

における相談や、要援護高齢者などの心身の状態やその家族の状況などの実態把握

や相談対応の充実を目的として、相談窓口（ブランチ）を介護保険施設などに委託

することで体制の拡充を図ります。 

   国の基準及び県の指針に基づき、人員配置を計画的に行い、今後の高齢化の進展

に伴って増加するニーズに対応する観点から、機能や体制の強化に努めます。 

 

■ 町地域包括支援センター 

生活圏域 名 称 所在地 

全 域 佐用町地域包括支援センター 佐用町佐用 2611-1（佐用町役場内） 

■ 町地域包括支援センターの運営方式など 

区 分 内 容 

運営方式 直営方式  （平成 18 年 4 月 1 日開設） 

配置職種 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員 

業務の概要 
包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント、地域支援の総合

相談、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント） 
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■ 町地域包括支援センター・ブランチ 

生活圏

域 

名 称 所在地 

上 月 祐あいホーム上月 佐用町福吉 721 

佐 用 
佐用共立病院 居宅介護支援事業所 佐用町佐用 1111 

佐用中央病院 居宅介護支援事業所 佐用町佐用 3529-3 

南 光 

佐用町社会福祉協議会 本 所 
佐用町東徳久 1946 

(南光地域福祉センター内) 

 ハイム・ゾンネ 佐用町林崎 662-3 

はなみずき 佐用町安川 401 

三日月 サンホームみかづき 佐用町志文 515 

 

■ 町地域包括支援センター・ブランチによる総合相談支援業務（成果指標） 

 令和３年度 令和４年度 令和 8 年度（目標） 

委託分（ブランチ）による相談（件） 59 27 90 

③ 介護支援専門員（ケアマネジャー）のスキルアップ 

    ケアマネジャーの資質向上への取り組みを効果的なものとするため、町がケアマ

ネジャーの支援を充実していくことが重要であり、次の取り組みに努めます。 

    ・ケアマネジャーが医療的な知識を身につけられるよう、郡医師会などと共同し、

定期的な研修を開催（医療知識向上研修） 

    ・地域ケア会議への参加によるケアプランなどの見直し 

    ・利用者などに関する相談がしやすい環境づくり 

    ・主任ケアマネジャーの役割の実践をサポート(新任などへの指導、地域ケア会議

へのアドバイザー出席) 

・ケアマネ支援会議の開催 

・ケアマネ連絡会、主任ケアマネ連絡会の開催 

・自立支援型個別ケア会議の開催 

④ 住民への地域にあるサービスなどの周知 

    地域包括ケアシステムを構築するためには、本人及び家族が「在宅生活を継続す 

る」意識を持つことが重要となります。本町では、在宅生活を継続するための適切

な判断が可能となるように、各地域にある支援体制（医療・介護・生活支援など）

の情報を収集・整理するとともに、「介護保険利用のしおり」、「さよう生活べんり

帳」などの冊子を作成し、町にあるサービスを周知します。 

  (2) 総合相談支援体制の推進 

    町地域包括支援センターが中心となり、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人

らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワーク

を構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援を幅広く把握し、

相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービスの利用につなげるなどの
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支援を行います。またヤングケアラーの把握にも努め、適切なサービスの導入等を支

援します。 

   ① 地域におけるネットワークの構築 

     支援を必要とする高齢者を洗い出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする

適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、更なる課題の発生を防止するため、

地域における様々な関係者のネットワークの構築を図ります。 

   ② 実態把握の推進 

     総合相談支援を適切に行うためには、高齢者の状況を様々な手段により的確な実

態把握を行うことが必要です。 

     町地域包括支援センターは、町社会福祉協議会をはじめ介護保険施設へ委託して

いるブランチなどと連携を密にして、個別訪問の実施、関係先の地域のネットワー

クを活用するほか、様々な社会資源や近隣住民からの情報収集などにより実態把握

を行います。 

   ③ 総合相談支援の充実 

    ア）初期段階での相談対応 

      高齢者や家族、近隣住民、地域ネットワークを通じて受けた相談内容が専門 

的・継続的な関与が必要かどうかを判断し、適切な情報提供を行うことにより

相談者自身が解決できる場合には、相談内容に即したサービスや制度に関する

情報提供、関係機関の紹介などを実施します。 

    イ）専門的・継続的な相談支援 

      初期段階の相談対応で、専門的・継続的な関与が必要と判断した場合には、 

町地域包括支援センターを中心とした定期的な地域ケア会議の開催を通じて、 

個別のケース検討により、適切なサービスや制度に繋ぐとともに、当事者や関

係機関から、定期的に情報収集を行い、期待された効果の有無を確認します。 

  (3) 高齢者の権利擁護の推進 

    医療や介護など何らかの支援が必要になっても、高齢者の安全・安心が守られ、そ

の人格が尊重されるよう権利擁護を推進し、悪質商法による被害の防止や高齢者虐待

の防止などに関する取り組みを進めます。 

 

① 日常生活自立支援事業の相談体制づくり 

     町社会福祉協議会が実施している事業であり、認知症などによって判断能力が不

十分な高齢者に対し、福祉サービスの利用に関する情報提供や助言、手続きの援助、

利用料の支払い、日常的金銭管理などを行っています。 

     今後も事業の利用の促進を図るため、関係機関との連携のもと、町地域包括支援

センターにおいても制度に関する情報提供や相談体制を充実させていきます。 
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 ② 成年後見制度利用支援事業（再掲） 

     第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす【共助の推進】6「地域

支援事業の推進」(4)「任意事業」③「その他の事業」１）「成年後見制度利用支援

事業」のとおりです。 

③ 西播磨成年後見支援センターの設置 

     成年後見制度は、地域で暮らす高齢者などの地域生活を支える制度として定着し 

つつあります。今後認知症高齢者や高齢者の単独世帯が増加すると推定されており、

成年後見制度の果たす役割はますます大きくなっていくと考えられています。一方

で、認知症や知的障害・精神障害などにより支援が必要であるにも関わらず、頼る

べき家族の支援が望めない高齢者などが増加しているため、親族以外の第三者が後

見人に選任されています。成年後見制度の利用を支援するため、相生市、赤穂市、

たつの市、太子町、上郡町、佐用町の西播磨 3 市 3 町と、西播磨 3 市 3 町社会福

祉協議会は、法律に関する関係機関などと連携を図りながら、住み慣れた地域で安

心して暮らせることを目指して、西播磨成年後見支援センターを設置しています。 

なお、西播磨成年後見支援センターで行う主な業務は次のとおりです。 

     ・成年後見制度の利用に関する相談及び支援 

     ・成年後見制度の普及及び啓発 

     ・市民後見人の養成及び支援 

④ 高齢者の虐待防止 

     高齢者の尊厳ある暮らしを守るため、高齢者の虐待に対する早期発見・対応、高

齢者虐待の防止を図ります。 

    ア）高齢者虐待の早期発見・対応マニュアルの整備 

      本町では、高齢者虐待を早期に発見・対応するため、高齢者虐待対応マニュ 

アルを整備し、養護者による虐待のほか、要介護施設従事者による虐待への対 

応を行っています。 

      また、住民をはじめ関係機関・団体などに対して人権意識の啓発や虐待発見 

時には速やかに通報するよう周知するとともに、相談体制を整備するなど、高

齢者の虐待防止と早期発見・早期対応を地域とともに取り組んでいきます。 

    イ）高齢者虐待防止ネットワークの強化 

      本町では、地域における保健・医療・福祉などの関係機関のネットワークを 

構築するため、実務者組織で取り組む個別事例検討を地域ケア会議において随 

時、また、代表者組織として高齢者虐待防止ネットワーク委員会を立ち上げ、年

1～2 回程度情報交換の場を設けています。 

   ウ) 相談機能の強化・支援体制の充実 

養護者による高齢者虐待の発生要因は、「虐待者の介護疲れ・介護ストレス」

「虐待者の障害・疾病」となっており、主たる養護者である家族の不安や悩みを

聞き、助言などを行う相談機能の強化・支援体制の充実が求められており、地域

の実情を踏まえたうえで取り組んでいきます。 
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(4) 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 

高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけで

なく、生きがいをもって日常生活を過ごすことが重要です。また、高齢者が要介護

状態等となった場合でも住み慣れた地域で安心して生活を継続するためには、その

人の尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

よう適切な支援に努めていきます。加えて、リハビリテーションによって単なる心

身機能など向上のための機能回復訓練のみではなく、潜在する能力を最大限に発揮

させ、日常生活の活動能力を高めて、家庭や社会への参加を可能にし、自立を促す

ことが重要とされています。このため、心身機能や生活機能の向上といった高齢者

個人への働きかけはもとより、地域や家庭における社会参加の実現なども含め、生

活の質の向上を目指すためリハビリテーションサービスを計画的に提供できる体制

を構築できるよう努めます。 

 

(5) 地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターなどの取組の推進 

今後高齢化が一層進む中高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、

地域共生社会（高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分

野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と

社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち助け合いながら暮らしていく

ことのできる包括的な社会）の実現に向けた中核的な基盤となりうるものです。 

地域共生社会とは、高齢者の社会参加などを進め世代を超えて地域住民が共に支

えあう地域づくりの考え方をさらに発展させ、障がい者、児童、生活困窮者などを

含む地域のあらゆる住民が役割を持ち支えながら自分らしく活躍できるコミュニテ

ィを育成し、公的な福祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる

社会の実現を目指しています。 

高齢や障がいなどの複合化したニーズへの対応を強化する観点から、地域共生社

会の実現に向けて、これまでの高齢者や障がい者などの縦割りの福祉サービスを「丸

ごと」に転換し、高齢者、障がい者、子供などすべての人々が様々な困難を抱える

場合があっても、適切な支援を受けることができるよう包括的な支援体制を整備す

ることが必要であるとしています。 

町地域包括支援センターでは、これまでの総合相談支援業務として、各種相談・

支援を行ってきていますが、障がい者などを含めたすべての人々を対象とする地域

共生社会の実現に向け、町が身近な圏域において様々な相談に応じ、包括的な支援

体制づくりができるよう関係部署・関係機関との連絡調整、協力体制の構築に努め

ます。 
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出典：厚生労働省地域共生社会のポータルサイト 

 

(6) 地域包括ケアシステムを支える人材の確保、質の向上及び介護現場の生産性向上 

  サービスごと、職種ごとの人手不足などの状況を踏まえ、介護職に限らず、介護分

野で働く人材の確保・育成を行い、介護現場全体の人手不足対策を進めることが重要

です。そのため必要となる介護人材の確保に向け、県と連携し、処遇改善、新規参入

や多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善などのための方

策を検討します。また、介護人材の資質の向上に資するよう、介護の世界で働き続け

ることができるようキャリアパスの支援や事業主によるキャリアアップへの支援な

どの方策を検討します。 

本町では、介護人材の確保に向けて、介護職員初任者研修の開催や資質向上、スキ

ルアップを図るために資格取得に係る受講料を一部助成する福祉資格取得助成事業

を実施しています。 

さらに、生産年齢人口が減少する中において、介護需要の増大に伴う人材不足によ

り増加する介護職員等の業務負担を軽減し、介護サービスの質を担保するため、県と

連携し介護業務の効率化を支援し介護現場の生産性向上を推進します。また、職場で

のハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくりに向けた取り組みを進めます。 
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 ８  認知症高齢者などの支援の推進 

(1)  認知症高齢者などの支援の推進 

認知症施策推進大綱と「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」と県の

施策を踏まえ、認知症の人ができる限り地域のより良い環境で自分らしく暮らし続

けることができる社会の実現を目指します。今後国が策定する認知症施策推進基本

計画を踏まえて認知症施策を推進します。 

① 認知症予防・早期発見の推進 

予防は認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を緩やかにするという

意味です。 

・現時点で認知症の危険因子と示唆されている生活習慣病、社会的孤立等の解消、

認知症観の転換の重要性について普及啓発を行います。 

・認知機能の低下等認知症が疑われるとき早期に受診や相談ができるように周知 

します。 

・軽度認知障害（MCI）の診断を受けた人等が切れ目のない支援を受けられるよう 

な支援体制を整備します。 

・認知症初期チームの在り方を検討しより効果的な支援を行います。 

・認知症の正しい理解のため、各種教室、認知症カフェなどの取り組みを支援しま 

す。 

② 認知症医療体制の充実 

・早期発見・早期対応のため郡医師会、認知症疾患医療センターと連携します。 

「認知症疾患医療センター」が県立リハビリテーション西播磨病院と、揖保川病 

院に開設されています。「認知症疾患医療センター」は、県が指定する病院に設 

置され、認知症疾患における鑑別診断、地域における医療機関などの紹介、問題 

行動への対応についての相談の受付などを行う専門医療機関です。また保健医療 

水準の向上を目的として「西播磨圏域認知症疾患医療連携協議会」が設置されて 

います。 

③ 認知症地域支援ネットワークの強化 

   認知症の人本人の能力を生かし、社会参加を支援することで地域共生社会の実現 

を目指します。 

・認知症にかかる保険・医療・介護・福祉等の連携体制や地域支援ネットワークの

方向性と目標、現状と課題の明確化に取り組み施策を推進します。 

・本人ミーティング等で認知症の人の希望やニーズを把握し施策の推進に反映し 

ます。 

・認知症に関する普及啓発の取り組みを行います。 

・認知症サポーター養成の促進と活躍の仕組みを構築し、チームオレンジを推進し

認知症の人が住み慣れた地域で安心して社会生活を続けられるような仕組みの

整備に取り組みます。 

・認知症ケアネットの包括的な地域資源の情報を更新し周知します。 
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・認知症高齢者等の見守り・SOS ネットワークを周知するとともに認知症の人本

人が安心して安全に社会参加できる環境づくりに努めます。 

④ 認知症支援・ケア人材の養成 

 認知症の人本人の状態に応じて意思を尊重したケアの提供が行えるよう資質の 

向上を支援します。また権利擁護についても相談支援を行います。 

⑤ 若年性認知症対策の推進 

・若年性認知症の人とその家族が早期から身近な地域で適切な支援が受けられる

よう支援関係機関等と連携します。 

・若年性認知症の理解促進を図る取り組みを行い、受診・相談の必要性に気づき早

期支援につながるよう普及啓発に努めます。 

  (2) 地域で支える仕組みづくり 

    認知症高齢者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症に対

する家族や地域住民の偏見を取り除き、地域での見守りや支援体制の構築を目指すた

め、介護保険施設とキャラバン・メイトと連携して認知症の普及啓発を推進します。     

① 認知症サポーター養成講座の実施 

    認知症サポーターとは、認知症について正しい知識をもち、地域で認知症の人や

家族にあたたかい声をかける、簡単な手助けや見守りなど、自分にできる範囲で活

動することで、だれもが安心して暮らせる地域をつくっていくボランティアです。 

    認知症サポーターを養成する養成講座の講師となるのが「キャラバン・メイト」

です。地域住民、職域、学校などに出向いて認知症サポーター養成講座の開催によ

り、認知症に対する理解促進や地域での見守りに対する意識の向上を図り、地域の

認知症サポーターを養成し、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのでき

る地域づくりを推進します。 

■ 認知症サポーター養成講座受講者別実施状況（成果指標） 

 令和３年度 令和４年度 令和 8 年度

（目標） 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

地域住民 

（自治会・地域づくり協議会） 

1 9 2 33 3 50 

小学校・中学校 5 184 5 155 5 150 

また、地域住民などを中心に認知症サポーター養成の更なる促進と活躍の仕組み

を構築します。地域に点在する認知症サポーターをはじめとした支え合いの担い手

と認知症の人と家族などの当事者の支援ニーズをつなげる仕組み（チームオレンジ）

を整備できるよう努めます。 

② キャラバン・メイトの養成 

     キャラバン・メイトは、正しい知識と具体的な対応方法を住民に伝える講師役で、

町社会福祉協議会職員及び町地域包括支援センター職員や行政、家族会、ボランテ
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ィア、介護相談員、認知症介護研修修了者などを対象に研修を周知し、認知症サポ

ーターの育成にあたれるよう増員を図ります。  
   ■ キャラバン・メイト数、認知症サポーター数      令和 5 年 3 月末現在 

キャラバン・メイト数

（実数） 

サポーター講座開催数

（延べ回数） 

サポーター数 

（延べ人数） 

138 202 5,365 

③ キャラバン・メイト・認知症サポーター・フォローアップ研修会の実施 

      認知症の人と家族の理解者、応援者である「認知症サポーター」を数多く養成

し、支援の輪を広げるため認知症サポーター養成の推進役となる「キャラバン・メ

イト」活動をさらに進めるためのフォローアップ研修会を実施します。 

④ 認知症カフェの推進（再掲） 

認知症カフェの詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮ら

す(共助の推進)」6「地域支援事業の推進」(3)「包括的支援事業」②「社会保障充

実分」イ）「認知症総合支援事業」◆「認知症高齢者などの早期発見・相談、予防

の推進」・「認知症ケア向上の推進」のとおりです。 

      ⑤ 地域見守りネットワークの構築（再掲)  

第 4 編「施策の展開」第 2 章「共に支えあう地域づくり(互助の推進)」4「高齢

者への支援体制の強化」(1)「地域見守りネットワークの構築」のとおりです。 

⑥ 見守り・SOS ネットワークの構築（再掲） 

第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」6「地

域支援事業の推進」(3)「包括的支援事業」②「社会保障充実分」イ）「認知症総合

支援事業」◆「認知症高齢者などの早期発見・相談、予防の推進」・「見守り・SOS

ネットワークの構築」のとおりです。 

 ９ 成年後見制度の利用促進 

成年後見制度利用促進法第 14 条の 1 に基づき、成年後見制度の利用促進のための

中核機関の設置や相談、地域ネットワークの構築、施策推進のための市町村計画とし

て、本計画は策定されています。 

(1) 成年後見制度利用支援事業（再掲） 

第４編「施策の展開」第３章「住み慣れた地域で暮らす【共助の推進】６「地域支援

事業の推進」(4)「任意事業」③「その他の事業」ア）「成年後見制度利用支援事業」の

とおりです。 

なお、成年後見制度の利用が必要にも関わらず、本人及び親族による申立てが見込め

ない場合、町長申立てにつなげます。申立費用並びに成年後見人などの業務に対する報

酬などに対する支援も必要に応じて行います。 
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(2) 地域連携ネットワークづくり（チーム、協議会） 

成年後見制度の広報・啓発、同制度の利用相談を含めた権利擁護の総合相談、市民後

見人の養成・活動支援、後見人支援などに取り組みます。専門職・関係機関の協力体制

を構築し、本人を見守る「チーム」として、意思決定や身上保護を重視した後見活動を

支援する体制を強化していきます。同制度利用以外にも必要な支援があった場合、関係

機関につなぎ、早期対応を行います。（「地域連携ネットワーク」イメージ図） 

※協議会とは、後見など開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律・福祉の専門職

団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機

関が連携体制を強化し、各専門職団体や各関係機関が自発的に協力する体制作りを

進める合議体。中核機関が事務局機能を担う。 

※チームとは、「協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握

し、必要な対応を行う仕組み」 

 

(3) 西播磨成年後見支援センターの役割 

  第４編「施策の展開」第３章「住み慣れた地域で暮らす【共助の推進】７「地域包括

ケアシステムの深化・推進」（３）「高齢者の権利擁護の推進」③「西播磨成年後見支援

センターの設置」のとおりです。９の(2)の取組みを強化するため、次の役割・機能を

担います。 

① 中核機関 

同センターが町高年介護課ほか関係機関と連携し、中核機関として地域連携ネット

ワークのコーディネートを担います。（図①参照） 

※中核機関とは専門職による専門的助言などの支援の確保や協議会の事務局など地

域連携ネットワークのコーディネートを行う機関。広報、相談、成年後見制度利

用促進機能（受任者調整などの支援、担い手の育成や活動の促進）、後見人支援、

不正防止効果を担う。 
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② 市民後見人の養成・支援推進事業 

成年後見制度利用者の生活を身近な立場で支援する「市民後見人」を養成し、ま

た市民後見人の後見活動を支援します。 

※市民後見人とは、一定の研修を修了した人で、センター・市町が推薦し、家庭裁

判所から選任された社会貢献活動に理解ある地域住民。新たな権利擁護の担い手

として、身近な住民の立場からきめ細やかな支援が期待されている。 

③ 相談・広報・普及啓発活動 

センター職員による成年後見や生活の困りごとについての一般的な相談から、弁

護士・司法書士・社会福祉士の専門職による相談会を開催します。 

成年後見制度及び成年後見センターの役割、市民後見人の周知など、成年後見セ

ンターが作成したチラシや成年後見制度を周知するためのパンフレットを広く配布

します。成年後見制度に関する出前講座を開催するほか、成年後見普及啓発講演会

やセミナーを連携中枢都市圏の事業に位置付け、制度の周知に取り組みます。 
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第４章 高齢者支援サービスの充実【公助の推進】 

 １ 地域福祉活動の推進 

   高齢者を地域で支えていくために必要な、地域の人々の支えあいや助けあいによる

地域福祉活動のさらなる充実を図ります。また、地域福祉活動を活性化させる意識づ

くりを推進します。 

  (1) 民生委員児童委員などの活動支援 

    これまで地域の福祉活動において重要な役割を果たしてきた民生委員児童委員、民

生児童協力委員、福祉委員や高年クラブなどは、高齢者の日常生活、生きがいづくり、

健康づくり、社会参加を支えるために、今後もより一層重要な役割を担うこととなり

ます。 

    そのため、会議や研修、交流会、情報交換などの活動支援を行うとともに、各委員

相互の連携とボランティアグループとの連携を深め、それぞれの役割のもと、地域に

密着したきめ細やかな活動を行えるよう支援します。 

  (2) 人材の育成・確保 

   ① ボランティア活動の支援 

    本町では、町社会福祉協議会内にボランティアセンターが設置されており、令和 

5 年 4 月 1 日現在の登録されているボランティアグループは、43 グループ、386 

人で、個人ボランティアは 87 人です。 

    ボランティアセンターは、ボランティア活動に関する相談に応じ、情報提供を行 

うとともに、養成講座や研修会の実施を行っています。 

    今後も、既存のボランティア連絡会の機能を強化するとともに、ボランティアグ 

ループや個人ボランティアの組織化や新たな活動の場の拡大といった総合的なコー 

ディネートとボランティアや福祉活動に関するあらゆる情報の収集が行えるよう、 

福祉ボランティア活動の総合的な拠点として、ボランティアセンターの活動を支援 

します。また、担い手の確保・育成については、就労的活動の普及促進に向けた支 

援を強化するなど、元気な高齢者をはじめとする意欲ある住民が社会で役割をもっ 

て活躍できるよう環境の整備に努めます。 

② 高年クラブとの連携（再掲） 

    高齢者の生きがいと健康づくり事業を通じて、単位高年クラブの活動を支援し 

地域住民が相互に交流し、住み慣れた身近な地域で生きがいづくりや健康づくりを

図るための研修や体験活動の機会と場の提供を積極的に推進します。 

③ 企業などの社会貢献活動の促進 

    本町では、企業の数が少ないものの、中学校におけるトライやる・ウィークの受 

け入れなど、福祉教育の面で協力をいただいています。 

    今後も地域の一員であるという意識のもと、さまざまなボランティア活動やイベ 
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ントなどへの参加依頼と協力を図るとともに、仕事をしている人でもボランティア活

動に参加しやすい環境づくりのための啓発活動に努めます。 

④ 人材の確保に向けた取組の推進 

増大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い人材の安定的な確保と定着のため、 

退職後の元気な高齢者や子育てが一段落した女性などの多様な人材の参入をはじめ、

介護職員のスキルアップや職場定着に関する研修・相談業務を支援し、介護職員の離

職防止や職場定着を図れるよう努めます。また、県と連携し、医療・介護の仕事の魅

力の向上、介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医

療・介護関係団体などの連携・協力体制の構築などに努めます。 

 (3) 福祉教育の推進 

   ① 学校教育における福祉教育の推進 

    子どもたちが、高齢者や障がい者に対する正しい理解や思いやりの心を育み、福 

祉活動を特別なものとしてではなく、自然に参加し、自発的に活動することができ

るよう、町内の小・中学校を対象に町社会福祉協議会や福祉施設などとの連携を強

化し、実践的な体験学習や交流活動、年間行事やイベントへの相互参加や共同開催、

自主的な運動や活動などを通じて、積極的な福祉教育を推進します。また、一部の

児童・生徒の参加にとどまることなく、すべての児童・生徒が参加・体験できるよ

う、ボランティア団体など、より多くの関係機関との連携により、実践教育や交流

機会の拡大と積極的な福祉教育を推進します。 

② 家庭内における福祉意識の啓発 

    少子化をはじめ核家族化が進み、3 世代同居などの世帯は減少し、加えて子ども 

の学習塾やクラブ活動といった多忙な生活に伴い、家庭における家族の団らんの時

間や親子の会話が減少しつつあります。 

    そのため、ＰＴＡなどを通じて家族や親子で参加する行事やイベントを開催し、 

家族や親子がふれあい・会話できる環境づくりを行い、父親や母親などの意識を啓

発するとともに、家庭における家族や親子での会話や団らんから、家族の絆や高齢

者や障がい者に対する思いやりの心を育み、子どもの自然な意識として福祉の心の

醸成に努めます。 

 ２ 高齢者への支援体制の強化 

   要介護者や認知症高齢者、一人暮らし高齢者や孤立しがちな高齢者など、支援を必

要とする高齢者を把握し、各種サービスの利用など適切な支援につなぎ、災害時の対

応や孤立死の防止も視野に入れた継続的な見守りを実施するネットワークシステムの

構築を推進します。 

 (1) 地域見守りネットワークの構築（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 2 章「共に支えあう地域づくり（互助の推進）」4「高齢

者への支援体制の強化」(1)「地域見守りネットワークの構築」のとおりです。 
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  (2) 高齢者のための福祉事業の充実（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 2 章「共に支えあう地域づくり（互助の推進）」4「高齢

者への支援体制の強化」(2)「高齢者のための福祉事業の充実」のとおりです。 

 

  (3) 老人保護措置制度 

    65 歳以上で、介護保険の認定結果が自立か要支援で、環境上の理由、経済的理由

などにより在宅での生活が困難な人が養護老人ホームに入所するための制度です。本

町には、町の施設（指定管理者：佐用町社会福祉協議会）である養護老人ホーム佐用

朝霧園があり、多くの住民は佐用朝霧園で対応しています。 

   ■ 施設入所者数（令和 5 年 3 月 31 日） 

施 設 名 等 入所者数 

養護老人ホーム佐用朝霧園     21  名 

町外の養護老人ホーム      4  名 

  

 (4) 敬老会（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」3「元気

な高齢者の活動支援と社会参加の促進」(2)交流機会の拡充 ⑥「敬老会」のとおり

です。 

  (5) 長寿祝い金 

    高齢者に対して、長寿を祝福し社会に貢献した功績を讃え、その労をねぎらうこと

を目的とし、年齢により長寿祝い金（80 歳：1 万円、88 歳：2 万円、100 歳：3

万円と花束）を贈っています。 

  (6) 在宅老人介護手当 

    在宅で半年以上寝たきりなどにある人や認知症の人を介護している介護者に対し

て、精神的、経済的負担を軽減することを目的とし、介護手当（月額 1 万円）を支給

しています。 

 ３ 生活支援サービスの充実 

   高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、安全性や利便性の

確保に重点を置きながら、支援を必要とする人の生活の質を高めるためのサービスの

充実を図ります。 

(1) 外出支援サービス事業（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」2「生活

環境の整備」(2)「外出支援サービス事業」のとおりです。 

 (2) 訪問理美容サービス事業 

    理髪店や美容院に行くことが困難な人の自宅に町が委託した理容師や美容師が訪

問し、調髪などのサービスを行っています。 
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    ■ 訪問理美容サービス事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用件数（件） 2 2 3 

  (3) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

    要援護高齢者などが、衛生的で快適な在宅生活ができるよう支援することを目的に

寝具の洗濯及び乾燥消毒を行うサービスを提供しています。 

    ■ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

利用件数（件） 32 29 21 

  (4) 人生いきいき住宅助成事業（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」2「生活

環境の整備」(1)「人生いきいき住宅助成事業（高齢者等住宅改造費助成事業）」のと

おりです。 

  (5) サービス付き高齢者向け住宅（国土交通省・厚生労働省ホームページ参照） 

    サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居

住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）に基づき、高齢者が安心して生活で

きる住まいづくりを推進するため、創設された制度です。 

    住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えると

ともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、

高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えています。町内には、日常生活圏域

である佐用地域、上月地域、南光地域、三日月地域に 1 ケ所ずつ整備されています。 

   ■ サービス付き高齢者向け住宅と各圏域との比較（令和 5 年 9 月現在） 

 佐用地域 上月地域 南光地域 三日月地域 計 

サービス付き高齢者向け住宅入居定員 定員35人 定員10人 定員40人 定員28人 定員 113 人 

サービス付き高齢者向け住宅入居戸数 30 戸 10 戸 30 戸 28 戸 98 戸 

  (6) 緊急通報システム事業 

    65 歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者世帯などに対して、日常生活の安心と緊急

事態に対応できるよう、緊急通報装置を設置・貸与し、急病や災害などの緊急時に迅

速かつ適切な対応を図ります。 

   ■ 緊急通報システム事業の実施状況 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

設置件数（件） 321 310 285 

 (7) 老人日常生活用具給付等事業 

    要援護及び一人暮らし高齢者に対し、日常生活の自立を支援するための日常生活用

具（自動消火器・電磁調理器など）の給付を実施しています（世帯の所得税課税状況

により費用負担が必要な場合があります）。 
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 (8) 買い物支援（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」2「生活

環境の整備」(3)「買い物支援」のとおりです。 

  (9) 老人生活管理指導短期宿泊事業 

    老人生活管理指導短期宿泊事業は、社会への適応が困難で支援が必要な高齢者など

を養護老人ホームなどに一時的に宿泊させる事業で、日常生活に対する指導及び支援

を行い、要介護など状態への進行を予防し、要援護者及びその家族の在宅生活の支援

を図っています。 

  (10) 高齢者生活福祉センター運営事業 

高齢者生活福祉センター運営事業は、高齢者に対して介護支援機能並びに各種相談

及び助言を行うとともに、居住機能を提供することにより、高齢者が安心して健康で

明るい生活をおくることを目的とし実施しています。 

  (11) 高齢者福祉相談事業 

町社会福祉協議会に委託し、弁護士による法律相談などを開催しています。 

  (12) 地域の支えあいの体制づくりの推進 

    地域の実情に応じて、地域づくり協議会や自治会、ボランティア団体、介護保険事

業所など、多様な主体が参画して連携を図るとともに、元気な高齢者を社会的弱者と

して位置づけるのではなく、地域の担い手（要介護者の支援者）として位置づけ、元

気な高齢者が地域において、訪問・声かけ・見守り・家事援助といった多様なサービ

スを行うことにより、地域との絆を深め、高齢者自身の生きがいづくりや介護予防に

繋げることを目指します。 

    本町では、このような地域の支えあいの体制づくりを推進し、要支援者などに対す

る効果的かつ効率的な支援などを可能とすることを目指します。 

    なお、地域の支えあいの体制づくりが介護保険制度の地域支援事業の枠内で実施で

きる場合には、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業

で実施することを検討します。 

 ４ 福祉のまちづくりの推進 

   高齢者が自立し、社会活動への参加や主体性をもった生活ができるよう、安全かつ

快適な環境整備を進めることが必要です。 

   そのため、道路の安全確保や段差解消、公共施設のバリアフリー化など、安心して

生活できる住環境の整備に努めます。また、災害時における高齢者の安全確保など、

日頃から緊急時に備えて高齢者を支える体制づくりに努めます。 

  (1) 暮らしやすい環境の整備 

   ① 住環境の整備（再掲） 

     高齢者などが住み慣れた自宅において安全で快適に生活できるよう、バリアフリ
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ー化などの適切な住宅改造事業を促進します。 

     詳細は、第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」

2「生活環境の整備」(1)「人生いきいき住宅助成事業（高齢者等住宅改造費助成事

業）」のとおりです。 

② 公共施設などの整備 

     役場をはじめ、学校施設などの公共施設などは、高齢者に配慮した利用しやすい

ものとなるようバリアフリー化を図るとともに、歩道未設置道路における歩道の設

置や、既存の歩道に対する幅員の確保など、誰もが安心して、かつ利用しやすい環

境の整備に努めていきます。 

   ③ 交通・移動対策の充実（再掲） 

     高齢者が地域で自立した生活をおくるためには、外出を安全かつ快適に行えるこ

とが重要であるため、外出支援サービス事業を推進します。 

     詳細は、第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」

2「生活環境の整備」(2)「外出支援サービス事業」のとおりです。 

④ 防犯体制の整備 

     振り込め詐欺やリフォーム詐欺など、高齢者を狙う犯罪が発生しているため、佐

用防犯協会や町消費生活センターと連携し、高齢者（特に認知症高齢者）の生命・

財産を守り、安心した地域生活を送れるよう、広報紙やパンフレット、ホームペー

ジなどを活用して、防犯活動の推進に努めています。 

⑤ 買い物弱者への支援（再掲） 

     身近なところに商店が無く利用しにくい人、買い物に出かけることができない人

など買い物弱者への支援として、町内の小売店が町の「買物不便地域移動販売促進

事業」を活用して町内で移動販売を行っています。本町では、在宅高齢者の自立や

生活安定のため、今後もこうした取り組みを推進していきます。 

     詳細は、第 4 編「施策の展開」第 1 章「いきいきと元気に暮らす（自助の推進）」

2「生活環境の整備」(3)「買い物支援」のとおりです。 

  (2) 安心拠点の整備と活用 

① コミュニティ安心拠点の整備 

     地域福祉コミュニティの活動範囲の基盤は、高齢者の身近な生活圏である各集落

単位であり、各自治会の集会所などをコミュニティ安心拠点と位置付け、ご近所福

祉ネットワーク活動支援事業を日常的・継続的に実施することにより、地域住民自

ら健康づくりや高齢者などの支援活動と、それぞれの自治会独自の福祉活動へ展開

させていきます。 

     また、必要な安心拠点の整備は終了していますが、必要に応じて集会所、空き家、

保育園や学校の空き教室など、地域住民の身近な施設をコミュニティ安心拠点とし

て整備し、高齢者を支える体制づくりに努めます。 
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② 総合的な拠点の位置づけ 

     コミュニティ安心拠点の活動などをバックアップするための総合的な拠点を位

置付けるとともに、コミュニティづくりや、保健・医療・福祉サービスの総合的な

支援・調整と、介護保険制度における要支援・要介護認定業務、ケアプラン作成な

ど、総合的なケアサービスが提供できるよう努めます。 

 ５ 健康づくりの推進 

   町内の緊急医療体制はおおむね現医療機関で担えています。住民の高齢化に伴い介

護が必要な人が増えるとともに、食生活の乱れと運動不足による生活習慣病が増え、

予防対策として保健事業の推進が求められています。 

   住民の健康の保持・増進を図るためには、病気の予防や早期発見、そして一人ひと

りが健康への関心を高めることが重要です。そのため、特定健康診査や事後指導の提

供などによる予防医療の推進、住民の健康情報の一元管理と保健・医療事業への活用

を図るとともに、歯科保健活動として「80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保と

う」という「8020 運動」を推進しています。あわせて、食の多様化からおこる食生

活の乱れへの対応や、地産地消を推進する観点から、食に関する理解を深め健全な食

生活が実践できるように「食の自立」を推進しています。 

   また、町内外の医療機関などとの連携を図り、地域医療ネットワークの構築を推進

するとともに、地域内の病院が連携し、休日・夜間などの救急患者の診療を受け入れ

る病院群輪番制を導入し、迅速な救急体制の一層の充実に努めています。 

   なお、保健事業の詳細は、「佐用町健康増進計画・食育推進計画」のとおりです。 

  ■ 佐用町健康増進計画・食育推進計画 

   現在の保健事業については、佐用町保健対策推進協議会の審議を踏まえて「佐用町

健康増進計画・食育推進計画」に基づき実施しています。佐用町保健対策推進協議会

は、住民の健康づくりを積極的に推進するため、① 健康さよう 21 計画の策定に関

すること ② 健康づくり体制の整備充実に関すること ③ 健康づくりの推進及びそ

の調査に関すること ④ その他前各号に掲げるもののほか、健康づくり推進に関する

事項について協議しています。 

(1) 食の自立の推進（再掲） 

詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす(共助の推進)」6

「地域支援事業の推進」(4)「任意事業」③「その他の事業」エ）「食の自立支援事業」

のとおりです。 

  (2) 身体活動・運動 

    日常生活の中で、適度な身体活動・運動を行うことは、生活習慣病の予防だけでは

なく、重症化を予防し、さらに寝たきり予防へもつながります。また、こころの健康

も保たれます。しかし、現代においては、家電機器の発達や自動車の普及などによっ

て、生活の中で身体を動かす機会が減っています。本町では、特定健康診査の結果な
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どで要指導となった人などを対象に個人の体力や健康状態に応じた運動指導を行う

とともに、運動不足の解消のために６０日チャレンジウォークも開催しています。 

 (3) 休養・こころの健康づくり 

    現代社会はストレス社会と呼ばれ、仕事や対人関係、育児、将来への不安、生活環

境など、あらゆることがストレス源となり、格差社会や社会不安などがこれらに拍車

をかけています。適度なストレスは、生活に張りを与えますが、過度のストレスは、

日常生活をおくる上で、心身に大きな影響を及ぼすこともあります。 本町では、家

庭のこと、学校のこと、職場のこと、自分自身のことなど、様々なストレスから心の

安定を保つことを目的として「こころのケア相談」を実施しています。 

  (4) 歯の健康 

    歯の健康は、身体やこころの健康と深い関係があります。生涯を通じた歯の健康づ

くりは、心身の健康だけでなく、生活の質を高め、豊かな生活をおくることに繋がり

ます。 本町では、歯科保健に対する住民意識の高揚を図るとともに、80 歳になって

も 20 本以上自分の歯を保とうという「8020 運動」として歯から始まる健康づく

りを推進しています。 

  (5) その他の取り組み 

    住民の健康づくりを積極的に推進するため、町だけでなく、職場や地域、住民がそ

れぞれ主体的に健康づくりを実践し、すべての住民が健康で、いきいきと楽しく生活

できるまちを目指して、次のように様々な健康づくりの施策を展開しています。 

① もの忘れ健康相談（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」6「地域 

支援事業の推進」(3)「包括的支援事業」②「社会保障充実分」イ）「認知症総合支

援事業」◆「認知症高齢者などの早期発見・相談、予防の推進」・「認知症相談窓口

の推進」のとおりです。 

② 健康づくりセミナーや講演会 

    健康でいきいきと暮らしていくため、病気の予防法、最新の治療法、こころの病 

気など、様々な病気について、わかりやすく楽しく知っていただけるように健康づ

くりセミナーや講演会を開催しています。 

③ 介護予防教室 

    65 歳以上の高齢者の介護予防を目的として、介護保険法に基づく地域支援事業 

の介護予防・日常生活支援総合事業として、高齢者が健康でいきいきと暮らしてい

くため、運動・栄養・口腔・膝や腰の痛み・認知症予防などに関する「介護予防教

室」を開催しています。 

④ 健康ポイント制度の推進 

住民自ら健康づくりを進めることができるよう健診を受けたり、減塩に努めたり
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ウォーキングなどの取り組みをしている住民にポイントを付与する制度を推進して

います。 

 ６ 防災・減災のまちづくりの推進（再掲） 

    第 4 編「施策の展開」第 2 章「共に支えあう地域づくり（互助の推進）」5「防災・

減災のまちづくりの推進」のとおりです。 

 ７ 新型インフルエンザなどの感染症対策の推進（再掲） 

第 4 編「施策の展開」第 2 章「共に支えあう地域づくり（互助の推進）」6「新型

インフルエンザなどの感染症対策の推進」のとおりです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 介護サービスなどの基盤整備と確保

【共助の推進】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

第１章 第 9期介護保険事業計画の重点事項 

 １ 令和 22年以降を見据えて 

   第 9 期計画では、団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年を迎え、さらに団塊ジュ

ニア世代が 65 歳以上となる令和 22 年以降を見据え、中長期的な施設サービス及び

在宅サービスの必要量を勘案しつつ、必要な介護サービスの提供基盤や介護予防・生

活支援の取組の実地体制などが整備されるよう、8 期計画以前から構築してきた「地

域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進を図るとともに、在宅医療・介護連携の推

進、認知症施策の推進、地域支援事業などを積極的に取り組み、町と住民が主体となる

地域づくり・まちづくりをより一層推し進めます。 

   第9期計画期間中の給付費などを推計して介護サービスや保険料を算定するだけで

なく、中長期的なサービス水準、給付費や保険料水準なども推計し、さらに令和 22 年

以降を見据え、介護サービス基盤を計画的に整備するよう努めます。 

   また、地域の実情や特徴、中長期的な地域の目指すべき方向性、目標などを踏まえ

て第 9 期計画期間中に実施すべき事項や、検討すべき事項を明確にして記載します。 

  ・第 7 期： 平成 30 年度 ～ 令和 ２年度 

  ・第 8 期： 令和 ３年度 ～ 令和 ５年度 

  ・第 9 期： 令和 ６年度 ～ 令和 ８年度（令和７年：団塊の世代が 75 歳に) 

  ・第１０期：令和 ９年度 ～ 令和 11 年度 

  ・第 11 期：令和 12 年度 ～ 令和 14 年度 

 ２ 地域包括ケアシステムの深化・推進と共生社会の実現（再掲） 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年を迎え、さらには団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和 22 年に向けて、地域包括ケアシステムをさらに強化するために、

高齢者ができる限り希望に沿った日常生活・社会生活を送ることができるよう、限りあ

る社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら十分な介護サービスの確保のみに留ま

らず、「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」が包括的に確保される「地域包括

ケアシステムの深化・推進」に向けて取り組んでいきます。 

特に、生産年齢人口が減少する中において、介護需要の増大に伴う人材不足が懸念さ

れる中、包括的支援事業および総合事業を「まちづくり」の手段としてとらえ、住民主

体をはじめとした多様な主体による総合事業の普及・充実化に集中的に取り組むとと

もに、増大する介護職員の業務負担軽減に向け、ICT を活用した介護現場の生産性向上

に資する取り組みを推進します。 

詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」7

「地域包括ケアシステムの深化・推進」のとおりです。 

３ 在宅医療・介護連携の推進（再掲） 

75 歳以上の高齢者が一層増加し、介護と医療双方のニーズを併せ持つ慢性疾患また

は認知症などの高齢者が、今後さらに増加することが見込まれる中、高齢者が可能な限
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り住み慣れた地域において、継続して日常生活を営むことができるよう、入退院支援、

日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応力の強化、感染症や災害時対応

など様々な局面においても、継続的なサービスの提供を維持するため、地域における医

師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師・リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯

科衛生士などの医療関係職種と社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員（ケアマネジ

ャー）地域包括支援センターの職員などの介護関係職種との緊密な連携が図れるよう

取り組んでいきます。また、多職種間でリアルタイムな情報共有を実現できる ICT ツ

ールの活用・普及に努めます。 

詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」6

「地域支援事業の推進」（3）「包括的支援事業」②「社会保障充実分」１）「在宅医療・

介護連携の推進」のとおりです。 

４ 認知症高齢者などの支援の推進（再掲） 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持

って日常生活が過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見を踏まえて、「共

生」（認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症であって

もなくても同じ社会で共に生きる）と「予防」（「認知症にならない」という意味では

なく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行をゆるやかにする」）の施

策を推進することが重要とされています。認知症の人を地域で支えるために必要な早

期診断などを行う医療機関、介護サービス、見守りなどの生活支援サービスなどの状

況を示すとともに、次に掲げる若年性認知症を含めた認知症の人への支援・社会参加

支援について、重点的に取り組んでいきます。 

・認知症地域支援推進員による若年性認知症を含めた認知症の人の社会参加の体制

整備や、介護サービス事業者における認知症の人をはじめとする利用者の社会参加

への支援 

   詳細は、第 4 編「施策の展開」第 3 章「住み慣れた地域で暮らす（共助の推進）」

8「認知症高齢者などの支援の推進」のとおりです。 

 ５ 地域支援事業の推進（再掲） 

   地域支援事業は、要介護状態等の発生予防を目的とした介護予防を推進するととも

に、要介護状態等になった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活

を送ることを目的に実施する介護サービスの一部です。 

本町では、自立支援、介護予防、重度化防止の取組として、高齢者がふれあい・支え

合う「通いの場」となるよう、身近な場所で適度な運動を行うことによって生活習慣の

改善や介護予防の意識づけを行う「いきいき百歳体操」及び認知症の予防事業として、

脳トレといきいき百歳体操を組み合わせた「頭と体の健康教室」を町内全域に展開でき

るよう推進しています。さらに「通いの場」が、住民主体を基本としつつ、地域におけ

る医師や歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーション専

門職などの幅広い医療専門職と連携を図りながら、地域全体での介護予防・生活支援体
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制の構築に努めています。また、高齢者の「フレイル予防」「重度化予防」「介護予防」

に重点を置いた保健事業と介護予防の一体的な実施に向けて関係部署と連携を図りな

がら取り組んでいきます。 

詳細は、第 4 編「施策の展開」、第 3 章「住み慣れた地域で暮らす(共助の推進)」6

「地域支援事業の推進」のとおりです。 
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第２章 介護保険サービス利用者などの状況 

 １ 被保険者数の推計 

  「３ 総人口及び高齢者人口の推計」の記述のとおり、被保険者数の推計をみると、第 1 号被

保険者（65 歳以上）及び第 2 号被保険者（40～64 歳）は令和 6 年度以降減少すると予測さ

れますが、第 1 号被保険者のうち 75 歳以上の人は増加すると予測されます。 

 ■ 被保険者の推計 （単位：人） 

 

区   分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

 第 1 号被保険者(人) 6,705 6,676 6,616 6,371 5,493 

  
65～74 歳 2,765 2,695 2,605 2,244 1,718 

75 歳以上 3,940 3,981 4,011 4,127 3,775 

 第 2 号被保険者(人) 

（40～64 歳） 
4,457 4,323 4,205 3,736 2,675 

合  計（人） 11,162 10,999 10,821 10,107 8,168 

 

   
 

 

 

 

4,457 4,323 4,205 3,736 

2,675 

2,765 2,695 2,605
2,244 
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3,940 3,981 4,011
4,127 

3,775 
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第2号被保険者 第1号被保険者（65～74歳）

第1号被保険者（75歳以上）
（単位：人） 

【推計の方法】 

  被保険者数の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来

推計人口」資料と佐用町の被保険者割合を加味し求めています。 
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 ２ 要介護認定者数及び要介護認定率の推移 

  要介護認定者数の推移をみると、令和元年度以降はほぼ横ばいとなっています。特に要介護 1

と要介護 2 の認定者数が全体の約 5 割を占めています。また要介護認定率は、令和元年度に上

昇して以降、横ばいで推移しており、令和 5 年度には第 1 号被保険者の認定者割合が 23.9％と

なっています。 

  

■ 要介護認定者数（第 1 号被保険者）推移 （単位：人） 

   

       ※介護保険事業状況報告（令和元年～令和 4 年度は 3 月末、令和 5 年度は 9 月末） 

 ■ 要介護認定率の推移（第 1 号被保険者の認定者割合） 

   

     ※介護保険事業状況報告（令和元年～令和 4 年度は 3 月末、令和 5 年度は 9 月末） 
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３ 要介護認定者数の推計 

  介護度別要介護認定者の推計をみると、認定者全体で令和 6 年度には 1,556 人、令

和 22 年度には 1,357 人まで減少すると見込まれます。介護度別でみると、要介護認定

者のうち要介護 3 以上の全体に占める割合が大きくなっていく傾向にあります。 

■ 介護度別介護認定者の推計 （単位：人） 

   

 区 分 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 12 年度 令和 22 年度 

要支援 1(人) 256 (16.5%) 256 (16.5%) 257 (16.5%) 259 (16.6%) 196 (14.4%) 

要支援 2(人) 216 (13.9%) 214 (13.8%) 216 (13.9%) 213 (13.7%) 182 (13.4%) 

要介護 1(人) 305 (19.6%) 299 (19.3%) 298 (19.2%) 303 (19.4%) 243 (17.9%) 

要介護 2(人) 265 (17.0%) 269 (17.4%) 269 (17.3%) 268 (17.2%) 214 (15.8%) 

要介護 3(人) 240 (15.4%) 242 (15.6%) 244 (15.7%) 247 (15.8%) 241 (17.8%) 

要介護 4(人) 159 (10.2%) 155 (10.0%) 156 (10.0%) 156 (10.0%) 172 (12.7%) 

要介護 5(人) 115 (7.4%) 115 (7.4%) 114 (7.3%) 113 (7.2%) 109 (8.0%) 

合計 1,556 (100.0%) 1,550 (100.0%) 1,554 (100.0%) 1,559 (100.0%) 1,357 (100.0%) 
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【推計の方法】 

  被保険者数の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」

資料と佐用町の介護度別介護認定者割合を加味し求めています。 

1,357 
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 ４ 介護サービスの支給額の状況 

  介護サービスの支給額をみると、在宅サービス支給額及び施設・居住系サービス支給

額は、毎年増加傾向にありましたが令和 4 年度から若干減少しています。 

  支給額割合をみると、居宅サービス支給額の割合と施設・居住系サービス支給額は、

ほぼ 5 割ずつの割合となっています。 

 ■ 居宅サービス、施設・居住系サービス別支給額の推移 （単位：千円） 

 

 

 ■ 介護サービスの支給額割合の推移 

                                      

介護保険事業状況報告 
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 ５ 施設・居住系サービス利用者の推移及び推計 

  施設・居住系サービス利用者は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

認知症対応型共同生活介護等を利用している人です。施設・居住系サービス利用者の推

計をみると、令和４年度以降 380 人前後で、ほぼ横ばいで推移すると見込まれます。要

介護 2～5 の利用割合は、令和４年度以降は、ほぼ横ばいとなっています。 

  また、施設利用者を介護度別でみても、ほとんど増減はない見込みです。 

   ■ 施設利用者数などと要介護２～５の利用割合の推移及び推計 

   

   ■ 中重度認定者の施設利用者数と利用割合の推移及び推計 
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 ６ 県下における本町の状況 

  (1) 後期高齢化率と要介護認定率の比較 

    本町の後期高齢化率 24.1％（令和 5 年 9 月末）は、県平均 15.7％（令和 5 年 1

月）を大きく上回っています。 

    また、要介護認定率についても 23.9％と県平均 20.9％を上回っています。 

 

   ■ 後期高齢化率と要介護認定率の比較 

   

  (2) 介護度別認定者割合の比較 

    介護度別認定者割合では、本町は県と同じく軽度者及び重度者の割合が少なく、中

度者が多くなっています。 

 

■ 介護度別認定者割合の比較 

 

                                    介護保険事業状況報告 
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  (3) 在宅サービス及び施設・居住系サービス別の費用額割合の比較 

    在宅サービス及び施設・居住系サービス別の費用額割合をみると、本町は在宅サー

ビス 47.2％、施設・居住系サービス 52.8％であり、県と比較すると、介護サービ

ス全体のうち、施設・居住系サービスの占める割合が多いことがわかります。 

 

   ■ 在宅サービス、施設・居住系サービス別の費用額割合の比較 

  

 

介護保険事業状況報告 
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県下平均との比較で見えてくる本町の状況 

● 後期高齢化率及び要介護認定率が、県平均を上回っている。 

● 介護度別認定者割合は、県平均より中度者及び重度者の割合が多い。 

● 施設・居住系サービスの割合が、県平均より多い。 

 

 

 

 本町では、平成 20 年度までは高齢化率が高いにもかかわらず、認定率は県平均

並でしたが、平成 23 年度以降、今回の比較においても県平均を上回っています。

原因のひとつには一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が考えられます。 

 また、中度の認定者が増加傾向にあること、施設・居住系サービスの割合が多いこ

とから、地域や家庭での介護では支えきれなくなってきていることも考えられます。 

 今後は、できる限り在宅で生活していけるよう自立した日常生活の支援、要介護

状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減などの推進を図るとともに、

地域包括ケアシステムを深化・推進し、家庭や地域などで高齢者を支える環境の整

備などに重点を置いた施策を展開していきます。 
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第３章 日常生活圏域の設定 

  第 3 期計画において、地域の認知症高齢者などに対するケアを身近な地域で提供する

といった考え方に基づき、地理的条件、人口、旧行政区、住民の生活形態、地域づくりの

活動単位、交通事情その他社会条件、介護給付など対象サービスを提供するための施設

の整備状況など、地域的特性を踏まえ、旧行政区である佐用地域、上月地域、南光地域、

三日月地域の 4 つに区分して日常生活圏域の設定を行いました。 

  第 9 期計画においてもサービス基盤整備の単位として同じ 4 圏域を継続します。 

 ■ 各圏域の人口数など 

 人口（人） 高齢者人口（人） 高齢化率（％） 面積（㎢） 

佐 用 地 域 6,269 2,543 40.6  115.78 

上 月 地 域 3,598 1,612 45.1  91.68 

南 光 地 域 3,044 1,433 47.5  49.85 

三日月地域 2,322 1,029 44.1  50.19 

合    計 15,233 6,617 43.6  307.51 

                     ※ 人口、高齢者人口は令和 5 年 9 月末現在住民基本台帳 

 ■ 各圏域の認定者数（第 1 号＋第 2 号） 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 合計 

佐 用 地 域 105 77 132 103 101 68 40 626 

上 月 地 域 50 51 78 70 65 48 34 396 

南 光 地 域 49 66 63 49 40 34 20 321 

三日月地域 45 34 54 34 35 22 25 249 

合    計 249 228 327 256 241 172 119 1,592 

                        ※ 令和 5 年 9 月 介護保険システムより抽出 
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第４章 日常生活圏域と施設などの整備状況 

  増加傾向にある認知症者に対して適切なサービスを提供するための認知症対応型共同

生活介護や、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り生活が継続できるようにするための

（看護）小規模多機能型居宅介護、また、施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保

健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）などの施設整備の

取り組み状況と日常生活圏域の高齢者人口及び認定者との比較は次のとおりです。 

 ■ 地域密着型サービスと各圏域との比較（令和 5年 9 月現在） 

 佐 用 地 域 上 月 地 域 南 光 地 域 三日月地域 計(全圏域) 

小規模多機能型居宅介護及び  

看護小規模機能型居宅介護登録定員 
定員 29人 定員 29人 定員 49人 定員 29人 定員 136人 

（看護）小規模多機能型居宅介護と 

圏域別高齢者人口との比較 
1.14% 1.80% 3.42% 2.82% 2.06% 

（看護）小規模多機能型居宅介護と 

圏域別認定者との比較  
4.63% 7.32% 15.26% 11.65% 8.54% 

認知症対応型共同生活介護 

利 用 定 員 
定員 0人 定員 0人 定員 0人 定員 18人 定員 18人 

認知症対応型共同生活介護と 

圏域別高齢者人口との比較 
－ － － 1.75% 0.27% 

認知症対応型共同生活介護と 

圏域別認定者との比較  
－ － － 7.23% 1.13% 

介護老人福祉施設入所者生活介護 

利 用 定 員 
定員 0人 定員 17人 定員 0人 定員 0人 定員 17人 

介護老人福祉施設入所者生活介護と 

圏域別高齢者人口との比較 
－ 1.05% － － 0.26% 

介護老人福祉施設入所者生活介護と 

圏域別認定者との比較  
－ 4.29% － － 1.07% 

  ※ 高齢者人口及び認定者数は「1 日常生活圏域の設定」のとおりです。 
 

  ■ 施設・居住系サービスと各圏域との比較（令和 5年 9月現在） 

 佐 用 地 域 上 月 地 域 南 光 地 域 三日月地域 計(全圏域) 

利 用 定 員 計 定員 202人 定員 73人 定員 124人 定員 78人 定員 477人 

圏域別高齢者人口との比較 7.9% 4.5% 8.7% 7.6% 7.2% 

圏域別認定者（要介護 3から要介護 5）との比較 96.7% 49.7% 131.9% 95.1% 89.7% 

圏域別認定者（要介護 1から要介護 5）との比較 45.5% 24.7% 60.2% 45.9% 42.8% 

圏域別認定者との比較 32.3% 18.4% 38.6% 31.3% 30.0% 

   ※ 高齢者人口及び認定者数は「1 日常生活圏域の設定」のとおりです。 

   ※ 利用定員計は、小規模多機能型居宅介護を除いた人数です。 
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  ■ 認定者一人当たりの施設系サービス利用定員の比較 

    

出典：令和 4 年介護サービス情報公表システムおよび介護保険事業状況報告 

本町では、これまで日常生活圏域の高齢化の状況や介護サービス基盤の状況などを勘

案して、特に重点的に整備が必要な圏域について地域密着型サービスの基盤整備を進め

てきた結果、全圏域で小規模多機能型居宅介護事業所が整備されました。さらに、看護小

規模多機能型居宅介護も開設されています。また、従前より整備されている施設系サー

ビスに加えてサービス付き高齢者向け住宅も各圏域に整備されました。 

  施設・居住系サービスと各圏域との比較を見ても分かるように、要介護 3～5 の認定

者 1 人あたり床数割合が 89.7％と高い割合であり、令和 4 年時点の施設系サービスの

認定者 1 人あたり定員は全国、県平均に対しておよそ 2 倍となっていることから施設は

充足していると判断します。今後も大幅な介護需要の増加は見込まれないことを踏まえ、

第 9 期計画以降の施設整備は行わないこととし、既存事業所を活用した利用促進と利用

の適正化、新たなニーズに対応したサービスへの転換を図ります。 
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第５章 介護保険サービスにおける現状と今後の方向 

 １ 居宅サービス 

   介護給付及び介護予防給付の第 8 期計画の達成状況と第 9 期計画の見込量です。 

算出に当たっては厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムを利用しています。

※令和５年度はいずれも実績見込み 

  

 (1) 居宅介護支援／介護予防支援 

    居宅介護支援及び介護予防支援は、居宅サービス等を適切に利用できるよう心身の

状況や利用者、家族の意向を踏まえ、介護サービス及び介護予防サービス計画を作成

するとともに、町やサービス事業者等との連絡調整を行うサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の居宅介護支援の実績をみると、実績値はわずかながら減少傾向で

あり、計画値も下回っています。また、介護予防支援は、実績値は横ばいではあり

ますが、計画値を上回っています。 

  
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

居宅介護支援(計画値) 102,096,000 103,850,000 104,357,000 

居宅介護支援(実績値) 98,490,614 96,169,039 96,611,934 

計画比（％） 96.5 92.6 92.6 

介護予防支援(計画値) 14,993,000 15,001,000 15,001,000 

介護予防支援(実績値) 15,609,727 16,623,696 16,085,634 

計画比（％） 104.1 110.8 107.2 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の居宅介護支援・介護予防支援の見込量は、介護（予防）サービス受

給者数の増加が予測されることにより、増加を見込んでいます。 

  
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

居宅介護支援(計画値) 98,319,000 99,349,000 100,254,000 

介護予防支援(計画値) 16,586,000 16,938,000 17,269,000 

 

(2) 訪問介護 

    訪問介護は、家庭を訪問し、入浴や排せつ等の身体介護、掃除や買い物等の生活援

助を行うサービスです。 

   ■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の訪問介護の実績をみると、減少傾向であり、計画値を下回っていま

す。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問介護(計画値) 107,339,000 108,052,000 111,140,000 

訪問介護(実績値) 90,720,958 84,694,171 75,052,870 

計画比（％） 84.5 78.4 67.5 

 

■  第 9 期計画の見込量 

第 9 期計画の訪問介護の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、減少傾向にあると

見込んでいますが、ホームヘルパーの不足により供給量が減少している可能性が

あります。介護職員初任者研修への補助を行うことで人材確保につなげる、偏っ

た時間帯のサービス利用をケアマネジャーや利用者の周知により解消するなど

少しでもサービスの不足を補えるよう努めます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問介護(計画値) 73,426,000 72,753,000 71,732,000 

 

 (3) 訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護 

    訪問入浴介護は、巡回（移動）入浴車で家庭を訪問し、身体の清潔保持や心身のリ

フレッシュと家族介護者の負担軽減を図るサービスです。介護予防訪問入浴介護は、

疾病その他やむを得ない理由により入浴の介護が必要な場合に提供されるものです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、訪問入浴介護は令和４年度に計画値を超える実績

はあったものの、第 7 期計画の期間も含め令和４年度以外、計画値を下回ってい

ます。介護予防訪問入浴介護は計画値を示していませんでしたが、令和 3 年度に

利用実績がありました。 

  
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問入浴介護(計画値) 5,567,000 5,570,000 5,570,000 

訪問入浴介護(実績値) 3,714,063 6,622,573 2,497,883 

計画比（％） 66.7 118.9 44.8 

介護予防訪問入浴介護(計画値)  0 0 0 

介護予防訪問入浴介護(実績値)  255,537 0 0 

計画比（％） 皆増 - - 

■ 第 9期計画の見込量 

第 9 期計画の訪問入浴介護の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ横ばいのサービ

ス利用を見込んでいます。介護予防訪問入浴介護は計画値を見込んでいません。 
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問入浴介護(計画値) 3,998,000 4,003,000 4,003,000 

 

 (4) 訪問看護／介護予防訪問看護 

    訪問看護は、看護師や理学療法士等が医師の指示に基づき、要介護者の自宅を訪問

して、心身機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助や機能訓練を行うサー

ビスです。 

    介護予防訪問看護は、同様に介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行

うサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第８期計画の実績をみると、訪問看護は年々増加傾向にあり、計画値を上回って

います。また、介護予防訪問看護は、横ばいではありますが、計画値を上回ってい

ます。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問看護(計画値) 42,044,000 42,412,000 42,584,000 

訪問看護(実績値) 41,088,181 48,223,676 46,089,694 

計画比（％） 97.7 113.7 108.2 

介護予防訪問看護(計画値)  12,047,000 12,054,000 12,054,000 

介護予防訪問看護(実績値)  12,901,434 12,805,766 12,791,640 

計画比（％） 107.1 106.2 106.1 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の訪問看護・介護予防訪問看護の見込量は横ばいのサービス利用を見

込んでいます。 

  
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問看護(計画値) 50,845,000 49,954,000 49,781,000 

介護予防訪問看護(計画値)  13,286,000 13,191,000 12,855,000 

 

 (5) 訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション 

   訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、身体機能

の維持回復を図るためのリハビリテーションを行うサービスです。介護予防訪問リハ

ビリテーションは、同様のサービスを短期集中的に行うものです。 

   ■ 第８期計画の達成状況等 

     第８期計画の実績をみると、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテ

ーションとも年々増加傾向にありますが、計画値を下回っています。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問リハビリ(計画値) 11,769,000 12,099,000 12,242,000 

訪問リハビリ(実績値) 10,776,335 11,491,336 12,011,158 

計画比（％） 91.6 95.0 98.1 

介護予防訪問リハビリ(計画値)  6,661,000 6,664,000 6,664,000 

介護予防訪問リハビリ(実績値)  4,705,029 5,521,943 5,488,236 

計画比（％） 70.6 82.9 82.4 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの見込

量は横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

  
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

訪問リハビリ(計画値) 14,004,000 14,105,000 14,105,000 

介護予防訪問リハビリ(計画値)  5,215,000 5,221,000 5,206,000 

 

 (6) 通所介護 

    通所介護は、要介護者等の心身機能の維持回復や生活支援、介護者の負担軽減等を

目的とし、デイサービスセンター等に通い、食事、入浴、その他日常生活上の世話を

受けるサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、通所介護は、実績値は減少傾向にあるとともに、計

画値も大きく下回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

通所介護(計画値) 178,208,000 179,183,000 180,455,000 

通所介護(実績値) 162,490,896 140,154,451 126,769,502 

計画比（％） 91.2 78.2 70.2 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の通所介護の見込量は居宅サービスの中で最も利用率の高いサービ

スでありますが、第 8 期の実績値を踏まえ、減少傾向にあると見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

通所介護(計画値) 125,181,000 126,902,000 125,846,000 
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(7) 通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション 

    （介護予防）通所リハビリテーションは、老人保健施設、病院、診療所等で、理学

療法や作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、通所リハビリテーションは年々わずかながら減少

傾向にありますが、計画値を上回っています。また、介護予防通所リハビリテーシ

ョンは増加傾向にあり、計画値も上回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

通所リハビリ(計画値) 87,208,000 87,288,000 87,733,000 

通所リハビリ(実績値) 95,989,334 94,940,872 90,772,904 

計画比（％） 110.1 108.8 103.5 

介護予防通所リハビリ(計画値)  42,740,000 42,764,000 42,764,000 

介護予防通所リハビリ(実績値)  44,574,823 48,414,335 50,962,617 

計画比（％） 104.3 113.2 119.2 

■  第９期計画の見込量 

第 9 期計画の通所リハビリテーションの見込量は、利用実績を踏まえ減少傾向、

介護予防通所リハビリテーションは増加傾向にあると見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

通所リハビリ(計画値) 93,377,000 92,343,000 92,343,000 

介護予防通所リハビリ(計画値)  53,171,000 55,165,000 55,165,000 

 (8) 短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護 

    （介護予防）短期入所生活介護は、介護老人福祉施設等の施設に短期間の入所を通

じて、日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、短期入所生活介護は、実績値はほぼ横ばいであり、

計画値を下回っています。また、介護予防短期入所生活介護については年度により

大きな変動がありますが、第７期計画の実績と比較すると増加傾向にあります。 

  
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

短期入所生活介護(計画値)  111,605,000 111,760,000 111,760,000 

短期入所生活介護(実績値)  99,319,071 95,083,420 100,466,754 

計画比（％） 90.0 85.1 89.9 

介護予防短期入所生活介護(計画値) 1,830,000 1,831,000 1,831,000 

介護予防短期入所生活介護(実績値) 896,790 2,028,512 887,564 

計画比（％） 49.0 110.8 48.5 
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■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護の見込量は横ばいの

サービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

短期入所生活介護(計画値)  104,994000 110,695,000 111,254,000 

介護予防短期入所生活介護(計画値) 856,000 844,000 844,000 

 (9) 短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護 

    短期入所療養介護は、老人保健施設、病院等に短期間入所して、医学的管理のもと

介護や機能訓練を行うサービスです。また、介護予防短期入所療養介護は、介護予防

を目的として同様のサービスを行うものです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護と

も計画値を上回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

短期入所療養介護(計画値) 8,339,000 8,344,000 8,344,000 

短期入所療養介護(実績値)  11,726,625 8,535,690 12,929,044 

計画比（％） 140.6 102.3 155.0 

介護予防短期入所療養介護(計画値) 308,000 308,000 308,000 

介護予防短期入所療養介護(実績値) 229,941 601,296 634,642 

計画比（％） 74.7 195.2 206.1 

■  第９期計画の見込量 

第 9 期計画の短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護の見込量は第 8 期

計画値よりサービス利用の増加を見込んでいます。 

  
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

短期入所療養介護(計画値) 16,955,000 17,020,000 17,020,000 

介護予防短期入所療養介護(計画値) 328,000 328,000 328,000 

 (10) 福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与 

    （介護予防）福祉用具貸与は、車いすや特殊寝台等の福祉用具を貸与することに

より、家庭での福祉環境の整備を支援するサービスです。 

福祉用具貸与の見直しについては、適切な貸与価格を確保するため、国が商品ごと

の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて商品の全国平均貸与価格

を公表するとともに、福祉用具貸与価格については自由価格を基本としつつも、一定

の歯止めを設けるため、上限が設けられています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、福祉用具貸与は、若干減少傾向にあり、計画値も下
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回っています。また、介護予防福祉用具貸与は、横ばいではありますが、第 7 期の

利用実績から大きく増加しており、計画値を上回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

福祉用具貸与(計画値) 59,317,000 59,799,000 59,947,000 

福祉用具貸与(実績値) 55,678,237 54,886,846 52,687,072 

計画比（％） 93.9 91.8 87.9 

介護予防福祉用具貸与(計画値)  13,769,000 13,769,000 13,769,000 

介護予防福祉用具貸与(実績値)  15,263,333 16,146,900 15,531,400 

計画比（％） 110.9 117.3 112.8 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の見込量は、在宅での自立支

援、介護負担の軽減、重度化予防の観点から利用者が多いサービスで、今後もこ

の傾向がみられることを予測し増加傾向にあると見込んでいます。要支援１・２

及び要介護１の認定者には原則貸与が認められていない福祉用具については、利

用者の生活環境や心身の状態を考慮し一定の要件のもと、例外的に利用すること

ができます。今後も利用者の身体状況にあった福祉用具の適正な利用の周知を図

ります。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

福祉用具貸与(計画値) 51,139,000 51,756,000 52,528,000 

介護予防福祉用具貸与(計画値) 15,799,000 15,926,000 16,216,000 

 (11) 特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具販売 

    特定（介護予防）福祉用具販売は、腰掛便座、入浴補助用具等の購入にかかる費

用を助成し、家庭での福祉環境の整備を支援するサービスです。また、特定介護予

防福祉用具販売は、介護予防を目的とし福祉用具の購入費用の一部を支給するサー

ビスです。 

    利用者が福祉用具を購入するとき、いったん県指定の販売事業者へ全額支払いを

し、後に保険者（町）へ申請すると１年間に 10 万円を上限額としてその 9 割分(8

割分、7 割分)が福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給として現金給付さ

れます。また、購入時に 1 割負担だけを施行業者に支払い、9 割分は町が直接施行

業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能となっています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、特定福祉用具販売は計画値を下回っていますが、

特定介護予防福祉用具販売は計画値を上回っています。福祉用具別購入実績をみる

と、① シャワーチェアや浴槽台等の入浴用補助用具、② 腰掛便座、③ 移動用リ

フトのつり具の順となっており、自動排泄処理装置の交換可能部分や簡易浴槽の購

入実績はありませんでした。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

福祉用具購入(計画値) 2,370,000 2,370,000 2,370,000 

福祉用具購入(実績値) 1,851,958 2,343,945 1,824,086 

計画比（％） 78.1 98.9 77.0 

介護予防福祉用具購入(計画値) 699,000 699,000 699,000 

介護予防福祉用具購入(実績値) 1,036,199 960,389 562,205 

計画比（％） 148.2 137.4 80.4 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の福祉用具販売の見込量は第８期より増加、介護予防福祉用具販売の

見込量は横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

福祉用具販売(計画値) 2,901,000 2,901,000 2,901,000 

介護予防福祉用具販売(計画値)  793,000 793,000 793,000 

 (12) 住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給 

    住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給は、介護や支援を必要とする高齢者等の

在宅での生活を支援するため、手すりの設置や段差の解消等、住宅改修を行った際

の費用の一部を支給するサービスです。 

    利用者が住宅を改修するとき、事前に保険者（町）の審査を受けた後に工事着工

し、完成後いったん改修事業者へ全額支払いをし、後に保険者（町）へ申請すると

20 万円を上限額としてその 9 割分(8 割分、7 割分)が住宅改修費・介護予防住宅

改修費の支給として現金給付されます。また、施行時に 1 割負担だけを施行業者に

支払い、9 割分は町が直接施行業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能となっ

ています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、住宅改修費は計画値を上回っていますが、介護予

防住宅改修費は計画値を下回っています。改修内容は、① 手すりの取り付け、② 

段差解消、③ 引き戸への扉の取替え、④ 床材の変更、⑤ 洋式便器への取替えの

順となっています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

住宅改修費(計画値) 5,103,000 5,103,000 5,103,000 

住宅改修費(実績値) 4,483,854 6,476,653 3,090,183 

計画比（％） 87.9 126.9 60.6 

介護予防住宅改修費(計画値) 5,682,000 5,682,000 5,682,000 

介護予防住宅改修費(実績値) 4,095,681 4,984,373 4,293,901 

計画比（％） 72.1 87.7 75.6 
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■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の住宅改修費・介護予防住宅改修費の見込量は、住宅改修が在宅での

自立支援には欠かせないサービスであり、今後一定の利用が予測されるため第 8

期計画より増加することを見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

住宅改修費(計画値) 7,607,000 7,607,000 7,607,000 

介護予防住宅改修費(計画値) 7,308,000 7,308,000 7,308,000 

 (13) 居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導 

    （介護予防）居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居

宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。 
 

■ 第８期計画の達成状況等 

    居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導とも、第 7 期の利用実績から増加

しており、第 8 期計画の実績をみても、年々増加傾向であり、計画値を上回ってい

ます。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

居宅療養管理指導(計画値)  8,321,000 8,416,000 8,506,000 

居宅療養管理指導(実績値)  8,034,341 8,909,671 8,746,092 

計画比（％） 96.6 105.9 102.8 

介護予防居宅療養管理指導(計画値) 987,000 988,000 988,000 

介護予防居宅療養管理指導(実績値) 761,125 950,661 1,108,000 

計画比（％） 77.1 96.2 112.1 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の見込量は第 8 期

の実績値を踏まえ、サービス利用の増加を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

居宅療養管理指導(計画値)  9,350,000 9,494,000 9,829,000 

介護予防居宅療養管理指導(計画値) 1,753,000 1,755,000 1,755,000 

 (14) 特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護 

    （介護予防）特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、ケアハウス等で一定

の計画に基づいて、入浴等の生活介護を提供するサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、特定施設入居者生活介護は、横ばいであり、計画値

とほぼ同額となっています。また、介護予防特定施設入居者生活介護については第

７期で実績がなく第 8 期で計画値を示していませんでしたが、令和３年度以降、



 

90 

利用実績がありました。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

特定施設入居者生活介護(計画値) 33,989,000 34,008,000 34,008,000 

特定施設入居者生活介護(実績値) 33,296,239 32,227,598 37,836,147 

計画比（％） 98.0 94.8 111.3 

介護予防特定施設入居者生活介護(計画値)  0 0 0 

介護予防特定施設入居者生活介護(実績値)  723,988 614,127 634,642 

計画比（％） 皆増 皆増 皆増 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の特定施設入居者生活介護の見込量は、町内での整備予定はありませ

んが、第 8 期の実績値を踏まえ増加するものと見込んでいます。介護予防特定施

設入居者生活介護は横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

特定施設入居者生活介護(計画値) 46,262,000 46,321,000 46,321,000 

介護予防特定施設入居者生活介護(計画値)  700,000 700,000 700,000 

 

 ２ 地域密着型サービス 

  地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態等となってもできる限り住み慣れた地域

で生活するために整備しており、利用できるのは、原則として指定をした市町村（保険

者）の住民（被保険者）のみです。町内では 13 事業所が開設され、高齢者の生活支援

を行っています。 

   地域密着型サービスは、①定期巡回・随時対応型訪問介護 ②夜間対応型訪問介護 ③

地域密着型通所介護 ④(介護予防)認知症対応型通所介護 ⑤(介護予防)小規模多機能

型居宅介護 ⑥(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ⑦地域密着型特定施設入居者生

活介護 ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⑨看護小規模多機能型居宅介

護の 9 種類があります。 

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を支えるため日中・

夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら短時間の定期巡回型訪問と

随時対応を行うものです。1 つの事業所で一体的に訪問介護と訪問看護を行う一体型

と他の訪問看護ステーションと連携してサービスを提供する連携型があります。本町

では佐用圏域に連携型の事業所が開設されています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、第 8 期計画の実績をみると、横ばいであ

り、計画値を下回っています。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(計画値) 40,523,000 40,546,000 40,546,000 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(実績値) 32,064,153 35,340,198 35,259,957 

計画比（％） 79.1 87.2 87.0 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の見込量は第 8 期の実績値を

踏まえ、横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(計画値) 39,578,000 39,628,000 39,628,000 

 

(2) 夜間対応型訪問介護 

    在宅にいる場合でも、夜間を含め 24 時間安心して生活できるように、夜間におい

て定期的な巡回訪問により、または通報を受け訪問介護を行うサービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期事業計画では整備予定がありませんでした。本町のように家屋が点在し

ている地域においては巡回効率が悪いことや、利用希望者が少ないこと、事業者の

人員の確保が困難なため、事業参入を見込める事業者がないのが現状です。 

■ 第９期計画の見込量 

    第 9 期計画では整備予定がなく、計画値は見込んでいません。 

 

(3) 地域密着型通所介護 

     通所介護は、要介護者等の心身機能の維持回復や生活支援、介護者の負担軽減を

目的とし、デイサービスセンター等に通い、食事、入浴、その他日常生活上の世話

を受けるサービスです。町内 4 か所の定員 18 名以下の事業所は地域密着型通所介

護に分類されます。 

■ 第８期計画の達成状況等 

地域密着型通所介護の実績値は年度により差はありますが、計画値付近で推移し

ています。令和５年度には通所介護から地域密着型通所介護へ移行した事業所があ

り計画値を上回る見込みです。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

地域密着型通所介護(計画値) 64,431,000 64,950,000 65,767,000 

地域密着型通所介護(実績値) 64,703,144 59,706,326 80,231,974 

計画比（％） 100.4 91.9 122.0 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の地域密着型通所介護の見込量は令和 5 年度の実績見込値を踏まえ、増
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加するものと見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

地域密着型通所介護(計画値) 83,479,000 83,521,000 85,321,000 

 

(4) 認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護 

    （介護予防）認知症対応型通所介護は、認知症の利用者にデイサービスセンター等

に通ってもらい、食事、入浴、排せつ等の介護、その他の日常生活上の支援及び機能

訓練等を行うサービスです。佐用圏域で 1 か所整備し、実施運営しています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績を見ると、年々減少傾向であり、計画値は下回っています。介

護予防認知症対応型通所介護は、町内に指定事業所がないことから実績値はありま

せん。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

認知症対応型通所介護(計画値)  28,825,000 28,841,000 28,841,000 

認知症対応型通所介護(実績値)  27,888,843 23,382,460 29,255,492 

計画比（％） 96.8 81.1 101.4 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の認知症対応型通所介護の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、ほぼ

横ばいのサービス利用を見込んでいます。介護予防認知症対応型通所介護は町内

に指定事業所がないことから計画値は見込んでいません。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

認知症対応型通所介護(計画値)  21,072,000 21,675,000 21,957,000 

 

 (5) 小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護 

    （介護予防）小規模多機能型居宅介護は、１つの事業所を利用し身近な生活圏域内

で「通い」を中心に、要介護者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせて、食事、入浴、排せつ等の介護及び機能訓練等を実施し、24 時間 365

日切れ目なく在宅での生活を支援するサービスです。各圏域で 1 か所整備し事業運

営しています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     小規模多機能型居宅介護は、地域別にみても、均等にサービスが提供できるよう

になっています。第 8 期計画の実績を見ると、ほぼ横ばいであり、計画値付近を推

移しています。しかし、介護予防小規模多機能型居宅介護は、実績値は増加傾向に

あるものの、計画値を大きく下回っています。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

小規模多機能型居宅介護(計画値) 223,292,000 205,492,000 206,173,000 

小規模多機能型居宅介護(実績値) 237,298,128 239,169,923 243,413,467 

計画比（％） 106.3 116.4 118.1 

介護予防小規模多機能型居宅介護(計画値)  11,502,000 11,509,000 11,509,000 

介護予防小規模多機能型居宅介護(実績値)  7,582,090 7,393,941 9,569,348 

計画比（％） 65.9 64.2 83.1 

■  第９期計画の見込量 

第 9 期計画では新たな施設整備の予定はありませんので、横ばいのサービス利用

を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

小規模多機能型居宅介護(計画値) 246,674,000 246,986,000 246,986,000 

介護予防小規模多機能型居宅介護(計画値)  12,523,000 12,538,000 12,538,000 

 (6) 認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護 

    （介護予防）認知症対応型共同生活介護は、要支援２または要介護者であって認知

症の状態にある人に対して、5～9 人で共同生活介護を実施している住居において、

食事、入浴等の日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。三日月圏域に 1 事

業所（2 ユニット 18 名）を開設しています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、認知症対応型共同生活介護は、ほぼ横ばいであり、

計画値付近を推移しています。なお、介護予防の指定は取得せずに要介護者のみの

利用となっています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

認知症対応型共同生活介護(計画値) 56,412,000 56,443,000 56,443,000 

認知症対応型共同生活介護(実績値) 56,415,483 55,262,241 56,014,826 

計画比（％） 100.0 97.9 99.2 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画では新たな施設整備の予定はありませんので、認知症対応型共同生活

介護の見込量はほぼ横ばいのサービス利用を見込んでいます。介護予防認知症対

応型共同生活介護は町内に指定事業所がないことから計画値は見込んでいませ

ん。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

認知症対応型共同生活介護(計画値) 58,185,000 58,258,000 58,258,000 
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(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護 

    地域密着型特定施設入居者生活介護は介護専用型特定施設（介護付有料老人ホーム、

ケアハウス等）のうち、入居定員が 29 人以下の施設に入居している要介護者に対し

食事、入浴、排せつ等の介護や日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う

サービスです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

第 8 期計画では整備予定がありませんでした。 

■ 第９期計画の見込量 

    第 9 期計画でも整備予定はなく、計画値は見込んでいません。 

 

   (8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、老人福祉法に規定する特別養護老

人ホーム（入所定員 29 人以下）に入所する要介護者に対し、食事、入浴、排せつ等

の介護や、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う

サービスです。上月圏域に１施設（2 ユニット 17 名）を開設しています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

    第 8 期計画の実績は、年々増加傾向であり、計画値を上回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(計画値) 49,201,000 49,229,000 49,229,000 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(実績値) 51,106,574 55,982,088 58,677,743 

計画比（％） 103.9 113.7 119.2 

■ 第９期計画の見込量 

本町においては、施設・居住系サービスは充足していると判断し、新たな施設整

備の計画はありませんが、第 9期計画の見込量は第 8期計画の実績値を踏まえ、

サービス利用の増加を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(計画値) 66,000,000 66,084,000 66,084,000 

 

 (9) 看護小規模多機能型居宅介護 

    看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護サービスを組

み合わせて提供するものです。令和3年度から南光圏域で1か所運営されています。 

■ 第８期計画の達成状況等 

    第 8 期計画の実績は、年度により大きく異なっていますが、計画値を下回ってい

ます。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

看護小規模多機能居宅介護 (計画値) 34,179,000 53,802,000 53,802,000 

看護小規模多機能居宅介護 (実績値) 41,413,630 48,574,642 34,774,073 

計画比（％） 121.2 90.3 64.6 

■ 第９期計画の見込量 

第 9期計画の看護小規模多機能型居宅介護の見込量は第 8期の実績値を踏まえ、

横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

看護小規模多機能居宅介護 (計画値) 49,672,000 49,735,000 49,735,000 

３ 施設サービス 

  (1) 介護老人福祉施設 

    介護老人福祉施設は、日常生活上、常時介護を必要とし、居宅において十分な介護

を受けることが困難な高齢者に食事、入浴、排せつ等の支援、リハビリテーション等

のサービスを提供する施設です。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第７期計画以降、佐用町の被保険者の入所割合が上昇したことにより実績は増加

していますが、令和４年度以降、計画値を下回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護老人福祉施設(計画値)  633,840,000 634,191,000 634,191,000 

介護老人福祉施設(実績値)  638,676,341 584,586,007 624,527,092 

計画比（％） 100.8 92.2 98.5 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の介護老人福祉施設の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、サービス

利用の増加を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護老人福祉施設(計画値)  669,169,000 670,015,000 670,015,000 

 (2) 介護老人保健施設 

    介護老人保健施設は、疾病等の安定期にあり、入院治療の必要性はないが機能訓練

や看護を必要とする高齢者等に、在宅での生活を目指し医学的管理のもと、日常生活

の支援やリハビリテーション等のサービスを提供する施設です。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、ほぼ横ばいでありますが、計画値を若干下回って

います。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護老人保健施設(計画値)  292,567,000 292,729,000 292,729,000 

介護老人保健施設(実績値)  275,495,080 286,818,636 277,647,053 

計画比（％） 94.2 98.0 94.8 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の介護老人福祉施設の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、横ばいの

サービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護老人保健施設(計画値)  293,112,000 293,483,000 293,483,000 

 

（3）介護医療院 

    介護医療院は、長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活

の世話を行う施設で、日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等の医療機能と

生活施設としての機能とを兼ね備えた施設です。 

■ 第８期計画の達成状況等 

介護医療院は、平成 31 年 2 月から創設された介護保険施設であり、第 8 期計

画の実績をみると、令和４年度には大幅に増加し、令和 5 年度には計画値を上回

る見込みです。 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の介護医療院の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、サービス利用の

増加を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護医療院(計画値) 183,414,000 183,646,000 183,646,000 

 

 

 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

介護医療院(計画値) 162,720,000 162,811,000 162,811,000 

介護医療院(実績値) 126,454,372 160,612,358 168,419,288 

計画比（％） 77.7 98.6 103.4 



 

97 

４ その他の給付 

(1) 特定入所者介護サービス費／特定入所者介護予防サービス費 

    介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護における居住費（滞在費）及

び食費は、原則として全額自己負担（保険給付対象外）となっていますが、低所得者

への負担を軽減するため、所得区分ごとに居住費・食費の負担限度額（1 日単位）を

設定し、国の基準額の居住費・食費の額と負担限度額の差額を特定入所者介護サービ

ス費または特定入所者介護予防サービス費として補足的に支給するものです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、特定入所者介護サービスは令和 3 年 10 月から制

度改正が行われ令和 4 年度に実績が下がったことにより、同年度以降計画値を下

回っています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

特定入所者介護サービス費(計画値) 88,872,000 78,944,000 79,043,000 

特定入所者介護サービス費(実績値) 89,416,000 68,552,854 72,953,629 

計画比（％） 100.6 86.8 92.3 

特定入所者介護予防サービス費(計画値) 85,000 85,000 85,000 

特定入所者介護予防サービス費(実績値) 0 82,529 83,106 

計画比（％） 0.0 97.1 97.8 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の特定入所者介護（予防）サービスの見込量は第 8 期の実績値を踏

まえ、サービス利用の増加を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

特定入所者介護サービス費(計画値) 91,050,000  90,880,000 90,708,000  

特定入所者介護予防サービス費(計画値) 85,000 85,000 85,000 

計 91,135,000  90,965,000  90,793,000  

 

 (2) 高額介護サービス費／高額介護予防サービス費 

    要介護または要支援の認定を受けた被保険者が、居宅サービス費、地域密着型サー

ビス費、介護予防サービス費、介護予防地域密着型サービス費、介護施設サービス費

にかかる 1 ヶ月の利用者負担額が一定額を超えて高額になったとき、高額介護サー

ビス費または高額介護予防サービス費として支給するものです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみると、ほぼ横ばいとなっています。高額介護サービス費

は計画値を上回っていますが、高額介護予防サービス費は計画値を下回っています。 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

高額介護サービス費(計画値) 42,257,000 42,140,000 42,193,000 

高額介護サービス費(実績値) 50,496,483 49,987,368 48,937,346 

計画比（％） 119.5 118.6 116.0 

高額介護予防サービス費(計画値) 156,000 156,000 156,000 

高額介護予防サービス費(実績値) 96,521 96,698 77,533 

計画比（％） 61.9 62.0 49.7 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の高額介護（予防）サービス費の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、

横ばいのサービス利用を見込んでいます。 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

高額介護サービス費(計画値) 51,605,000  51,520,000  51,422,000  

高額介護予防サービス費(計画値) 100,000 100,000 100,000 

計 51,705,000  51,620,000  51,522,000  

 

(3) 高額医療合算介護サービス費／高額医療合算介護予防サービス費 

   世帯内で医療及び介護の両制度における自己負担額が一定額を超えたとき、その上

限額を超えた部分を高額医療合算介護サービス費または高額医療合算介護予防サー

ビス費として支給し世帯の負担軽減を図ります。 

■ 第８期計画の達成状況等 

     第 8 期計画の実績をみるとほぼ横ばいで、高額医療合算介護サービス費は計画

値を上回っていますが、高額医療合算介護予防サービス費は計画値を大きく下回っ

ています。 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

高額医療合算介護サービス費(計画値)  7,812,000 7,832,000 7,857,000 

高額医療合算介護サービス費(実績値)  8,259,344 8,392,046 8,358,477 

計画比（％） 105.7 107.2 106.4 

高額医療合算介護予防サービス費(計画値)  150,000 150,000 150,000 

高額医療合算介護予防サービス費(実績値)  59,992 55,517 78,204 

計画比（％） 40.0 37.0 52.1 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の高額医療合算介護（予防）サービス費の見込量は第 8 期の実績値

を踏まえ、横ばいのサービス利用を見込んでいます。 
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令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

高額医療合算介護サービス費(計画値)  8,262,000 8,280,000 8,300,000 

高額医療合算介護予防サービス費(計画値) 100,000 100,000 100,000 

計 8,362,000  8,380,000  8,400,000  

 

  (4) 審査支払手数料 

    介護保険サービスにかかる費用の請求に対する審査・支払を国民健康保険団体連合

会へ委託し、これに要する手数料を支払うものです。 

■ 第８期計画の達成状況等 

      第 8 期計画の実績をみると、ほぼ横ばいであり、計画値付近を推移しています。 

 

 

 

■ 第９期計画の見込量 

第 9 期計画の審査支払手数料の見込量は第 8 期の実績値を踏まえ、横ばいの支

払件数を見込んでいます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

審査支払手数料(計画値) 1,800,000  1,800,000  1,800,000  

 

  

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付費（円） 給付費（円） 給付費（円） 

審査支払手数料(計画値) 1,803,000 1,808,000 1,814,000 

審査支払手数料(実績値) 1,790,590 1,880,939 1,887,144 

計画比（％） 99.3 104.0 104.3 
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第６章 介護保険料の算出 

 １ 第９期介護保険料設定の基本的な考え方 

  (1) 第９期保険料設定に関する変更点や考え方について 

   ①国の考え方 

ア）所得再分配機能の強化 

     介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、

第１号被保険者間での所得再分配機能を強化する（標準段階の多段階化、高所得者の

標準乗率の引き上げ）ことにより、低所得者の保険料上昇の抑制を図る。 

   イ）公費による保険料軽減割合の見直し 

     第８期に引き続き、公費を投入して低所得者の保険料を軽減する。（国1/2、県町

1/4）なお、保険料の多段階化によって、制度内での対応が強まることを踏まえ、一

部を介護従事者の処遇改善をはじめとする介護に係る社会保障の充実に活用する。 

   ②本町の考え方 

    国の第9期保険料に対する見直しを踏まえ、低所得者の負担軽減を図るため、国の定める

標準段階を採用し、第8期の10段階区分から13段階区分へ変更する。 

  (2) 保険料設定に必要な諸係数について 

・第 1 号被保険者の負担率・・・23％ 

・財政安定化基金拠出率・・・兵庫県の場合は 0％ 

・第６段階と第７段階を区分する基準所得金額 ・・・120 万円 

・第７段階と第８段階を区分する基準所得金額 ・・・210 万円 

・第８段階と第９段階を区分する基準所得金額 ・・・320 万円 

・第９段階と第 10 段階を区分する基準所得金額 ・・・420 万円 

・第 10 段階と第 11 段階を区分する基準所得金額 ・・・520 万円 

・第 11 段階と第 12 段階を区分する基準所得金額 ・・・620 万円 

・第 12 段階と第 13 段階を区分する基準所得金額 ・・・720 万円 

    ■ 後期高齢者加入割合補正係数を算出するための係数 

 全国平均 佐用町平均 

前期高齢者割合 0.41846 0.404 

85歳未満後期高齢者割合 0.39 0.356 

85歳以上後期高齢者割合 0.19153 0.240 

    ■ 所得段階別加入割合補正係数を算出するための係数 

 全国平均 佐用町平均 

第 1 段階 0.1749 0.116 

第 2 段階 0.0967 0.115 

第 3 段階 0.0864 0.109 

第 4 段階 0.1074 0.810 
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第 5 段階 0.1405 0.191 

第 6 段階 0.1333 0.179 

第 7 段階 0.1361 0.131 

第 8 段階 0.0610 0.046 

第 9 段階 0.0241 0.017 

第 10段階 0.0115 0.050 

第 11段階 0.0061 0.020 

第 12段階 0.0039 0.020 

第 13段階 0.0181 0.070 

  (3) 介護報酬の改定について 

   令和 6 年度に全体で 1.59％の介護報酬の引き上げを見込んでいます。 

 ２ 介護保険料の設定 

 (1) 推計人口に基づき、施設・居住系サービス利用者数、在宅サービス利用者数を決定 

   ① 推計人口の決定 

     国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」及び住民基本台帳によ

る実績値を加味し、厚生労働省の提供する地域包括ケア「見える化」システムを用いて算

出した推計値により求めています。 

   ② 第 1号被保険者数の決定 

     住所地特例者や介護保険適用除外施設入所者などがあるため、65 歳以上人口＝第１号

被保険者数となりません。以下の計算により第 1 号被保険者数を決定します。 

 

 

   ③ 要介護認定者数、施設・居住系サービス利用者数、在宅サービス利用者数の決定 

     各年度の認定率を推計し、推計人口に掛け合わせて要介護認定者数を推計します。次に

施設・居住系サービス利用者数について施設整備状況、各年度の要介護認定者数及び利用

率から推計します。在宅サービス利用者数についても同様に各年度の要介護認定者数及び

利用率から推計します。 

  (2) 施設・居住系サービス費、在宅サービス費、総給付額を算出 

   ①施設・居住系サービス費の決定 

     施設・居住系サービス利用者数が決定すれば、厚生労働省の提供する地域包括ケア「見

える化」システムを使用し要介護度別の利用者数に一人当たりの給付見込額を掛けて施

設・居住系サービス給付費が決定します。 

 

 

 

 

第 1 号被保険者数 ＝ 

65 歳以上推計人口 ＋ 住所地特例者 － 他市町村住所地特例者 － 適用除外者 

施設・居住系サービス費 ＝ 

〔施設サービス利用者数（介護老人福祉施設など）＋ 居住系サービス利用者数 

（特定施設入居者生活介護など）〕× 要介護度別給付費 
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   ② 在宅サービス費の決定 

     在宅サービス利用者数が決定すれば、厚生労働省の「見える化」システムを使用し要介

護度別の利用者数に一人当たりの給付見込額を掛けて在宅サービス費が決定します。 

 

 

   ③ ３年間の総給付費の決定 

     施設・居住系サービス費及び在宅サービス費が決定すれば、これらを合算することによ

り総給付費が決定します。 

 

 

  (3) 介護保険料の決定 

   ① ３年間の標準給付費見込額の決定 

     各年度の総給付費に特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、

高額介護合算介護サービス費等給付額、審査支払手数料を足し各年度の標準給付費見込額

を算出します。 

 

 

 

   ②財政影響額の決定 

     介護保険法等の改正に伴う財政影響額推計値を勘案した影響額を決定します。 

 ③地域支援事業費見込額の決定 

     計画期間中の各年度の地域支援事業費見込額を算出します。 

 

 

   ④ 第 1号被保険者負担額の決定 

     3年間の標準給付費見込額と地域支援事業費見込額の合計額の 23％が第 1号被保険者

負担額となります。さらに後期高齢者加入割合と所得段階別加入割合から介護サービスに

係る調整交付金見込額（標準 5％）を決定し、予定保険料収納率、所得段階別加入割合補

正後の被保険者数を考慮し介護保険料を決定します。 

 

 

 

在宅サービス費 ＝在宅サービス利用者数 × 要介護度別給付費 

総給付費 ＝施設・居住系サービス費 ＋ 在宅サービス費  

3 年間の標準給付費見込額 ＝ 

総給付費 ＋ 特定入所者介護サービス費等給付額 ＋ 高額介護サービス費等 

給付額 ＋ 高額介護合算介護サービス費等給付額 ＋ 審査支払手数料 

3 年間の地域支援事業費見込額 ＝ 

介護予防・生活支援サービス事業費 ＋ 一般介護予防事業費 ＋ 包括的支援 

事業費 ＋ 任意事業費 

第 1 号被保険者負担額 ＝ 

（3 年間の標準給付費見込額 ＋ 3 年間の地域支援事業費見込額）× 23％ 

第 1 号被保険者介護保険料（月額）＝ 

（第 1 号保険者負担額 ＋ 調整交付金相当額（5％）－ 調整交付金見込額）÷  

予定保険料収納率 ÷ 所得段階別加入割合補正後の被保険者数 ÷ 12 か月 
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 ３ 介護給付費及び介護予防給付費の見込額 

   第 9 期における介護保険サービスの事業費の見込額は、厚生労働省 地域包括ケア「見え

る化」システムにより算出した結果、次のようになります。 

 ◆ 介護給付費の見込み                         （単位：円） 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度

訪問介護 73,426,000 72,753,000 71,732,000

訪問入浴介護 3,998,000 4,003,000 4,003,000

訪問看護 50,845,000 49,954,000 49,781,000

訪問リハビリテーション 14,004,000 14,105,000 14,105,000

居宅療養管理指導 9,350,000 9,494,000 9,829,000

通所介護 125,181,000 126,902,000 125,846,000

通所リハビリテーション 93,377,000 92,343,000 92,343,000

短期入所生活介護 104,994,000 110,695,000 111,254,000

短期入所療養介護 16,955,000 17,020,000 17,020,000

特定施設入居者生活介護 46,262,000 46,321,000 46,321,000

福祉用具貸与 51,139,000 51,756,000 52,528,000

特定福祉用具購入 2,901,000 2,901,000 2,901,000

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 39,578,000 39,628,000 39,628,000

夜間対応型訪問介護 0 0 0

認知症対応型通所介護 21,072,000 21,675,000 21,957,000

地域密着型通所介護 83,479,000 83,521,000 83,521,000

小規模多機能型居宅介護 246,674,000 246,986,000 246,986,000

認知症対応型共同生活介護 58,185,000 58,258,000 58,258,000

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 66,000,000 66,084,000 66,084,000

看護小規模多機能型居宅介護 49,672,000 49,735,000 49,735,000

7,607,000 7,607,000 7,607,000

98,319,000 99,349,000 100,254,000

介護老人福祉施設 669,169,000 670,015,000 670,015,000

介護老人保健施設 293,112,000 293,483,000 293,483,000

介護医療院 183,414,000 183,646,000 183,646,000

2,408,713,000 2,418,234,000 2,418,837,000介護給付費計

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

介護給付

居
宅
サ
ー

ビ
ス

住宅改修費

居宅介護支援

施

設
サ
ー

ビ

ス
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 ◆ 介護予防給付費の見込み                        （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 介護サービス給付費の見込み                     （単位：円） 

  

  令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護給付費 2,408,713,000  2,418,234,000  2,418,837,000  

介護予防給付費 127,598,000  130,007,000  130,277,000  

総給付費 2,536,311,000  2,548,241,000  2,549,114,000  

令和６年度 令和７年度 令和８年度

介護予防訪問入浴介護 0 0 0

介護予防訪問看護 13,286,000 13,191,000 12,855,000

介護予防訪問リハビリテーション 5,215,000 5,221,000 5,206,000

介護予防居宅療養管理指導 1,753,000 1,755,000 1,755,000

介護予防通所リハビリテーション 53,171,000 55,165,000 55,165,000

介護予防短期入所生活介護 856,000 844,000 844,000

介護予防短期入所療養介護 328,000 328,000 328,000

介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 15,779,000 15,926,000 16,216,000

特定介護予防福祉用具購入 793,000 793,000 793,000

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0

介護予防小規模多機能型居宅介護 12,523,000 12,538,000 12,538,000

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0

7,308,000 7,308,000 7,308,000

16,586,000 16,938,000 17,269,000

127,598,000 130,007,000 130,277,000

介護予防給付

住宅改修費

介護予防支援

介護予防給付費計

居
宅
サ
ー

ビ
ス
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域
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型

サ
ー

ビ
ス
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◆ 標準給付費及び地域支援事業費の見込み               （単位：円） 

  令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

標 

準 

給 

付 

費 

①総給付費 2,536,311,000 2,548,241,000 2,549,114,000 7,633,666,000 

②特定入所者介護 

サービス費等給付費 
91,135,362 90,964,637 90,793,006 272,893,005 

③高額介護サービ

ス費等給付費 
51,704,994 51,619,375 51,522,531 154,846,900 

④高額医療合算サ

ービス費等給付費 
8,361,273 8,380,000 8,400,000 25,141,273 

⑤審査支払手数料 1,798,200 1,803,600 1,809,000 5,410,800 

標準給付費計（①～⑤） 2,689,310,829 2,701,008,612 2,701,638,537 8,091,957,978 

地域支援事業費 109,282,500 110,182,500 111,182,500 330,647,500 

総     額 2,798,593,329 2,811,191,112 2,812,821,037 8,422,605,478 

    標準給付費計 ＝ ① 総給付費 ＋ ② 特定入所者介護サービス費等給付額 ＋ ③ 高額介護サービス費等給付費 

 ＋ ④ 高額医療合算サービス費等給付額 ＋ ⑤ 審査支払手数料 
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 ◆ 第 1号被保険者における年額保険料 

   第 1 号被保険者保険料の基準額は、以下の算出手順となっています。第 9 期の保険料算定に

あたっては、保険料額の抑制のため、介護保険準備基金を適切に活用することとします。 

第 1 号被保険者 

負 担 分 相 当 額 

 

＋ 

調 整 交 付 金 

相 当 額 

 

－ 

調整交付金 

見 込 額 

 

＝ 
保険料収納必要額 

1,857,199,260円※  413,563,899円  661,658,000円  1,609,105,159円 

※内訳 本来の第 1号被保険者負担額 1,937,199,260円 

介護保険準備基金取崩額    -80,000,000円 

保険料収納必要額 
 

÷ 

予 定 保 険 料 

収 納 率 

 

÷ 

弾力補正後の 

被保険者数 

 

＝ 
年額保険料 

1,609,105,159円  99.5％  19,344人  83,601円 

   ・ 3年間の合計額で算出しています。 

   ・ 本来の第 1号被保険者負担分相当額は、総額の 23％にあたります。 

   ・ 調整交付金相当額は、標準給付費及び地域支援事業費の一部に対して 5％が基本額です。 

   ・ 調整交付金見込額は、標準給付費及び地域支援事業費の一部に対して町が算出した各年度調

整交付金見込交付割合を掛けた額の合計額となります。 

   ・ 弾力補正後の被保険者数とは基準額を細分化し所得段階別に加入割合で補正した後の被保険

者数のことです。 

   ・ 端数処理の関係で、算出手順による計算と年額保険料は一致しない場合があります。 

   ・ 年額保険料の算出に当たっては、総合事業の上限制度の運用見直し（令和６年度）に係る影響

は考慮せず、通常通りの方法で算定しています。 
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 ◆ 所得段階の細分化で低所得者の負担軽減 

  国の定める標準段階の見直し（標準 9 段階から 13 段階）が行われたことを踏まえ、介護保険

制度の持続可能性を確保し、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、第 8 期において設定して

いた 10 段階区分から 13 段階区分に見直し、高所得者の乗率を引き上げ、低所得者の乗率を引

き下げることとします。 

【現行所得段階（10段階）】 

区分 割合 
住民税の 

課税状況 
本人の収入など 

第 1段階 基準額 ×0.50 

非課税 

世帯 

生活保護受給者、 

老齢福祉年金受給者、 

年金収入等 80万以下 

第 2段階 基準額 ×0.62 
年金収入等 80万超 

120万以下 

第 3段階 基準額 ×0.75 年金収入等 120万超 

第 4段階 基準額 ×0.83 課税世帯

かつ本人

非課税 

年金収入等 80万以下 

第 5段階 基準額 年金収入等 80万超 

第 6段階 基準額 ×1.2 

本人課税 

合計所得金額 120万未満 

第 7段階 基準額 ×1.3 
合計所得金額 120万以上 

210万円未満 

第 8段階 基準額 ×1.5 
合計所得金額 210万以上 

320万円未満 

第 9段階 基準額 ×1.6 
合計所得金額 320万以上 

400万円未満 

第 10段階 基準額 ×1.75 合計所得金額 400万円以上 

年金収入等とは、課税年金収入額と課税年金以外の合計所得金額の合計額です。 

  

◆ 公費による保険料軽減 

  第８期に引き続き、公費（国 1/2、県・町 1/4）を投入して低所得者の保険料を軽減します。

なお、保険料段階の見直しによって、制度内での対応が強まることを踏まえ、公費軽減割合の

見直しが行われました。 

 

 第１段階 第２段階 第３段階 

現行の公費軽減割合 0.2 0.25 0.05 

見直し後の公費軽減割合 0.17 0.2 0.005 
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【改正後所得段階（13段階）】 

区分 割合 
住民税の 

課税状況 
本人の収入など 

第 1段階 基準額 ×0.455 

非課税世帯 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 

年金収入等 80万以下 

第 2段階 基準額 ×0.57 年金収入等 80万超 120万以下 

第 3段階 基準額 ×0.69 年金収入等 120万超 

第 4段階 基準額 ×0.83 
課税世帯かつ

本人非課税 

年金収入等 80万以下 

第 5段階 基準額 年金収入等 80万超 

第 6段階 基準額 ×1.2 

本人課税 

合計所得金額 120万未満 

第 7段階 基準額 ×1.3 
合計所得金額 120万以上 

210万円未満 

第 8段階 基準額 ×1.5 
合計所得金額 210万以上 

320万円未満 

第 9段階 基準額 ×1.7 
合計所得金額 320万以上 

420万円未満 

第 10段階 基準額 ×1.9 
合計所得金額 420万以上 

520万円未満 

第 11段階 基準額 ×2.1 
合計所得金額 520万以上 

620万円未満 

第 12段階 基準額 ×2.3 
合計所得金額 620万以上 

720万円未満 

第 13段階 基準額 ×2.4 合計所得金額 720万円以上 

年金収入等とは、課税年金収入額と課税年金以外の合計所得金額の合計額です。 
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 ４ 第 1号被保険者保険料額 

   令和 6年度から令和 8年度における段階別の第 1号被保険者保険料額は次のとおりです。 

区 分 
対 象 者 最終乗率 

（割合） 
年 額 月 額 

世 帯 本人所得等 

第 1段階 非 

課 

税 

世 

帯 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者 

・年金収入等 80万円以下 

基準額×0.285 

(基準額×0.455) 

23,598円 

(37,674 円) 

1,967円 

(3,140 円) 

第 2段階 
年金収入等 80万円超 120万円

以下 

基準額×0.37 

(基準額×0.57) 

30,636円 

(47,196 円) 

2,553円 

(3,933 円) 

第 3段階 年金収入等 120万円超 
基準額×0.685 

(基準額×0.69) 

56,718円 

(57,132 円) 

4,727円 

(4,761 円) 

第 4段階 
課 

税 

世 

帯 

本 

人 

非 

課 

税 

年金収入等 80万円以下 基準額×0.83 68,724円 5,727円 

第 5段階 年金収入等 80万円超 基準額 82,800円 6,900円 

第 6段階 

本 

人 

課 

税 

合計所得金額 120万円未満 基準額×1.2 99,360円 8,280円 

第 7段階 
合計所得金額 120万円以上 

210万円未満 
基準額×1.3 107,640円 8,970円 

第 8段階 
合計所得金額 210万円以上 

320万円未満 
基準額×1.5 124,200円 10,350円 

第 9段階 
合計所得金額 320万円以上 

420万円未満 
基準額×1.7 140,760円 11,730円 

第 10段階 
合計所得金額 420万円以上 

520万円未満 
基準額×1.9 157,320円 13,110円 

第 11段階 
合計所得金額 520万円以上 

620万円未満 
基準額×2.1 173,880円 14,490円 

第 12段階 
合計所得金額 620万円以上 

720万円未満 
基準額×2.3 190,440円 15,870円 

第 13段階 合計所得金額 720万円以上 基準額×2.4 198,720円 16,560円 

  ※年金収入等とは、課税年金収入額と課税年金以外の合計所得金額の合計額です。 

（ ）内は軽減措置前の割合、金額を表示しています。 

 ◆ 第 9期保険料額（基準額） 

  ①厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムによる保険料算出額 

    年間保険料 83,601円 月額保険料 6,967円 

  ② 端数調整後の第 9期保険料額 

    年間保険料 82,800 円 月額保険料 6,900円 
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 複数の事業者に対する 

 運営・制度上の指導 

 特定の事業者に対する 

 運営・報酬請求上の指導 

 利用者などから寄せられた通報・苦情など 

 の情報を基に、事業者に対して立入調査 

 などを行い、事業運営の改善命令などの行 

 政指導・処分を行う 

第７章 制度運営の適正化 

 １ 事業運営の適正化の推進 

  (1) 指導監査の実施 

    介護保険事業を適正に運営していくには、保険者が事業者に対し指導力を発揮して

いくことが求められており、そのため事業者に対する指導及び監査により積極的に取

り組んでいく必要があります。 

    事業者に対する指導監査について、県と事業者の所在地の保険者が合同で実施し、

特に保険者に指定権限が委ねられている地域密着型サービス事業者及び居宅介護事

業者に対しては、保険者単独で定期的に実地指導を行い、その趣旨に沿った運営がな

されるよう指導に力を入れています。 

    今後は、さらに効果的・効率的な指導及び監査ができるよう、その体制の強化を図

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域密着型サービス事業者及び居宅介護事業者に対する実地指導の目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実地指導（件） 3 ケ所以上の事業所/年 

 

  (2) 介護保険サービス事業者連絡協議会の運営 

    本町では、介護保険事業の円滑な運営のため、介護保険サービス事業者との意見交

換・情報交換の場として「介護保険サービス事業者連絡協議会」を定期的に開催して

います。今後も、運営に関する集団指導を遂行し、さらなる内容の充実を目指します。 

 

指 

導 

監 
査 

指 
導 

集団指導 

運営指導 

監 

査 
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  (3) 制度の周知と情報提供 

    介護保険制度の趣旨や内容をはじめ、介護予防及び介護保険サービスや地域支援事

業、保健福祉サービスの内容や利用手続きなどについて、町地域包括支援センターを

はじめ、町の広報誌やホームページ、町のケーブルテレビ「佐用チャンネル」などの

媒体を活用し、今後もより適切な介護サービス利用を促進するための情報提供を行っ

ていきます。 

  (4) 苦情処理窓口の充実 

    介護保険サービスの質的向上のための重要な情報になり得る苦情や通報に対して、

町地域包括支援センターを中心として、「国民健康保険団体連合会」との連携を図り

つつ、今後も迅速かつ適切な対応が行えるよう苦情処理窓口の充実に努めていきます。 

    また、窓口の利用方法・手続きに関するパンフレットなどの作成による広報活動や、

民生委員児童委員や保健師などが地域の相談窓口になるなど、気軽に相談や苦情を言

えるような態勢づくりを進めていきます。 

  (5) ケアマネジャーへの支援・指導 

    利用者のニーズに応じた適切なケアマネジメントが行われるよう、ケアマネジャー

からの相談などにきめ細かく対応することはもとより、町地域包括支援センターを中

心に、介護保険外サービスをはじめ、地域の社会資源などに関する情報提供の促進に

努めています。 

    また、ケアプランチェックを行うことで、ケアマネジメントの質的な向上をめざし

た指導なども行っています。 

  (6) オンブズマン機能の整備 

    サービス利用者や住民がサービスに対する苦情や相談などをいつでも誰でも気軽

に行えるよう、住民サイドからの視点でサービス利用者の権利を擁護するために福祉

サービスなどに対する監視を行う「オンブズマン」機能が求められています。 

    オンブズマン機能を整備することにより、苦情処理手続きの透明化や、住民への情

報公開を促進し、行政と住民との信頼関係をより高め、健全な介護保険事業運営が期

待できるため、今後も住民参加による組織にオンブズマン機能もあわせた組織づくり

に努めていきます。 

  (7) 公平かつ公正な介護認定の推進 

    公平かつ公正な要介護認定事務を推進するため、「介護認定審査会」における客観

的かつ適切な審査・判定ができるよう、介護認定審査委員に対する情報提供や研修を

引き続き実施していきます。また、より質の高い認定調査が行えるように認定調査員

に対しても情報提供や研修を引き続き実施していきます。 
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 ２ 介護給付の適正化の推進 

   介護サービス利用者の増加などにより、今後も介護給付費が増大し続けることが予

測され、よりいっそう厳しい運営状況に直面することは確実です。このような中、「持

続可能な介護保険」の実現のため介護給付費の増大を抑制することが必須であり、保

険者においてより一層介護給付の適正化の推進を図っていく必要があります。 

このたび、国の基本指針の見直しが行われ、保険者の事務負担の軽減を図りつつ、効

果的・効率的に事業を実施するため、これまでの給付適正化主要５事業を３事業に再編

するとともに、実施内容の充実化を図ることとされました。 

費用対効果を見込みづらい「介護給付費通知」は任意事業として位置づけられ、実施

の効率化を図るため「住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査」は親和性の高い「ケ

アプラン点検」に統合されました。 

   介護給付の適正化の推進にあたって、本町では国・県が示した指針に沿って、「佐用

町介護給付適正化計画」を策定し実施してきました。今後も、基本的にこの計画の方

針を引きつぎ、介護給付適正化事業主要 3 事業を中心に実施していくこととしていま

す。 

 

 

 

  (1) 要介護認定調査の適正化 

    認定調査員について、町職員の雇用を進めていき、新規・区分変更申請における認

定調査は直接実施するとともに、更新申請における認定調査についても、できる限り

直接実施をしています。また、認定調査を委託した場合についても、全調査について

町職員によるチェックを行い、疑義があれば問い合わせ・指導などを行っています。 

今後も調査員研修の開催などにより、調査員の質の向上を図っていきます。 

  (2) ケアプランの点検、住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査 

    ケアマネジャーが作成したケアプランを点検し、助言・指導することで、ケアマネ

ジメントの質の向上に取り組むとともに、不適切な介護報酬の請求の発見・是正によ

る報酬請求の適正化にも取り組んでいます。特にサービス付き高齢者向け住宅におい

て提供される介護サービスやケアプランの質の向上を図るため、ケアプラン点検を行

い適切な指導を行います。 

 住宅改修の点検は、着工前に工事箇所の写真とケアマネジャーなどの理由書に基づ

き、改修の目的が介護保険の主旨に合ったものであるかを査定して、不適切なところ

があれば、町職員及び委託している町内の建築士などが現場確認を行い、工事完了後

にも申請どおり工事が行われているか点検を行っています。 

また、福祉用具の購入・貸与については、福祉用具の必要性や利用状況などについ

て点検することにより、不適切な福祉用具の購入・貸与をなくし、受給者の身体の状

況に応じて必要な福祉用具の利用を進めています。 

介護給付適正化事業 主要３事業 
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   (3) 縦覧点検・医療情報との突合 

    国民健康保険団体連合会より「介護給付適正化システム」を通じて、「医療情報と

の突合」や「縦覧点検」といった事業者の介護報酬請求に関する情報が提供されてい

ます。その情報をもとに、不適正な介護報酬請求が行われていないかを点検し、不適

正請求が発見されれば返還を求めていきます。また、特異な傾向を示す事業者を特定

し、事業運営を是正させるための指導監査などの情報源として活用していきます。 

■介護給付費適正化事業の実施状況 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度(９月末) 

要介護認定の適正化（件） 1,254 1,297 631 

ケアプランチェック（件） １ケ所町内事業所/年 

住宅改修などの点検（件） 12 20 5 

介護給付費通知の送付 1 回（10 月）/年 

医療情報との突合・縦覧点検 帳票の点検を毎月実施（国保連に委託） 

■介護給付費適正化事業の目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

要介護認定の適正化（件） 申請に係る全件 

ケアプランの点検等（件） 2 ケ所以上町内事業所/年 

医療情報との突合・縦覧点検 帳票の点検を毎月実施（国保連に委託） 

 

 ３ 介護認定審査会の適正化の推進 

   要介護認定は、全国一律の基準で公平・公正に行われることが重要であり、介護保

険財政への影響も大きいことから、要介護認定者数や要介護度分布を検証するととも

に、審査判定の平準化や認定業務従事者の資質の向上に努めています。  

 (1) 要介護認定の適正化 

    介護認定審査会委員が要介護認定などにおける公平・公正かつ適切な審査判定を実

施するために必要な知識、技能を修得及び向上させるため、県主催の研修会に積極的

に参加するなど、要介護認定の適正化を推進しています。 

  (2) 介護認定審査会の概要と介護サービス利用開始まで 

    本町の介護認定審査会は、保健、医療、福祉の学識経験者からなる 4 班で構成さ

れ、任期は 3 年で各班 5 名の委員により週 1 回開催しています。 

    審査会では介護保険要介護認定などの申請のあった人について、心身の状況調査と

しての「認定審査票基本調査」及び具体的な内容を記載した「認定審査票特記事項」

並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、一次判定としてコンピ

ュータによる要介護認定など基準時間などの推計を行い、この判定を審議検討した結

果、二次判定がなされ要介護度を決定します。 
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コンピュータによる推計（一次判定） 

要介護認定など基準時間の算出 

状態の維持・改善可能性の評価 

要介護認定の流れを図に示すと、下図のようになります。 

 

■要介護認定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申   請 

主治医意見書 基本調査(74項目) 特記事項 

心身の状況に関する調査 

介護認定審査会による審査（二次判定） 

認定結果通知書、介護保険証の送付 

居宅介護支援事業所、ケアマネジャーの選択 

ケ ア プ ラ ン 作 成 

介護サービス事業所にてサービスの利用開始 
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１ 佐用町介護保険運営協議会設置要綱 

平成 17年 10月１日要綱第 66号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者福祉施策を計画的に進めることを目的に策定された佐用町高齢者福祉

計画及び介護保険事業計画（以下「事業計画」という。）の円滑な推進を図るため、介護保険運営

協議会（以下「協議会」という。）の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（業務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を審議し、必要がある場合はその結果を町長に報告する。 

 （１） 介護保険事業の運営に関すること。 

 （２） 事業計画の策定又は変更に関すること。 

 （３） 事業計画の実施及び評価に関すること。 

 （４） 事業計画のために必要な調査及び研究に関すること。 

 （５） 地域包括支援センター（以下「センター」という。）に関する次に掲げる事項 

    ア センターの設置の選定及び変更に関すること。 

    イ センターの運営及び評価に関すること。 

   ウ センターの職員の確保に関すること。 

   エ その他の地域包括ケアに関すること。 

 （６） 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス（以下「サービス」という。）に関

する次に掲げる事項 

   ア サービス事業者の指定に関すること。 

   イ サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。 

   ウ サービスの質の確保、運営評価その他町長がサービスの適正な運営を確保するため必要

と認める事項に関すること。 

 （７） 地域包括ケアシステム推進会議に関する次に掲げる事項 

   ア 町全体に係る地域課題の把握に関すること。 

   イ 関係機関のネットワークの構築に関すること。 

   ウ 地域づくりや必要な資源の開発に関すること。 

   エ 新たな施策の立案や実行（政策形成機能）に関すること。 

 （８） 認知症初期集中支援チーム検討委員会に関する次に掲げる事項 

   ア 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関すること。 

   イ 認知症に関する関係機関との連携に関すること。 

   ウ その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。 

 （９） 在宅医療・介護連携推進会議に関する次に掲げる事項 

   ア 在宅医療・介護連携支援センターの設置及び運営に関すること。 

   イ 在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築及び推進に関すること。 

   ウ 関係者の情報共有の支援に関すること。 

 （10） 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。 
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（組織） 

第３条 協議会の委員の定数は、25人以内とし、次に掲げる中から町長が委嘱する。 

 （１） 行政機関 

 （２） 医療、保健及び福祉関係者 

 （３） 地域福祉を担う関係団体を代表する者 

 （４） 介護保険の被保険者 

 （５） 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者代表 

 （６） その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

（情報収集） 

第７条 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の意見又は説明など資料の提出を求めるこ

とができるものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、高年介護課で行うものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定めるものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

  １ この要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

  ２ 平成 17年 10月１日から平成 18年３月 31日までの間に選任を受けた委員の任期は、平成

20年３月 31日までとする。 

附 則（平成 18年３月 31日要綱第 19号） 

この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22年３月 30日要綱第 11号） 

この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 
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 附 則（平成 26年 5月 15日要綱第 14号） 

 （施行期日） 

  １ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

  ２ この要綱の施行の日前に、現に協議会の委員として委嘱されているものについては、この

要綱の相当規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、この要綱の規定にかかわらず、

通算する。 

附 則（平成 28年３月 29日要綱第 12号） 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 31日要綱第 36号） 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年９月 19日要綱第 35号） 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 
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２ 佐用町介護保険運営協議会委員名簿 

（佐用町高齢者福祉計画・第 9期介護保険事業計画策定委員） 

No 役 職 氏 名 所 属 選出範囲 

1 会 長 江見 秀樹 佐用町 行  政 

2 副会長 眞岡 克憲 佐用町社会福祉協議会 福  祉 

3 委 員 福壽  格 龍野健康福祉事務所 保  健 

4 〃 尾﨑 公彦 佐用郡医師会 医  療 

5 〃 小笹 昌彦 佐用郡歯科医師会   〃 

6 〃 巴  時弘 佐用町薬剤師連絡会   〃 

7 〃 藤本 正文 佐用町自治会連合会 住民代表（各種団体） 

8 〃 大江 秀謙 佐用町民生委員児童委員協議会   〃 

9 〃 敏森久美子 龍野人権擁護委員協議会佐用部会   〃 

10 〃 垣谷  勉 佐用町高年クラブ   〃 

11 〃 坂本ひとみ 第１号被保険者 被保険者代表 

12 〃 和田 睦美 第２号被保険者   〃 

13 〃 橋本 和枝 居宅介護支援事業所はなみずき 介護支援専門員連絡会代表 

14 〃 森  光樹 きねん介護医療院  介護保険施設代表事業所 

15 〃 有瀬 将睦 老人保健施設 浩陽園   〃 

16 〃 藤木  卓 きらめきケアセンター  訪問介護事業所連絡会代表 

17 〃 小野 卓郎 古民家デイ ひだまり 通所介護事業所連絡会代表 

18 〃 反橋 浩二 佐用中央病院 地域ケア会議代表者 

19 〃 本田 貴之 たつの警察署生活安全課 行  政 

20 〃 丸田 弘造 西はりま消防組合佐用消防署  〃 

  ※ 任期は令和 8年 3月 31日まで 
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３ 佐用町内介護サービス・介護予防サービス事業者一覧（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

  (1) 居宅介護支援／介護予防支援 

   ① 居宅介護支援事業所 

名   称 運営主体 所在地 

佐用共立病院 医療法人社団一葉会 佐用 1111 

佐用中央病院 医療法人聖医会 佐用 3529-3 

朝陽ケ丘荘居宅介護支援事業所 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 平福 138-1 

祐あいホーム上月居宅介護支援事業所 社会福祉法人聖風会 福吉 721 

岡本医院 医療法人社団岡本医院 家内 42 

きらめきケアセンター佐用 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 平福 138-8 

居宅介護支援事業所 ほほえみ 株式会社岡尾医院松寿会 米田 410-3 

居宅介護支援事業所 いこいの家 有限会社信翁会 上三河105-2 

サンホームみかづき居宅介護支援ステーション 社会福祉法人博愛福祉会 志文 515 

はなみずき 社会福祉法人はなさきむら 安川 401 

   ② 介護予防支援事業所 

名   称 運営主体 所在地 

佐用町地域包括支援センター 佐用町 佐用 2611-1 

  (2) 居宅サービス 

   ① 訪問介護／総合事業訪問型サービス 

名   称 運営主体 所在地 

共立ヘルパーステーション 医療法人社団一葉会 佐用 1111 

ＪＡ兵庫西佐用介護センター 兵庫西農業協同組合 円応寺 450 

きらめきケアセンター 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 東徳久 1946 

サンホームみかづき訪問介護事業所 社会福祉法人博愛福祉会 志文 515 

   ② 訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護 

名   称 運営主体 所在地 

きらめきケアセンター 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 東徳久 1946 

   ③ 訪問看護／介護予防訪問看護 

名   称 運営主体 所在地 

共立訪問看護ステーション 医療法人社団一葉会 佐用 1122 

佐用訪問看護ステーション 医療法人聖医会 佐用 3529-3 

岡本医院 医療法人社団岡本医院 家内 42 

尾﨑病院 尾﨑病院 上三河 141-4 
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④ 訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション 

名   称 運営主体 所在地 

佐用共立病院 医療法人社団一葉会 佐用 1111 

尾﨑病院 尾﨑病院 上三河 141-4 

③ 通所介護／総合事業通所型サービス 

名   称 運営主体 所在地 利用定員 

ともいきの郷  佐用 3544-1 25人 

きらめきケアセンター佐用 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 平福 138-8 23人 

きらめきケアセンター 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 東徳久 1946 25人 

サンホームみかづきデイサービスセンター  社会福祉法人博愛福祉会 志文 515 35人 

   ⑥ 通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション 

名   称 運営主体 所在地 利用定員 

佐用共立病院 医療法人社団一葉会 佐用 1111 15人 

きねん介護医療院 ﾘﾊｸﾗﾌﾞふたば 医療法人社団一葉会 佐用 1132‐25 20人 

佐用リハビリステーション 医療法人聖医会 佐用 3529-3 20人 

岡本医院 医療法人社団岡本医院 家内 42 20人 

老人保健施設ハイム・ゾンネ 社会福祉法人平成福祉会 林崎 662-3 8人 

岡尾医院 岡尾医院 米田 410-2 10人 

尾﨑病院 尾﨑病院 上三河 141-4 12人 

   ⑦ 居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導 

名   称 運営主体 所在地 

佐用共立病院 医療法人社団一葉会 佐用 1111 

佐用中央病院 医療法人聖医会 佐用 3529-3 

岡本医院 医療法人社団岡本医院 家内 42 

岡尾医院 岡尾医院 米田 410－2 

尾﨑病院 尾﨑病院 上三河 141-4 

   ⑧ 福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与 

名   称 運営主体 所在地 備考 

佐用自動車株式会社 佐用自動車株式会社 佐用 232-1  

   ⑨ 福祉用具購入／介護予防福祉用具購入 

名   称 運営主体 所在地 備考 

佐用自動車株式会社 佐用自動車株式会社 佐用 232-1  
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⑩ 短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護 

名   称 運営主体 所在地 利用定員 

朝陽ケ丘荘短期入所生活介護事業所 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 平福 138-1 10人 

特別養護老人ホーム祐あいホーム上月 社会福祉法人聖風会 福吉 721 12人 

特別養護老人ホームはなみずき 社会福祉法人はなさきむら 安川 401 10人 

サンホームみかづき短期入所センター 社会福祉法人博愛福祉会 志文 515 10人 

⑪ 短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護 

名   称 運営主体 所在地 利用定員 

老人保健施設浩陽園 医療法人聖医会 佐用 3529-3 1人 

老人保健施設ハイム・ゾンネ 社会福祉法人平成福祉会 林崎 662-3 4人 

 (3) 地域密着型サービス 

   ① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     

名   称 所在地 運営主体 指定日 

ラウンド・ケア・サービスあさひ 平福 138-1 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 H30.10.1 

② 地域密着型通所介護 

名   称 所在地 運営主体 定員 指定日 

祐あいホーム上月 福吉 721 社会福祉法人聖風会 18名 H14.8.1 

古民家デイひだまり 西下野 777 株式会社 ZAPPA 18名 H23.11.1 

サンホームみかづきデイサー

ビスセンターけんこうの里 
志文 515-1 社会福祉法人博愛福祉会 15名 H25.4.1 

きらめきケアセンター上月 久崎 283-2 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会 15名 R5.4.1 

③ 認知症対応型通所介護 

名   称 所在地 運営主体 定員 指定日 

朝陽ケ丘荘認知症対応型通

所介護事業所 
平福 138-1 

社会福祉法人 

兵庫県社会福祉事業団 
12名 H18.7.1 

   ④ 認知症対応型共同生活介護 

名   称 所在地 運営主体 ユニット 定員 指定日 

サンホームみかづき 

グループホーム 
志文 515 

社会福祉法人 

博愛福祉会 
2ユニット 18名 H20.3.1 

    ※介護予防の指定はありません 

⑤ 介護老人福祉施設入所者生活介護 

名   称 所在地 運営主体 定員 指定日 

特別養護老人ホーム祐あいホーム上月（ユニット）  福吉 721 社会福祉法人聖風会 17名 H26.4.1 
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⑥ 小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護 

名   称 所在地 運営主体 登録 通所 宿泊 指定日 

小規模多機能型居宅介護事業所 

やすらぎの家さよう 
佐用 2838-2 

医療法人社団

一葉会 
29名 18名 9名 H20.2.1 

小規模多機能ホーム 

きずな 
上月 571-1 有限会社海風 29名 18名 9名 H26.4.1 

小規模多機能型居宅介護事業所 

ほほえみ 
米田 410-3 

株式会社 

岡尾医院松寿会 
29名 18名 9名 H20.10.1 

サンホームみかづき小規模多機能 

志文の里  

※介護予防の指定はありません 

志文 515 
社会福祉法人

博愛福祉会 
29名 18名 9名 H20.4.1 

 ⑦ 看護小規模多機能型居宅介護 

名   称 所在地 運営主体 登録 通所 宿泊 指定日 

看護小規模多機能型 

ほほえみ 
米田 410-3 

株式会社 

岡尾医院松寿会 
20名 12名 6名 R3.4.1 

 (4) 施設サービス 

   ① 介護老人福祉施設 

名   称 運営主体 所在地 定員 

特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 平福 138-1 100人 

特別養護老人ホーム祐あいホーム上月 社会福祉法人聖風会 福吉 721 56人 

特別養護老人ホームはなみずき 社会福祉法人はなさきむら 安川 401 40人 

特別養護老人ホームサンホームみかづき 社会福祉法人博愛福祉会 志文 515 60人 

   ② 介護老人保健施設 

名   称 運営主体 所在地 定員 

老人保健施設浩陽園 医療法人聖医会 佐用 3529-3 52人 

老人保健施設ハイム・ゾンネ 社会福祉法人平成福祉会 林崎 662-3 84人 

③ 介護医療院 

名   称 運営主体 所在地 定員 

きねん介護医療院 医療法人社団一葉会 佐用 1132‐25 50人 
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